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は
じ
め
に

近
年
公
刊
さ
れ
た

『
二
年
律
令
』

は
、
た
と
え
そ
れ
が
当
該
律
の
全
文
で
な
い
と
し
て
も
、
第
一
級
史
料
と
し
て
の
価
値
を
減
じ
る

こ
と
は
な
い

。
そ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
秦
漢
時
代
史
は
勿
論
の
こ
と
、
中
国
史
全
体
の
究
明
に

一
段
の
飛
躍
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、

誰
し
も
が
期
待
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る

。

研
究
の
方
向
性
は
種
々
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
第
一
に
着
手
す
べ
き
は
、
漢
律
の
復
元
作
業
で
あ
ろ
う

。
既
得
の
睡
虎
地
秦
律
等
を

参
照
し
、
且
つ
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
・
収
集
さ
れ
た
佚
文
を
も
あ
わ
せ
用
い
れ
ば
、
従
来
以
上
の
成
果
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は

間
違
い
な
い

。
か
か
る
検
討
の
結
果
は
、
秦
漢
法
制
史
の
解
明
に
大
き
く
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う

。
そ
し
て
、
そ
の
裨
益
す
る
と
こ
ろ
は

こ
れ
に
止
ま
ら
な
い

。
復
元
し
た
条
文
を
唐
律
の
そ
れ
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
律
形
成
史
研
究
も
一
層
の
進
展
が
見
込
ま
れ

る

。
更
に
、
唐
代
以
降
の
律
に
ま
で
対
象
を
拡
大
し
て
、
そ
の
通
時
代
的
な
変
遷
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
刑
法
規
定
の
比
較
を
通
じ
て

各
時
代
の
特
質
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

。
本
稿
の
着
想
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
に
あ
る

。

比
較
を
試
み
よ
う
と
し
た
場
合
、
当
然
何
ら
か
の

「軸
」
を
設
け
る
必
要
が
あ
る

。
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
律
中
の
特
定
の
法
規

に
着
目
し
て
、
そ
れ
を
通
史
的
に
考
察
す
る
方
法
で
あ
る
。
い
ま
少
し
限
定
す
れ
ば
、
具
体
的
な
事
犯
を
取
り
上
げ
、
そ
の
処
罰
規
定

に
検
討
を
加
え
る
と
い
っ
た
手
法
が
考
え
ら
れ
よ
う

。
た
だ
し
、
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
犯
罪
を
選
ぶ

べ
き
か
と
い
う
点
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

。
社
会
状
況
の
違
い
に
よ
っ
て
比
較
が
困
難
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
も
の
も
一一め

一a
。
古
今
を
通
じ
て
、
罪
の
認
定

や
刑
の
軽
重
等
の
基
準
に
ズ
レ
の
少
な
い
犯
罪
を
選
択
す
る
の
が
肝
要
で
あ
ろ
う

。
本
稿
で
対
象
と
す
る
姦
淫
罪
は
、
そ
の
一
つ
で
あ



る
と
思
わ
れ
る

。

以
下
、
第
一
節
で
は
ま
ず
、
行
論
上
必
要
な
範
囲
に
限
つ
て
、
唐
律
に
お
け
る
当
該
犯
罪
の
刑
罰
規
定
に
っ
い
て
確
認
し
、
そ
の
上

で
明
清
律
と
の
相
違
点
を
指
摘
す
る

。
そ
し
て
、
か
か
る
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
第
二
節
以
下
で
は
、
『
二
年
律
令
』
を
主
た
る
材
料
と
し

な
が
ら
、
沈
家
本
・
程
樹
徳
に
よ
る
佚
文
収
集
の
成
果
を
活
用
し
っ
つ
、
漢
律
に
お
け
る
姦
淫
罪
の
処
罰
規
定
、
並
び
に
そ
の
魏
晋
期

以
降
の
変
遷
に
関
し
て
考
察
を
加
え
る
。
宋
代
以
降
の
法
制
史
に
暗
く
、
し
か
も

、
出
土
史
料
を
本
格
的
に
扱
う
の
は
初
め
て
で
あ
る

の
で
、
重
大
な
過
ち
を
犯
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

。
諸
先
達
の
叱
責
を
乞
う
次
第
で
あ
る

。

第

一
節

唐
律
以
降
の
処
罰
規
定

a

唐
律
の
場
合

唐
律
の
姦
淫
罪
処
罰
規
定
は
、
『
唐
律
疏
議
』

巻
二
十
六
・
雑
律
の
二
二
条
か
ら
二
八
条
に
見
え
る

。
こ
れ
ら
を
戴
炎
輝

（照
は

「普
通

規
定

」
と

「特
別
姦
罪

」
に
大
別
す
る

。
こ
の
内
、

「普
通
規
定

」
即
ち

一
般
規
定
に
当
た
る
の
が

、
「良
人
相
姦

」
（
雑
律
・
二
二
条
）

（
3
）

で
あ
っ
た
。
律
中
で
は

「凡
姦

」と
称
さ
れ
、
「特
別
姦
罪

」
に
対
す
る
処
罰
は
、
通
常
こ
れ
を
基
準
に
刑
の
加
減
が
な
さ
れ
た
。
中
で

も
、
無
夫
の
婦
女

（未
婚
女
性
）
と
の
和
姦
が
基
準
中
の
基
準
で
、
刑
は
徒

一
年
半

。
有
夫
婦
女
と
の
和
姦
、
お
よ
び
未
婚
女
性
を
強

姦
し
た
場
合
に
は

、
こ
れ
に

一
等
が
加
え
ら
れ
、
既
婚
女
性
の
強
姦
に
は
更
に
一
等
が
加
重
さ
れ
た
。

「特
別
姦
罪

」
を
戴
氏
は
以
下
の
六
種
に
分
類
す
る

。

①

良
賤
相
一 :一数
〔

雑
律
22
・
26
〕
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②

家
賤
男
姦
主
或
其
親
属
〔

雑
律
26
〕

③

親
属
相
姦
〔

雑
律
23
～
25
〕

〇
八

④

監
守
内
姦
〔

雑
律
28
〕

⑤

居
父
母
或
夫
喪
姦
〔

雑
律
28
〕

⑥

道
冠
姦
〔

雑
律
28
〕

①
は
、
身
分
が
異
な
る
者
同
士
の
姦
淫
罪
で
、
男
性
当
事
者
が
賤
民
で
あ
れ
ば
、
良
人
相
姦

（
凡
姦
）
に
加
等
さ
れ
、
逆
に
良
民
男
性

で
あ
る
と
減
刑
さ
れ
る

。
②
は
、
私
家
の
賤
男

（奴
・
部
曲
）
が
主
や
そ
の
親
属
と
姦
通
し
た
ケ
ー
ス
。
和
姦
の
場
合
、
相
手
が
主
と

（4
）

そ
の
妻
子
お
よ
び
期
親

（そ
の
妻
を
含
む
）
で
あ
る
時
は

「絞
」
に
処
さ
れ
、
大
功
以
下
總
麻
以
上
の
親

（
そ
の
妻
を
含
む
）
な
ら
ば
、

（
5
）

流
刑
に
当
て
ら
れ
た
。
③
は
、
三
条
に
分
け
て
規
定
さ
れ
る

。
唐
律
に
お
い
て
③
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
重
大
犯

罪
と
日
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
が

「十
悪

」
中
の

「内
乱

」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
窺
い
し
れ
請
）

。
な
お
、
そ
の
詳
細
に

つ
い
て
は
後
述
す
る

。次
の
④
は
、
監
守
の
役
人
が
部
内
の
良
民
婦
女
と
姦
し
た
場
合
の
処
罰
規
定
で
、
凡
姦
に

一
等
加
刑
さ
れ
た

。⑤

は
、
父
母
お

よ
び
夫
の
喪
服
期
間
中
に
子
・
妻
が
犯
し
た
姦
淫
罪
で
、
こ
れ
と
、
⑥
の
良
民
と
道
士
・
女
冠
・
僧
・
尼
と
の
姦
罪
に
は
、

凡
姦
に
二
等
が
加
重
さ
れ
た

。

以
上
の
姦
淫
罪
処
罰
規
定
で
は
、
和
姦
罪
と
強
姦
罪
と
に
分
け
て
、
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る

。
強
姦
は
、
和
姦
に

一
等
加
と
さ
れ
、
科

刑
の
対
象
は
男
性
に
限
ら
れ
た

。
一
方
、
和
姦
罪
は
、
触
法
者
の
首
従
を
分
か
た
ず
、
男
女
に
同
一
の
刑
が
科
さ
れ
た

。
た
だ
し
、
こ

れ
は
原
則
で
、
④
の

「監
守
内
姦

」
の
場
合
、
婦
女
は
凡
姦
を
以
て
論
じ
る
と
定
め
ら
れ
、
ま
た
、
⑤
⑥
で
も
、
私
通
相
手
は
凡
姦
扱



（
7
）

い
と
さ
れ
た

。
更
に
、
『
唐
律
疏
議
』

雑
律
の
二
六
条

「奴
姦
良
人

」
に
は

其
部
曲
及
奴
、
姦
主
及
主
之
期
親
若
期
親
之
妻
者
、
絞

。
婦
女
、
減
一
等
。

と
あ
る
か
ら
、
②
中
の

「主
及
主
之
期
親
若
期
親
之
妻

」
に
対
す
る
科
罰
も

「男
女
同
罰

」
原
則
の
例
外
で
あ
っ
通

。

二
三
～
二
五
条
に
見
え
る
③
の

「親
属
相
姦

」
に
っ
い
て
、
和
姦
罪
の
刑
罰
に
限
定
し
て
考
察
を
加
え
る
と

（以
下
付
図
参
照
）
、
二

三
条
の

「姦
總
麻
親
及
妻

」
は
、
總
麻
・
小
功
・
大
功
親
間

（そ
の
妻
を
含
む
）
の
姦
淫
罪
に
関
す
る
一
般
規
定
で
あ
る
。
刑
は
徒
三

年

。
本
条
で
注
日
す
べ
き
は
、
妻
の
前
夫
の
女
と
異
父
同
母
姉
妹
と
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る

。
後
者
は
小
功
親
（た
だ
し
義
服
）
で

（
9
）

あ
る
が
、
い
ず
れ
の
女
性
も
異
姓
に
他
な
ら
な
い

。
父
系
の
原
理
・
原
則
か
ら
い
え
ば
、
両
者
と
も
異
族
に
当
た
る

。
「特
殊
な
間
柄

」

（
l0
）

と
い
い
え
よ
う

。

続
く
二
四
条
の

「姦
従
祖
母
姑

」
と
二
五
条
の

「姦
父
祖
妾

」
で
は
、
具
体
的
な
親
属
の
名
称
を
挙
げ
て
刑
を
定
め
る

。
二
四
条
に

見
え
る
親
属
名
は
、
従
祖
祖
母
姑
・
従
祖
伯
叔
母
姑
・
従
父
姉
妹
・
従
母
・
兄
弟
の
妻
・
兄
弟
の
子
の
妻
で
、
こ
の
内
、
従
父
姉
妹
と

兄
弟
の
子
の
妻
が
大
功
親
、
他
は
小
功
親
に
属
す
（a

。
本
条
は

、
小
功
・
大
功
親
の
例
外
規
定
と
見
な
し
え
よ
う
。
科
さ
れ
る
刑
は
、
前

条
よ
り
も
重
い
流
二
千
里
で
あ
っ
た

。
次
の
二
五
条
に
は

「伯
叔
母
・
姑
・
娜
妹
・
子
孫
之
婦
・
兄
弟
之
女

」
と
あ
り
、
子
孫
の
婦
以

外
は
全
て
期
親
に
当
た
る

。
っ
ま
り
、
こ
の
条
の
対
象
は
、
傍
系
の
期
親
と
直
系
卑
親
の
妻

（子
孫
の
婦
）
で
あ
っ
た
と
換
言
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う

。
処
分
は

「絞
」
と
、
二
四
条
よ
り
も
更
に
重
い

。
な
ぉ
、
二
五
条
で
は
表
題
に
見
え
る

「父
祖
の
妾

」
と
の
私

通
も

「絞
」
と
定
め
る

。
た
だ
し
、
こ
れ
は
父
祖
の
子
を
産
ん
だ
妾
の
場
合
で
あ
っ
て
、
子
を
な
さ
な
い
妾
で
あ
れ
ば
、
本
条
の
刑
か

ら
一
等
が
減
じ
ら
れ
種

）

。
ま
た
、
「父
祖
所
幸
婢

」
と
の
姦
は
、
更
に

一
等
減
刑
さ
れ
m

）

。
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明
清
律
の
場
合

-
唐
律
と
の
比
較

1

唐
律
に
お
い
て
雑
律
の
一
部
で
あ
っ
た
姦
淫
罪
処
罰
規
定
は
、
明
清
律
に
な
る
と

、
刑
律
中
の

「犯
姦

」篇
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る

。

唐
律
の
七
条
を
分
割
・
統
合
し
た
上
で
改
題
し
、
且
つ
、
新
た
に

「縦
容
妻
妾
犯
姦

」
「誣
執
翁
姦

」
「官
吏
宿
娼

」
「買
良
為
娼

」
の
四

条
が
追
加
さ
．- :

:

-
-

-一一。ま
た
、
従
来
の
諸
条
中
に

、
「姦
生
男
女

」
「嫁
売
姦
婦

」
「非
姦
所
捕
獲
及
指
姦

」と
い
っ
た
姦
淫
罪
発
覚
後
の
規

定
を
付
加
す
る

。
更
に
関
連
す
る
条
項
と
し
て
、
刑
律
の
人
命
篇
に

「殺
死
姦
夫

」
条
も
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る

。

唐
律
と
明
律
と
の
異
同
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
際
、
有
益
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
薛
允
升
の
著
し
た

『
唐
明
律

合
編
』
で
あ
お
。
ま
た
、
清
律
の
理
解
に
当
た
っ
て
は
、
沈
之
奇
の
『
大
清
律
輯
註
』
が
大
い
に
参
考
に
な
話

。
以
下
、
本
項
で
は
、
こ

の
両
書
の
所
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
唐
律
と
明
清
律
の
相
違
点
を
確
認
す
る

。
な
お
、
指
摘
は
行
論
上
必
要
な
範
囲
に
限
定
す
る
こ
と
、

（
l7
）

再
度
断
つ
て
お
き
た
い

。

明
清
律
で
も
、

「良
人
相
姦

」は
「凡
姦

」と
称
さ
れ
た

。
こ
れ
が

一
般
規
定
で
あ
っ
た
点
は
、
唐
律
と
異
な
ら
な
い

。
し
か
し
、
そ

の
刑
罰
を
見
る
と
、
基
準
中
の
基
準
で
あ
っ
た
未
婚
女
性
と
の
和
姦
の
刑
は
、
「杖
八
十

」に
改
め
ら
れ
て
い
る

。
単
純
に
比
較
す
れ
ば
、

唐
律
の
徒

一
年
半
よ
り
も
四
等
減
じ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る

。
他
の
姦
淫
罪
に
関
し
て
も
、
加
減
さ
れ
る
刑
の
等
数
は
唐
律
の
そ
れ
と
同

じ
で
あ
っ
た
們
）

、
基
準
と
な
る
刑
罰
が
軽
減
さ
れ
た
た
め
、
実
質
的
に
は
減
刑
さ
れ
た
の
と
等
し
ぃ
。
か
か
る
唐
律
の
軽
罰
化
は
、
小

竹
文
夫
氏
が

「全
体
と
し
て
明
律
の
処
分
が
軽
く
な
っ
て
い
る

」
と
概
括
さ
れ
る
と
お
g
、
明
律
、
そ
し
て
そ
れ
を
継
承
し
た
清
律
の

全
体
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。

た
だ
し
、
例
外
も
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
が
強
姦
罪
で
あ
っ
た

。
明
清
律
で
は
、
唐
律
に
な
か
っ
た

「已
成

」
（既
遂
）
と

「未
成

」



（未
遂
）
の
区
別
が
設
け
ら
れ
た

。
そ
し
て
、
良
人
相
姦
の
刑
を
定
め
た
明
律
の

「犯
姦

」
条
に

強
姦
者
、
絞

。
未
成
者
、
杖
一
百
・
流
三
千
里
。

と
あ
る
如
く
、
既
遂
は
原
則
「絞
」で
、
未
遂
の
場
合
は
一
等
が
減
じ
ら

．
-
:一一（

一一。唐
律
に
比
べ
る
と
、
明
清
律
の
処
罰
は
頗
る
重
い

。
前

者
で
は
和
姦
の
罪
と

一
等
し
か
違
わ
ず
、
し
か
も
和
姦
の
刑
に
従
つ
て
、
そ
の
処
分
は
大
き
く
変
動
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
場

合
は
、
基
本
的
に
は
処
死
に
刑
罰
が
固
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

強
姦
罪
以
外
で
は

「家
賤
男
姦
主
或
其
親
属

」
に
も
相
違
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
前
項
で
確
認
し
た
よ
う
に

、
唐
律
で
は
、
主
と
そ

の
妻
子
お
よ
び
期
親

（そ
の
妻
を
含
む
）
と
の
私
通
は

「絞
」に
処
さ
れ
、
大
功
以
下
總
麻
以
上
の
親

（そ
の
妻
を
含
む
）
な
ら
ば
、
流

刑
に
当
て
ら
れ
た
。
以
上
に
相
当
す
る
明
清
律
の
処
罰
規
定
は
、
「奴
及
雇
工
人
姦
家
長
妻

」
条
に
見
え
る

。

凡
奴
及
雇
工
人
姦
家
長
妻
・
女
者
、
各
斬

［決
］
。
若
姦
家
長
之
期
親
若
期
親
之
妻
者
、
絞

［監
候
］
、
婦
女
減
一
等

。
若
姦
家
長

之
總
麻
以
上
親
及
總
麻
以
上
之
妻
者
、
各
杖
一
百
流
・
流
二
千
里
。
強
者
、
斬

［監
候
］
。
（
以
上
は
清
律
か
ら
引
用
）

家
長
の
期
親
と
總
麻
以
上
の
親

（
と
も
に
そ
の
妻
を
含
む
）
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「絞
」
「杖
一
百
流
・
流
二
千
里

」が
科
さ
れ
た
。

い
ず
れ
も
唐
律
の
刑
罰
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
明
清
律
で
は
姦
淫
罪
の
処
分
を
軽
減
す
る
方
向
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
刑
の
据
え
置

き
は
当
該
犯
罪
を
厳
し
く
処
断
し
よ
う
と
す
る
立
法
意
図
の
表
れ
と
理
解
で
き
る

。
更
に
注
日
す
べ
き
は
、
家
長
の
妻
女
に
対
す
る
刑

罰
規
定
が
独
立
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る

。
そ
の
刑
は

「斬
決

」
と
極
め
て
重
い

。
し
か
も
、
婦
女

一
等
減
の
適
用
範
囲
外
と

な
さ
れ
て
い
る
。
妻
女
の
処
分
は
、
唐
律
に
比
べ
る
と

、
二
重
に
加
重
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

家
賎
男
と
の
不
義
だ
け
で
は
な
い

。
親
属
相
姦
の
罰
則
規
定
も
厳
罰
を
極
め
る

。
唐
律
で
は
三
条
に
分
け
ら
れ
て
い
た
が
、
明
清
律

秦
漢
姦
淫
罪
雑
考
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で
は

「親
属
相
姦
」
と
い
う
表
題
の
一
条
に
ま
と
め
ら
れ
る

。
し
か
し
、
①
總
麻
・
小
功
・
大
功
親
間
の
姦
淫
罪
に
関
す
る

一
般
規
定
、

②
小
功
・
大
功
親
の
例
外
規
定
、
③
期
親
お
よ
び
直
系
卑
親
の
妻
に
関
す
る
規
定

1
五
服
の
制
を
根
幹
と
す
る
三
段
階
の
処
罰
規
定

は
そ
の
ま
ま
堅
持
さ
れ
た

。
し
か
も
、
そ
こ
に
は

「同
宗
無
服
之
親
及
無
服
親
之
妻

」と
姦
し
た
場
合
の
規
定
が
追
加
さ
れ
て
い
る

。
刑

は

「杖
一
百

」。
こ
れ
は
凡
姦
よ
り
も
二
等
重
い

。
そ
し
て
、
従
来
の
三
規
定
に
関
し
て
も
、
①
は

「杖
一
百
・
徒
三
年

」
と
唐
律
の
刑

罰
が
維
持
さ
れ
、
②
③
は

「流
二
千
里

」
「絞
」
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

「絞
［
監
候
］
」
「斬
［監
候
］
」
へ
と
刑
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
B
。

薛
允
升
が

『
唐
明
律
合
編
』一
巻
一
=
ハ
・
「親
属
相
姦

」
条
の
按
語
で

明
律
改
流
爲
絞
、
改
絞
爲
斬
、
總
係
求
勝
於
唐
律
之
意
。

と
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
ろ
う

。五
服
に
基
づ
い
た
親
属
秩
序
の
遵
守
を
、
明
清
人
が
唐
人
以
上
に
求
め
た
結
果
で
あ
る
に
違
い
な
い

。

唐
律
以
降
の
趨
勢
に
っ
い
て
、
桑
原
一幅
蔵
は

「内
乱
防
範
の
法
禁
は
、
唐
律
よ
り
清
律
に
か
け
て
、
儼
然
維
持
さ
れ
て
居
た
。
否
唐
よ

（2
）

り
明
、
明
よ
り
清
と
、
代
一
代
寧
ろ
緊
厳
を
加
へ
て
来
た

」と
概
括
す
る

。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う

。
先
の
「家
賤
男
姦
主
或
其
親
属

」に

関
す
る
考
察
を
も
あ
わ
せ
れ
ば
、
親
属
に
関
わ
る
姦
淫
罪
の
処
罰
は
、
唐
代
以
降
、
厳
し
さ
を
増
す
傾
向
に
あ
っ
た
と
総
括
し
え
る
の

で
あ
る

。
c

強
姦
罪
の
刑
罰

（
2:-
）

張
中
秋
氏
は
、
強
姦
罪
の
刑
罰
が
原
則

「絞
」
に
変
更
さ
れ
た
時
期
を
元
代
と
す
る

。
『元
史
』

巻
一
〇
四
・
刑
法
志
三
・
「姦
非

」
に

強
姦
有
夫
婦
人
者
死
、
無
夫
者
杖

一
百
七
、
未
成
者
減
一
等
、
婦
人
不
坐
。



已
秦 前
漢 條
姦 制淫
罪 施
雑 行
考 °

0
L_

と
あ
り
、
氏
は
こ
れ
を
論
拠
と
さ
れ
る
が
、
か
く
の
如
き
理
解
は
正
し
く
な
い

。
以
下
、
本
項
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
を

加
え
た
い

。

『
元
史
』

と
同
じ
規
定
は
、
『
元
典
章
』

中
に
も
確
認
で
き
る

。
例
え
ば
、
巻
四
五
・
刑
部
七
・
諸
奸
・
強
奸
・
「強
奸
無
夫
婦
人

」
条

に
次
の
よ
う
に
見
え
る

。

雷
例
、
強
奸
者
、
絞
。
無
夫
者
減
一
等

。

周
知
の
如
く
、
「旧
例

」と
し
て
示
さ
れ
る
刑
法
は
金
の
泰
和
律
を
指
す

。
よ
っ
て
、
七
野
敏
光
氏
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

、
金
代
に
お

い
て
既
に
強
姦
の
処
罰
は

「絞
」
と
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
酒

。
た
だ
し
、
「無
夫

」
（未
婚
婦
女
）
の
一
等
減
は
、
明
清
律
に
は
見

（一一一）

え
な
い
規
定
で
あ
る

。

仁
井
田
陞
氏
は
、
泰
和
律
が

「姦
淫

（
強
姦
）
罪
を
唐
律
よ
り
重
科
と
し
て
扱
う

」
理
由
に
っ
い
て
、
「女
真
的
固
有
法
意
識
の
反
映

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い

」
と
推
論
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
正
し
く
な
（
W
）

。
『
旧
五
代
史
』

巻
一
四
七
・
刑
法
志
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る

。

［周
太
祖
廣
順
］
二
年
（
九
五
二
）二
月
、
-
:
・
、
乃
下
詔
日

「-
-
。
應
有
夫
婦
人
被
強
姦
者
、
男
子
決
殺
、
婦
人
不
坐
。
其
犯
和

姦
者
、
並
准
律
科
斷
、
罪
不
至
死
。
-
-
。」
先
是
、
［後
］
晉
天
福
中
效
、
凡
和
姦
者
、
男
子
・
婦
人
並
處
極
法

。
至
是
始
改
從

律
文
焉
。

右
に
は

「晋
天
福
中

」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
書
巻
一
一
〇
・
周
書
一
・
太
祖
紀

一
に
は

廣
順
元
年
（
九
五
一
）春
正
月
丁
卯
、
-
-
、
制
日

「-
-
。
今
後
應
犯
竊
盜
賊
贓
及
和
姦
者
、
並
依
［後
］
晉
天
福
元
年
（
九
三
六
）
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一
四

と
見
え
る

。
天
福
元
年
は
後
晋
の
高
祖
・
石
敬
塘
が
即
位
し
た
年
で
あ
る
か
ら
、
同
王
朝
の
成
立
と
同
時
に
和
姦
・
強
姦
と
も
に
処
死

と
刑
法
が
改
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
そ
し
て
、
後
周
が
創
業
さ
れ
た
広
順
元
年
に

、
和
姦
の
処
罰
の
み
唐
律
の
規
定
に
戻
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た

。

（2
）

宮
崎
市
定
氏
が
概
括
さ
れ
る
よ
う
に

、
唐
末
か
ら
五
代
の
混
乱
期
に
お
い
て
、
「容
赦
な
い
重
罰

」が
勅
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
姦

淫
罪
の
厳
罰
化
を
命
じ
た
後
晋
の
天
福
勅
も
、
こ
の
一
例
で
あ
ろ
う

。
後
周
の
時
、
か
か
る
峻
法
は
緩
和
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
和
一一一一一一の

刑
だ
け
で
あ
っ
て
、
強
姦
罪
を
処
死
と
す
る
法
規
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
を
北
宋
は
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る

。

『
宋
刑
統
』

巻
二
六
・
雑
律
・
諸
色
犯
姦
に
は
、
唐
律
の
姦
淫
罪
処
罰
規
定
に
続
い
て

マ
マ

准

［後
］
周
廣
順
三
年
二
月
三
日
效
節
文
、
「應
有
夫
婦
人
被
強
姦
者
、
男
子
決
殺
、
婦
人
不
坐
罪
。
其
犯
和
姦
及
諸
色
犯
姦
、
並

准
律
處
分
。」

（
8
）

と
、
前
掲
の
後
周
広
順
二
年
勅
が
引
用
さ
れ
て
い
る

。
右
の
傍
照
法
に
従
つ
て
、
強
姦
罪
は
「男
子
決
殺

」と
量
刑
さ
れ
た
に
違
い
な
い

。

た
だ
し
、
こ
の

「男
子
決
殺

」
は
法
定
刑
で
あ
っ
て
、
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』

巻
三
五
九
に

［神
宗
元
豐
八
年
（
一
〇
八
五
）］
九
月
乙
未
、
三
省
・
樞
密
院
言

「該
配
、
合
從
開
封
府
及
軍
馬
司
斷
造
者
、
並
依
法
配
行

。
無
軍

名
者
、
五
百
里
以
上
、
並
配
牢
城
鄰
州
、
本
州
並
配
本
城

。
強
盜
、
或
三
犯
竊
盜
、
因
盗
配
軍
後
再
犯
罪
、
若
謀
殺
并
以
刃
故
傷

人
、
放
火
・
強
姦
、
或
人
力
姦
主
已
成
、
造
蓄
盛
毒
及
教
令
人
、
并
傳
習
妖
教
、
故
沈
有
人
居
止
舟
船
、
拒
捕
、
已
上
於
法
合
配

者
、
并
諸
軍
犯
階
級
及
逃
亡
應
配
千
里
以
上
、
並
依
法
配
行

。
-
-
。」
從
之
。

と
あ
る
か
ら

、
執
行
刑
は

「配
軍

」
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

。
ま
た
、
『
麼
元
条
法
事
類
』

巻
第
八
〇
・
雑
門
・
諸
色
犯
姦
・
勅
・
雑



勅
に

諸
強
姦
者

（
女
十
歳
以
下
、
雖
和
亦
同

。）
、
流
三
千
里
、
配
遠
悪
州
。
未
成
、
配
五
百
里
。

と
あ
り
、
法
定
刑
も
や
が
て
処
死
か
ら
一
等
が
減
じ
ら
れ
て
、
「流
三
千
里

」
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
礎
）

。

か
か
る
改
定
が
宋
朝
の
い
つ
の
時
点
で
行
わ
れ
た
の
か
は
、
詳
ら
か
に
し
え
な
い

。
そ
も
そ
も
、
同
王
朝
に
お
い
て
強
姦
犯
が
ど
の

よ
う
に
処
分
さ
れ
た
の
か
、
今
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る

。
日
下
の
と
こ
ろ

、
詳
細
は
不
明
と
す
る
他
な
い
の
だ
が
、
少
な

く
と
も
如
上
の
考
察
か
ら
、
当
該
期
に
お
け
る
強
姦
の
処
罰
は
唐
律
の
よ
う
な
和
姦
に

一
等
を
加
重
す
る
変
動
型
の
刑
罰
で
は
な
か
っ

た
、
と
論
断
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

。
和
姦
罪
と
は
連
動
し
な
い
固
定
型
の
、
し
か
も
、
和
姦
の
刑
よ
り
も
は
る
か
に
重
い

厳
酷
な
刑
罰
を
科
す
強
姦
処
罰
の
あ
り
方
は
、
唐
朝
滅
亡
後
の
常
制
で
あ
り
、
明
清
律
の
規
定
は
こ
う
し
た
五
代
以
降
の
変
遷
を
集
大

成
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

．

第
二
節

秦
漢
の
処
罰
規
定

（
1
）

I
「凡
姦

」
を
中
心
に

1

本
稿
の
主
題
で
あ
る
秦
漢
時
代
の
姦
淫
罪
処
罰
規
定
に
つ
い
て
話
題
を
転
じ
よ
う

。「は
じ
め
に

」で
断
つ
た
よ
う
に

、
出
土
し
た
『
二

年
律
令
』

を
主
な
検
討
材
料
と
し
な
が
ら
、
且
つ
、
沈
家
本

『
漢
律

:

擴
過
』

と
程
樹
徳

『
九
朝
律
考
』

の
成
果
を
活
用
し
っ
っ
、
考
察

を
進
め
て
い
く

。
『
二
年
律
令
』
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
』

（文
物
出
版
社

二
〇
〇
一
）
の
整
理
に
従
つ
て
律
名

を
示
し
、
簡
番
号
と
釈
文
の
頁
数
を
掲
げ
た

。
ま
た
、
睡
虎
地
秦
簡
は
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』

（
文
物
出
版
社

一
九
九
〇
）に
よ
っ
た

。

な
ぉ
、
必
要
な
場
合
以
外
は
簡
の
区
切
れ
を
明
示
し
な
い

。

楽
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
一
五
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一
一
六

a

和
姦
罪

二
年
律
令
・
一標
律

（一
九
二
簡
・
一
五
九
頁
）
に
は

諸
與
人
妻
和
奸
、
及
其
所
與
、
皆
完
爲
城
旦
春

。
其
吏
也
、
以
強
奸
論
之

。

と
、
人
妻
と
の
和
姦
に
つ
い
て
定
め
る

。
女
性
が
未
婚
で
あ
っ
た
場
合
の
規
定
は
、
出
土
し
た

『
二
年
律
令
』
の
中
に
見
出
せ
な
い
が
、

同
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
た
『
奏
識
（部
』
の
案
例
二
一

I
亡
夫
の
葬
儀
期
間
中
に
・一一一一一一一一f:一一一一が
犯
し
た
密
通
事
件
に
関
す
る
裁
判
記

（
銅

1
に

は
、
冒
頭
に
以
下
の
如
く
あ
る

（一
八
〇
～
一
八
三
簡
・
二
二
七
頁
）
。

故
律
日
、（a

）死夫
（?
）
以
男
爲
後

。
毋
男
以
父
母
、
毋
父
母
以
妻
、
毋
妻
以
子
女
爲
後

。
律
日
、（b

）諸有
縣
官
事
、
而
父
母
若

妻
死
者
、
歸
寧
卅
日

。
大
父
母
・
同
産
、
十
五
日

。（c
）努
（傲
）
悍
、
完
爲
城
旦
春
、
鐵
一顯
其
足
、
輸
巴
縣
鹽

。（d
）教人
不
孝
、

次
不
孝
之
律
。
不
孝
者
棄
市
。
棄
市
之
次
、
難
爲
城
旦
春

。（e
）當錬
公
士
・
公
士
妻
以
上
、
完
之

。（f
）奸者
、
耐
爲
隸
臣
妾
。
捕

奸
者
必
案
之
校
上
。
〔

後
略
〕

本
案
例
に
は
紀
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
正
確
な
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
（一一）。し
か
し
、
右
に
見
え
る（a
）～（f
）の六
つ

（33
）

の
律
文
の
内
、（a

）（b
）（d
）（e
）の四
条
は
『
二
年
律
令
』
中
に
該
当
す
る
条
文
が
確
認
さ
れ
る

。（c
）（f
）は見
当
た
ら
な
い
が
、
後
者
の
後

半
部
分

「捕
奸
者
必
案
之
校
上

」
は
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に

、
和
姦
犯
を
検
挙
す
る
際
の
必
須
要
件
を
示
し
た
も
の
で
、
当
規
定
は

秦
代
に
設
け
ら
れ
、
そ
れ
が
漢
代
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も（f
）は、
出
土
し
た
簡
願
中
に
見
え
な
い
だ

け
で
、
こ
れ
と
同
内
容
の
条
文
が（a

）（b
）（d
）（e
）の四
条
と
同
じ
く
本
来
の
二
年
律
令
中
に
は
含
ま
れ
て
い
た
と
見
な
し
え
る
の
で
あ

る

。
お
そ
ら
く
、
こ
の（f
）中に
見
え
る

「奸
者
、
耐
為
識
臣
妾

」こ
そ
が
、
当
該
律
の
段
階
に
お
け
る
未
婚
婦
女
と
の
和
姦
に
関
す
る



刑
一割
規
定
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い

。

か
か
る
想
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば

、
漢
初
の
律
で
も
女
性
の
有
夫
・
無
夫
に
よ
っ
て
和
姦
罪
の
刑
に
差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る

。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
刑
罰
は
、
未
婚
で
あ
れ
ば

「耐
為
隷
臣
妾
」、
既
婚
は

「完
為
城
旦
春

」で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る

。

ま
た
、
一
九
二
簡
に
は

「皆
完
為
城
旦
春

」と
あ
る

。
和
姦
罪
の
処
分
は
男
女
同
罰
が
原
則
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

。
刑
名
を
除
く
と
、
以

上
の
点
は
唐
律
以
降
の
規
定
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る

。

一
九
二
簡
と
全
く
同
一
の
条
文
を
敦
煌
懸
泉
置
漢
簡
の
中
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
『
敦
煌
懸
泉
漢
簡
釈
粋
』

（
上
海
古
籍
出

版
社

二
〇
〇
一
）
の
九
頁
に
見
え
る
次
の
簡
が
そ
れ
で
あ
る

。

●
諸
與
人
妻
和
奸
、
及
所
與
口
爲
通
者
、
皆
完
爲
城
旦
春

。
其
吏
也
、
以
疆

（強
）
奸
論
之
。
其
夫
居
官
〔

以
下
断
欠
〕

（n
0
l
l
2

③
:

8

）

同
書
の

「凡
例

」
に
よ
る
と
、．
簡
番
号
の

「n
」
は
発
掘
さ
れ
た
場
所
、
「②
」
は
そ
の
地
層
を
表
し
て
い
る

。
同
所
・
同
層
か
ら
出
土

し
た
簡
の
内
、
紀
年
を
有
す
る
も
の
は
二
五
枚
で
、
n
0
3
l
4

（一2
）一 :

3
0
2

に
見
え
る

「五
鳳
二
年

」
（
宣
帝
後
期
）
が
最
も
古
く
、
下
限
は

n
0
l
l
4

〇
:

2
9
4

の

「元
始
五
年
四
月
丁
未

」
（平
帝
末
年
）
で
あ
る

。
元
帝
と
成
帝
期
の
も
の
が
最
も
多
く
、
前
者
は
八
簡
、
後
者
は

一
二
簡
と
な
る

。
出
土
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
右
は
前
漢
晩
期
に
施
行
さ
れ
て
い
た
律
の
佚
文
と
想
定
さ
れ
る
。
既
婚
女
性
と
の
和
姦

に
関
す
る
二
年
律
令
の
規
定
は
、
少
な
く
と
も
前
漢
時
代
を
通
じ
て

-
っ
ま
り
、
文
帝
一
三
年
の
刑
制
改
革
以
後
も

1
変
更
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
見
な
し
え
る
の
で
あ
る

。

文
献
史
料
に
目
を
転
じ
る
と
、
『
漢
書
』

巻
一
六
・
高
惠
一一一同
后
文
功
臣
表
・
土
軍
式
侯
宣
義
の
項
に

秦
澳
姦
淫
罪
雑
考

一
一
七



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
一
八

建
元
六
年
（
前

一
三
五
）
、
候
生
嗣
、
八
年
、
元
朔
二
年
（前
一
二
七
）
、
坐
與
人
妻
姦
、
免
。

と
あ
り
、
ま
た
、
『
太
平
御
覧
』

巻
二
〇
一
・
封
建
部
四
・
誅
貶
に
引
く

『
束
観
漢
記
』

に

利
取
候
畢
尋
玄
孫
守
姦
人
妻
、
國
除

。

'

と
見
え
る

。
沈
家
本
は

『
漢
律

:

描

一遭
』

巻
八
・
雑
律
・
「与
人
妻
姦

」
の
項

（以
下
同
書
同
巻
同
条
の
場
合
は
項
名
の
み
掲
示
）
で
前
者

を
引
き
、
程
樹
徳
は

『
九
朝
律
考
』

巻
一
・
漢
律
考
四
・
律
令
雑
考
・
「和
姦

」
項

（本
書
に
っ
い
て
も
以
下
項
名
の
み
掲
示
）
に
お
い

て
両
例
を
引
用
す
る

。
人
妻
、
即
ち
既
婚
女
性
と
の
和
姦
の
事
例
に
他
な
ら
な
い

。

沈
家
本
は

「与
人
妻
姦

」
の
項
で
、
右
の
他
に

『
漢
書
』

か
ら
次
の
記
載
を
引
く

（
巻
一
七
・
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
・
岸
頭
候
張

次
公
の
項
）
。

以
都
尉
從
車
騎
將
軍
準
匈
奴
候
、
從
大
將
軍
、
益
封
、
凡
二
千
戸
。
五
月
己
已
封
、
五
年
、
元
狩
元
年
（
前
一
二
二
）
、
坐
與
淮
南

王
女
陵
姦
、
受
財
物
、
免
。

そ
し
て
、
以
上
の
両
事
例
を
掲
げ
た
上
で
、
沈
は

按
、
［『
周
禮
』
］
秋
官
司
刑
引
『
尚
書
大
傳
』

「男
女
不
以
義
交
者
、
其
刑
宮

。」古
者
、
姦
罪
甚
重
、
此
二
者
、
僅
止
免
候

。
蓋
輕

於
古
矣
。
稱
淮
南
王
女
、
似
是
無
夫
者
、
而

［岸
頭
侯
張
次
公
］
與
土
軍

［侯
宣
生
］
之
罪
同
、
是
漢
時
不
分
有
夫
・
無
夫
矣
。

と
論
じ
る
。
「漢
の
時
、
有
夫
・
無
夫
を
分
か
た
ず

」と
い
う
論
断
は
、
本
項
如
上
の
考
察
に
基
づ
い
て
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

『
二
年
律
令
』
等
の
存
在
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
致
し
方
な
し
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う

。
た
だ
し
、
右
の
按
語
に
お
け
る
問
題

点
は
、こ
の
結
論
部
分
だ
け
に
止
ま
ら
な
い

。そ
れ
を
導
き
出
す
に
当
た
っ
て
前
提
と
な
さ
れ
て
い
る
諸
点
も
疑
わ
し
い

。「淮
南
王
女

」



と
い
う
表
現
か
ら
当
該
王
女
を

「無
夫

」
と
推
定
す
る
の
は
些
か
無
理
が
あ
ろ
う

。
ま
た
、
宣
生
・
張
次
公
に
科
さ
れ
た
刑
罰
が

「免

侯

」
で
あ
っ
た
と
す
る
点
に
も
従
い
か
ね
る

。

沈
家
本
は
、
『
史
記
』

『
漢
書
』

の
諸
表
中
に
見
え
る

「免
侯

」を
、
諸
候
に
対
す
る
処
罰

1
正
確
に
言
え
ば
、
本
来
科
さ
れ
る
べ

き
刑
罰
が
侯
位
の
剥
奪
に
よ
っ
て
免
除
さ
れ
た

-
の
一
つ
と
見
な
す

。そ
し
て
、
か
か
る
理
解
に
基
づ
い
て
表
中
に
記
載
さ
れ
る
犯

罪
の
罪
名
や
刑
の
軽
重
等
に
っ
い
て
判
断
を
下
し
て
い
る

。
例
え
ば
、
「吏
姦
部
民
妻

」
の
項
で
、
『
漢
書
』

高
惠
高
后
文
功
臣
表
・
成

敬
候
董
一深
の
項
の

元
光
三
年
（
前
一
三
二
）
、
侯
朝
嗣
、
十
二
年
、
元
狩
三
年
（
前
一
二
〇
）
、
坐
爲
濟
南
太
守
與
城
陽
王
女
通
、
耐
爲
鬼
薪

。

を
掲
げ
、
そ
の
按
語
に
お
い
て

姦
人

差
別

二
事
、
僅
此
免
候
、
而
成
嗣
候
爲
鬼
薪
者
、
殆
城
陽
歸
濟
南
所
監
、
故
罪
較
重
一一照
。

と
述
べ
る

。
「姦
人
妻
前
二
事

」
と
は
先
の
宣
生
・
張
次
公
の
事
例
を
指
す

。
こ
の
両
名
が

「免
侯

」
で
あ
っ
た
の
に
董
朝
に
は
実
刑
が

科
さ
れ
て
い
る
か
ら
罪
が
重
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
こ
れ
を

「与
人
妻
姦

」で
は
な
く
、
「吏
姦
部
民
妻

」の
項
に
分
類
す
る
の

で
あ
る
。

沈
家
本
は
こ
の
按
語
で

「城
陽
帰
済
南
所
監

」
と
論
じ
る

。
即
ち
、
城
陽
国
が
済
南
郡
の
監
守
下
に
あ
っ
た
と
す
る
の
だ
が

、
両
地

の
地
理
的
な
位
置
関
係
を
確
認
す
る
と
、
前
者
は
後
者
の
北
に
あ
り
、
そ
の
間
に
は
泰
山
郡
の
領
域
が
横
た
わ
っ
て
い
る

。っ
ま
り
、
城

陽
国
と
済
南
郡
は
境
域
を
接
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

。
沈
の
所
論
を
す
ぐ
さ
ま
支
持
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

。
ま
た
、

「耐
為
鬼
薪

」

と
実
刑
名
が
記
さ
れ
て
い
る
点
に
沈
は
着
目
す
る
の
だ
が
、
『
漢
書
』

成
敬
侯
重
渫
の
項
に
は
、
董
朝
の
記
載
の
後
段
に

秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
一
九



楽
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
二
〇

元
康
四
年
（
前
六
二
）
、
渫
玄
孫
平
陵
公
乘
識
詔
復
家

。

と
あ
る

。
「免
候

」
と
な
い
だ
け
で
、
実
際
は
重
朝
も
侯
位
を
剥
奪
さ
れ
た
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

爵
位
と
刑
の
減
免
と
の
関
係
に
っ
い
て
、
沈
家
本
は
誤
解
を
犯
し
て
い
る

。
富
谷
（郵

・
宮
宅

（確
の
両
氏
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
秦

漢
時
代
に
お
い
て
は
削
露
・
奪
一時
に
よ
っ
て
自
動
的
に
全
て
の
刑
罰
が
免
除
さ
れ
た
の
で
は
な
い

。
ま
た
、
布
目
潮
、楓
氏
は

「『
漢
書
』

の
列
候
表
を
見
て
、
死
刑
以
下
の
「完
城
旦
春

」
「鬼
薪

」
「司
冦

」
「隷
臣

」の
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
た
者
が
散
見
す
る
が
、
こ
れ
は
死
刑

の
数
に
比
し
て
極
め
て
少
な
く
、
死
刑
以
下
の
刑
罰
は
、
『
漢
書
』
は
多
く
の
場
合
に
記
載
を
省
略
し
て
、
単
に

「免
」
と
行
政
上
の
処

（
36
）

分
の
み
記
し
た
の
で
あ
ろ
う

」と
指
摘
す
る

。
列
侯
表
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
書
す
べ
き
必
須
事
項
は
侯
位
の
有
無
で
あ
っ
て
、

記
述
に
当
た
っ
て
は
削
爵
や
奪
爵
と
い
っ
た
爵
位
に
関
わ
る
処
分
に
力
点
が
置
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
時
に
科
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

刑
罰
に
関
し
て
記
入
の
遺
漏
が
存
在
す
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う

。
宣
生
・
張
次
公
の
事
例
で
は
実
刑
名
が
省
か
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い

。
「国
除

」
と
あ
る
畢
守
の
記
載

（
前
掲
の
『
太
平
御
覧
』

所
引

『
束
観
漢
記
』
）
も
同
じ
で
あ
ろ
う

。
ま
た
、
重
朝
に

対
す
る
科
刑
が
こ
れ
ら
よ
り
も
重
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

。
重
朝
に
関
す
る
記
述
を
、
程
樹
徳
は

「和
姦

」
の
項
に
引

く
が
、
こ
れ
こ
そ
が
正
し
い
分
類
で
あ
ろ
う

。
以
上
掲
げ
た
文
献
史
料
中
の
諸
例
は
、
全
て
唐
律
に
お
け
る

「凡
姦

」
の
和
姦
罪
に
相

（
3
）

当
す
る
と
私
は
考
え
る
。

た
だ
し
、
右
の
結
論
が
正
し
い
と
す
る
と
、
こ
こ
か
ら
新
た
な
間
題
が
生
じ
て
く
る

。
上
述
し
た
よ
う
に

、
二
年
律
令
の
規
定
で
は
、

未
婚
女
性
と
の
和
姦
は

「耐
為
隷
臣
妾
」、
既
婚
な
ら
ば

「完
為
城
旦
春

」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
と
こ
ろ
が
、
一重
朝
が
科
さ
れ
た

刑
罰
は

「耐
為
鬼
薪

」で
あ
っ
た
と

『
漢
書
』
に
は
記
さ
れ
て
い
（
和
）

。
こ
の
刑
名
の
不
一
致
を
ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
解
釈
す
べ
き
か

。



か
か
る
疑
問
に
対
す
る
解
答
は
後
の
項
で
示
す
こ
と
に
し
て
、こ
こ
で
は
最
後
に
以
下
の
点
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
ぉ
き
た
い
c

浜

口
重
国

（

」
Ee
お
よ
び
富
谷

（
用
に
よ
れ
ば

、
隷
臣
妾
の
刑
名
は
前
漢
武
帝
期
を
境
に
文
献
史
料
の
上
か
ら
姿
を
消
す

。
文
帝
一
三
年
の
刑
制

改
革
に
よ
っ
て
隷
臣
妾
と
鬼
薪
白
粲
は
と
も
に
三
年
を
刑
期
と
す
る
労
役
刑
と
な
っ
た

。
そ
の
た
め
、
や
が
て
前
者
は
廃
止
さ
れ
、
三

歳
刑
は
後
者
に

一
本
化
さ
れ
た
と
両
氏
は
想
定
す
る

。
富
谷
氏
に
よ
る
と
、
元
狩
五
年
（前
一
一
八
）の
紀
年
を
有
す
る

『
漢
書
』

巻
一

六
・
高
惠
高
后
文
功
臣
表
の
記
載
が
、
隷
臣
妾
の
存
在
を
確
認
で
き
る
最
後
の
事
例
で
あ
る
か
ら
、
董
朝
へ
の
科
刑
が
な
さ
れ
た
元
狩

三
年
の
段
階
で
は
、
ま
だ
同
刑
は
廃
さ
れ
て
い
な
い

。
し
か
し
、
こ
の
後
、
当
該
刑
名
の
消
滅
に
伴
つ
て
、
未
婚
婦
女
と
の
和
姦
に
対

す
る
刑
罰
は
、
二
年
律
令
が
定
め
る

「耐
為
隷
臣
妾

」
か
ら

「耐
為
鬼
薪
白
粲

」
に
切
り
替
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
断
さ
れ
る

。

b

強
姦
罪

二
年
律
令
・
一標
律

（
一
九
三
簡
・
一
五
九
頁
）
に
は

強
與
人
奸
者
、
府

（
腐
）
以
爲
宮
識
臣

。

と
あ
り
、
強
姦
罪
の
刑
罰
は

「腐
為
宮
隷
臣

」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

。
刑
名
か
ら
推
測
す
る
と
、
肉
刑
で
あ
る

「腐
」
（
宮
刑
）
を

施
し
た
上
で
、
「宮
隷
臣

」
の
労
役
に
当
て
た
と
考
え
ら
れ
る

。
ま
た
、
「腐
為
宮
隷
臣

」
と

「妾
」
字
を
欠
く
の
は
、
唐
律
以
降
の
規

定
と
同
様
、
男
性
の
み
が
科
刑
の
対
象
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う

。
機
律

（一
九
〇
簡
・
一
五
八
頁
）
に

奴
取

（
要
）
主
・
主
之
母
及
主
妻
・
子
、
以
爲
妻
、
若
與
奸
、
棄
市
、
而
耐
其
女
子
以
爲
識
妾
。
其
強
與
奸
、
除
所
強
。

と
見
え
、
同
じ
く
一標
律

（一
九
一
簡
・
一
五
八
頁
）
に
も

棄
漢
姦
淫
罪
雑
考



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
二
二

同
産
相
與
奸
、
若
取

（
娶
）
以
爲
妻
、
及
所
取

（
娶
）
、
皆
棄
市

。
其
強
與
奸
、
除
所
強
。

と
あ
る
か
ら
、
「所
強

」
即
ち
被
害
女
性
が
科
罰
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
（
-

）

。

こ
こ
で
、
前
項
所
掲
の
一標
律

（一
九
二
簡
）
と
敦
煌
懸
泉
置
漢
簡

（n
0
l
l
2

〇
:

8

）
を
再
度
引
用
す
る
と

諸
與
人
要
和
奸
、
及
其
所
與
、
皆
完
爲
城
旦
春

。
其
吏
也
、
以
強
奸
論
之

。

●
諸
與
人
妻
和
奸
、
及
所
與
口
爲
通
者
、
皆
完
爲
城
旦
春

。
其
吏
也
、
以
題

（強
）
奸
論
之
。
〔

後
略
〕

傍
点
部
に

「強
奸

」
「疆
奸

」
と
見
え
る

。
既
婚
女
性
と
の
和
姦
に
関
す
る
処
罰
規
定
に
続
き
、
且
つ

「其
吏
也
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、

傍
点
部
は
吏
が
人
妻
と
私
通
し
た
場
合
の
罰
則
規
定
で
あ
ろ
う

。
そ
し
て
、
こ
の
具
体
的
な
罪
名
は
、
沈
家
本
が

「吏
姦
部
民
妻
」
と

名
付
け
る
姦
淫
の
罪
に
違
い
あ
る
ま
（
-

）

。
管
轄
内
の
人
妻
と
密
通
し
た
吏
に
対
し
て
、
通
常
の
和
姦
刑
と
は
異
な
る
罰
を
科
す
点
、
唐

律
の

「監
守
内
姦

」
と
全
く
同
じ
（
-

）

。

そ
の

「吏
姦
部
民
妻

」の
項
で
、
沈
家
本
は
、
本
節
a
項
に
掲
げ
た

『
漢
書
』
成
敬
候
董
渫
の
項
の
他
に

、
『
太
平
御
覽
』
巻
六
三
九
・

刑
法
部
五
・
聴
訟
に
引
く

『
会
稽
典
録
」
の
次
の
記
載
を
引
用
す
る

。

謝
夷
吾
、
字
堯
卿
、
山
陰
人
也
。
爲
荊
州
刺
史
、
行
部
到
南
魯
縣
、
遇
孝
章
皇
帝
巡
狩
、
幸
魯
陽

。
-
:
・
。
有
詔

:

効
夷
吾
、
入
傳

録
見
囚
徒

。
-
-
。
有
亭
長
姦
部
民
者
、
縣
言
「和
姦

」。
上
意
以
爲
吏
姦
民
何
得
言
和
、
且
觀
剌
無
决
當
云
何

。
頃
夷
吾
呵
之
日

「亭
長
、
詔
書
朱
積
之
吏
、
職
在
禁
姦
、
今
爲
悪
之
端
。
何
得
言
和

（
-

-
j

そ
の
上
で
、
当
該
項
の
按
語
に
お
い
て

此
唐
律
之
監
主
於
監
守
内
姦
條
也
。
-
-
。
南
魯
亭
長
不
得
言
和
、
未
知
所
處
者
何
罪
。
或
與
成
嗣
侯
同
論
。
若
以
強
姦
論
、
則



無
此
法
理
也
。

と
述
べ
る
の
だ
が
、
県
令
の

「和
姦

」
と
い
う
論
罪
に
対
し
て
、
謝
夷
吾
は

「何
得
言
和

」
と
叱
責
を
加
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
強
姦

罪
が
適
用
さ
れ
た
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う

。
役
人
が
権
力
を
笠
に
着
て
部
民
に
情
交
を
強
要
す
る

。
こ
う
し
た
悪
行
は
後
を

絶
た
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
章
帝
が

「長
吏
以
劫
人
而
得
言
和

」
と
疑
念
を
抱
く
の
も
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
二
年
律
令
が
制

定
さ
れ
た
時
点
で
も
、
状
況
に
違
い
は
な
か
っ
た
と
想
定
し
て
大
過
あ
る
ま
い

。
「以
強
奸
論
之

」と
い
う
規
定
は
、
か
か
る
実
情
に
照

ら
し
て
定
め
ら
れ
た
罰
則
で
あ
っ
た
と
推
断
し
え
る
の
で
あ
る

。

c

罪
の
差
等

再
度
確
認
す
る
と
、
唐
律
に
お
い
て
、
有
夫
婦
女
と
の
和
姦
は
無
夫
と
の
そ
れ
に
罪
一
等
が
加
重
さ
れ
た

。
ま
た
、
強
姦
の
場
合
は
、

各
和
姦
罪
に
そ
れ
ぞ
れ

一
等
が
加
刑
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

。
凡
姦
の
和
姦
罪
・
強
姦
罪
は
、
未
婚
女
性
と
の
和
姦
の
処
罰
を
基
点
と
し

て
、
刑
の
序
列
化
が
は
か
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

。
で
は
、
二
年
律
令
の
段
階
で
は
ど
の
よ
う
な
体
系
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

。

こ
れ
は
、
各
犯
罪
の
刑
罰
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
と
い
う
間
題
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

。
以
下
、
本
項
で
は
、
先

学
の
成
果
に
導
か
れ
な
が
ら
、
「耐
為
一認
臣
妾

」
（未
婚
女
性
と
の
和
姦
）・
「完
為
城
旦
春

」
（
既
婚
女
性
と
の
和
姦
）・
「腐
為
宮
隷
臣

」

（
強
姦
）
の
序
列
に
っ
い
て
考
察
を
加
え
た
い

。

周
知
の
よ
う
に
、
睡
虎
地
秦
簡
が
発
見
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
は
、
秦
代
刑
罰
の
序
列
は
労
役
強
度
の
高
低
に
基
づ
い
て
城
旦
春
・

鬼
薪
白
粲
・
隷
臣
妾
の
順
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た

。
し
か
し
、
宮
宅
氏
は
、
か
か
る
理
解
を
批
判
し
て
以
下
の
よ
う
に
論

寨
漢
姦
淫
罪
雑
考



棄
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
二
四

じ
る

。「睡
虎
地
秦
律
に
お
い
て
犯
罪
内
容
の
軽
重
に
よ
っ
て
刑
が
逓
減
す
る
場
合
、
城
旦
春
↓
隷
臣
妾
と
い
う
関
係
は
見
ら
れ
る
も
の

の
、
鬼
薪
白
粲
が
そ
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
は
な
い

」。有
爵
者
と
い
っ
た
特
権
保
有
者
が
城
旦
春
に
該
当
す
る
罪
を
犯
し
た
場

合
、
「原
則
的
に
は
鬼
薪
白
粲
に
当
て
ら
れ
て
労
役
に
服
す
こ
と
に
な

」つ
て
い
た

。
っ
ま
り
、
城
旦
春
・
鬼
薪
白
粲
・
隷
臣
妾
と
い
う

直
線
的
な
体
系
が
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
身
分
の
高
下
に
対
応
す
る
城
旦
春
1
鬼
薪
白
粲
と
罪
の
軽
重
に
対
応
す
る
城
旦
春

1
識
臣

妾
と
の
二
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る

。そ
し
て
、か
か
る
刑
罰
の
体
系
は
、
文
帝
の
刑
制
改
革
ま
で
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
か
っ

（45
）

た
と
氏
は
想
定
さ
れ
る

。

二
年
律
令
で
は
、
女
性
の
未
婚
・
既
婚
に
よ
っ
て
和
姦
の
刑
は

「耐
為
隷
臣
妾

」
と

「完
為
城
旦
春

」
と
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
宮

宅
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、
こ
れ
は
、
罪
の
軽
重
に
基
づ
い
た
区
分
で
あ
ろ
う

。
そ
し
て
、
そ
の
差
は
、
唐
律
以
降
の
規
定
と
同
様

「罪

一
等

」
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る

。
っ
ま
り
、
同
系
列
で
軽
重
の
差
一
等
の
刑
罰
が
科
さ
れ
た
の
で
あ
る

。
犯
行
の
様
態

（
男
女
双
方

の
合
意
に
基
づ
く
不
義
密
通
）
が
同
一
で
あ
り
、
そ
の
違
い
は
当
事
者
女
性
の
夫
の
有
無
と
い
う

一
事
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
か
か

る
処
分
を
二
年
律
令
の
立
法
者
が
定
め
た
根
拠
で
あ
っ
た
と
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る

。

こ
れ
に
対
し
て
強
姦
は
加
害
者
に
よ
る
一
方
的
な
犯
罪
で
あ
る

。
で
は
、
そ
の
処
罰
で
あ
る

「腐
為
宮
隷
臣

」
は
、
刑
罰
体
系
の
上

で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か

。

「腐
為
宮
隷
臣

」
と
い
う
刑
名
は
、
睡
虎
地
秦
簡
・
『
二
年
律
令
』
を
通
じ
て
、
前
項
に
掲
げ
た

一
例
し
か
確
認
で
き
な
い

。
し
か
し
、

こ
れ
が
強
姦
の
刑
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
と

、
先
ず
注
日
す
べ
き
は
次
の
收
律

（一
七
四
～
五
簡
・
一
五
六
頁
）
で
あ
る

。

罪
人
完
城
旦
春
・
鬼
薪
以
上
、
及
坐
奸
府

（
腐
）
者
、
皆
收
其
妻
・
子
・
財
・
田
宅
。
其
子
有
妻
・
夫
、
若
爲
戸
・
有
爵
、
及
年



十
七
以
上
、
若
爲
人
妻
而
棄
・
寡
者
、
皆
勿
收

。
坐
奸
・
略
妻
及
傷
其
妻
以
收
、
毋
收
其
妻
。

傍
点
部

「坐
奸
腐
者

」
の

「奸
」
は

「強
奸

」
で
あ
り
、

「腐
．
-一
は

「腐
為
宮
隷
臣

」
を
指
し
て
い
る
に
違
い
な
い

。
宮
刑
受
刑
者
に
科

さ
れ
る
労
役
刑
は
通
常

「宮
隷
臣

」
で
あ
っ
た
た
め
、
「腐
」
と
略
記
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

。

滋
賀
秀
三
氏
に
よ
れ
ば
、
春
秋
時
代
以
前
で
は

「刑
罰
の
種
類
と
し
て
身
体
毀
損
刑

（肉
刑
）
が
重
き
を
な
し
て
い
た

」。
そ
し
て
、

「肉
刑
を
受
け
た
者
は
、
公
室
や
貴
族
の
宮
廷
に
お
い
て
特
定
の
役
務
に
使
役
せ
ら
れ
、
も
っ
て
不
具
と
な
っ
た
身
の
余
生
を
終
る
の
を

（
l6
）

常
と
し
た

」
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
肉
刑
が
主
刑
で
あ
り
、
刑
徒
に
科
さ
れ
た
労
役
は
、
不
可
分
で
は
あ
る
が
、
副
次
的
な
要
素
で

あ
っ
た
と
い
い
え
よ
う

。
こ
の
当
時
、
宮
刑
を
受
け
た
者
は

「刑
臣

」
と
し
て
嚴
視
さ
れ
、
後
宮
の
取
り
締
ま
り
や
君
主
身
辺
の
賎
役

に
使
役
さ
れ
て
い
た
（同
氏
指
摘
）
。
「宮
隷
臣

」と
は
、
春
秋
時
代
に
宮
刑
受
刑
者
が
担
わ
さ
れ
た
、
か
か
る
賤
役
に
淵
源
を
も
っ
、
極

め
て
古
い
タ
イ
プ
の
刑
役
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
事
例
が
一
例
だ
け
し
か
確
認
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
刑
名
が
既
に
消
え
ゆ
く
運

命
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い

。

先
に
推
測
し
た
如
く

「坐
奸
腐
者

」
の

「腐
」
が

「腐
為
宮
隷
臣

」
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は

「收
」
罪
を
併
科
さ
れ
る
下
限

の
刑
と
し
て

「完
城
旦
春
・
鬼
薪

」
の
二
刑
と
併
記
さ
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。
そ
し
て
、
「腐
為
宮
隷
臣

」
の
刑
罰
体
系
に

お
け
る
位
置
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
見
逃
せ
な
い
の
が
、
左
の
告
律

（一
二
七
～
一
三
一
簡
・
一
五
一
頁
）
で
あ
る

。

告
不
審
及
有
罪
先
自
告
、
各
減
其
罪
一
等
、
死
罪
鯨
爲
城
旦
春
、
城
旦
春
罪
完
爲
城
旦
春
、
完
爲
城
旦
春
罪
-
-

l

2
7

」:
-

・
口
鬼

薪
白
粲
及
府

（
腐
）
罪
耐
爲
熱
臣
妾
、
耐
爲
隷
臣
妾
罪
1
2
8

」
耐
爲
司
寇
、
司
寇
・一器
一
（
遷
）
及
錬
顯

（
顔
）
一
類
罪
順
耐
、
臓
耐
罪

罰
金
四
兩
、
願
死
罪
願
城
旦
春
、
一

順
城
旦
春
罪
順
斬
、
願
斬
罪
臓
鐵
、
願
媒
罪
願
耐
、
耐
罪
-
:
・
1

2
9

」
-
-
口
金
四
兩
罪
罰
金
二

楽
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
二
五



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
二
六

兩
、
罰
金
二
兩
罪
罰
金
一
兩
。
令
・
丞
・
令
史
或
偏

（偏
）
先
自
1
3
o

」
得
之
、
相
除

。ー
3

二

（
「-
-
」
は
断
欠
部
分
、
英
数
字
は

簡
番
号
、
「」」
は
簡
の
区
切
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す

。）

（
47
）

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
三
国
時
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
班

「江
陵
張
家
山
漢
墓
出
土
『
二
年
律
令
』
訳
註
稿

そ
の
（
一
）
」
（
以

下

「人
文
研
訳
注

」
と
略
称
）
が
解
説
す
る
よ
う
に

、
右
は
告
不
審
と
自
首
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た

。
い
ず
れ
の
場
合
も
告
し
た
罪

か
ら

一
等
減
と
定
め
る

。

断
欠
部
分
が
多
く
、
し
か
も
重
要
な
箇
所
が
欠
落
し
て
い
る
の
だ
が
、
傍
点
部
に
よ
る
と
、
告
発
な
い
し
は
自
首
し
た
罪
が

「腐
罪

」

で
あ
っ
た
場
合
、
「耐
為
隷
臣
妾

」
に
減
刑
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る

。
こ
の

「腐
罪

」
が

「坐
奸
腐
者

」
の

「腐
」
で
あ
り
、
且
つ
、
そ

の
具
体
的
な
刑
名
が

「腐
為
宮
隷
一臣
」で
あ
っ
た
と
見
な
し
え
る
な
ら
ば

1
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
私
は
考
え
る
が

1
、
そ
れ
と

「耐
為
隷
臣
妾
」
と
の
刑
の
差
は
一
等
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。
「完
為
城
旦
春

」
と

「耐
為
隷
臣

」
と
が
労
役
強
度
の
高
低
に
基
づ
く

差
等
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「腐
為
宮
隷
臣

」
と

「耐
為
隷
臣
妾

」
は
宮
刑

（
肉
刑
）
付
加
の
有
無
と
い
う
、
異
な
っ
た
系
統
に
お
け

る
刑
の
上
下
差
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
両
刑
罰
に
対
応
す
る
二
種
類
の
姦
淫
罪
、
即
ち
強
姦
と
未
婚
婦
女
と
の
和

姦
が
罪
の
差
一
等
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い

。

「腐
為
宮
隷
臣

」と
「完
為
城
旦
春

」は
平
行
の
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
、
と
も
に

「耐
為
隷
臣
妾
」と
の
差

「罪
一
等
」の
刑
で
あ
っ

た
と
推
断
さ
れ
る

。
そ
し
て
、
か
か
る
三
刑
の
序
列
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
罰
に
対
応
す
る
各
姦
淫
罪
の
軽
重
の
差
を
示
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
わ
け
だ
が
、
強
姦
の
刑
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
を
要
す
る
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る

。
唐
律
で
は
和
姦
と
同
様
に
強
姦
罪
に

お
い
て
も
、
被
害
女
性
の
未
婚
・
既
婚
を
基
準
に
刑
に
差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
た

。
か
か
る
刑
罰
の
差
は
、
二
年
律
令
の
強
姦
処
罰
に



も
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

。
こ
れ
は
前
項
で
ふ
れ
た

「吏
姦
部
民
妻

」
の
具
体
的
な
刑
罰
の
間
題
で
も
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
今
の
と
こ
ろ
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

。
即
ち
、
人
妻
を
襲
つ
た
場
合
、
そ
れ
と
の
和
姦
の
刑
に
罪
一

等
が
加
重
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
既
婚
女
性
と
の
私
通
は

「完
為
城
旦
春

」
に
処
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
強
姦
の
刑
罰
は
そ
こ
に
宮
刑

が
加
え
ら
れ
て

「腐
為
城
旦
春

」
と
な
さ
れ
た
可
能
性
が
最
も
高
い

。
し
か
し
、
出
土
し
た

『
二
年
律
令
』

の
中
に
強
姦
罪
に
関
す
る

処
罰
規
定
は
前
項
の
一

標
律

（一
九
三
簡
）
し
か
確
認
で
き
な
い

。
ま
た
、
右
の
推
論
を
些
か
な
り
と
も
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
材
料
も

見
い
だ
し
え
な
い

。
か
か
る
現
状
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う

。
現
時
点
で
は

、
加
害
対
象
が
既
婚
女
性
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
刑
罰
は

「腐
為
宮
隷
臣

」
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
ぉ
く
の
が
穏
当
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る

。
っ
ま
り
、
明
清
律
に
お
い
て
強
姦
罪

の
処
分
は
原
則

「絞
」
で
あ
っ
た
よ
う
に

、
被
害
女
性
の
未
婚
・
既
婚
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
強
姦
犯

（た
だ
し
凡
姦
相
当
の
場
合

の
み
）
は
一
様
に

「腐
為
宮
隷
臣

」
に
処
さ
れ
た
と
想
定
し
て
お
き
た
い

。

思
う
に

、
歴
史
を
一遡
る
と
、
元
来
、
姦
淫
罪
を
犯
し
た
者
は
専
ら
腐
刑
に
処
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
刑
徒
は
宮
内
の
賤
役
に
従
事

さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た

。
有
名
な

『
尚
書
大
伝
』

の
記
載

「男
女
不
以
義
交
者
、
其
刑
宮

」
は
、
こ
う
し
た
古
の
記
憶
を
言
説
化
し

（
l8
）

た
も
の
で
あ
ろ
う

。
や
が
て
時
代
が
下
り
、
刑
罰
制
度
の
整
備
・
改
変
が
進
む
と
、
和
姦
罪
は
労
役
を
主
と
す
る
処
罰
の
体
系
の
中
で

処
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

。
強
姦
犯
に
の
み
宮
刑
が
科
せ
ら
れ
、
そ
の
正
式
な
刑
名
は

「腐
為
宮
隷
臣

」
と
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
来
歴

か
ら

「腐
罪

」
と
略
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る

。
っ
ま
り
、
「腐
為
宮
隷
臣

」は
、
ま
さ
に
強
姦
罪
専
用
の
刑
と
し
て
、
二
年

律
令
の
刑
罰
体
系
の
内
に
残
存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

。
二
年
律
令
・
具
律

（
八
八
簡
・
一
四
六
頁
）
に

有
罪
當
鯨
、
故
錬
者
別
之
、
故
則
者
斬
左
止
（趾
）
、
斬
左
止
（
趾
）
者
斬
右
止
（
趾
）
、
斬
右
止
（趾
）
者
府

（
腐
）
之

。
〔

後
略
〕

素
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
二
七



秦
漢
姦
淫
罪
雜
考

一
二
八

と
あ
る
か
ら
、
同
律
に
お
い
て
肉
刑
と
し
て
の
宮
刑
は
、
通
常
初
犯
に
科
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
強

姦
の
場
合
は
そ
れ
が
法
定
刑
と
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
該
事
犯
と
腐
刑
と
の
間
に
対
応
の
関
係
が
存
在
し
た
可
能
性
は
極
め
て

（
-9
）

高
い
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

宮
刑
は
、
文
帝
の
肉
刑
廃
止
以
後
も
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た

。た
だ
し
、
そ
の
執
行
例
は
死
刑
の
代
替
刑
と
い
っ
た
特
殊
な
ケ
ー

ス
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
刑
制
改
革
の
結
果
、
「腐
罪

」
は
正
規
の
刑
罰
体
系
の
外
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
な
し
え
調

。
「腐

為
宮
隷
臣

」
と
い
う
古
い
タ
イ
プ
の
刑
罰
が
こ
の
時
完
全
に
廃
止
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
が
、
刑
制
改
革
の
結
果
、
強
姦
罪
の
刑
罰

に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
私
は
考
え
る
。
和
姦
罪
と
同
様
、
強
姦
の
処
罰
も
労
役
刑
の
体
系
の
内
に
組
み
込

ま
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

。
具
体
的
な
刑
名
を
知
る
術
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
「腐
為
宮
隷
臣

」と
「耐
為
隷
臣
妾

」と
の
差
等
に

基
づ
い
て
、
和
姦
に

一
等
を
加
重
し
た
刑
が
当
て
ら
れ
た

。
そ
し
て
、
こ
の
時
、
婦
女
の
有
夫
・
無
夫
を
区
別
す
る
唐
律
の
祖
型
が
案

出
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る

。

さ
て
、
こ
こ
で
、
a
項
に
掲
げ
た

『
漢
書
』

高
一E響
同

后
文
功
臣
表
・
成
敬
候
董
一深
の
項
の
記
載
を
再
度
引
用
し
ょ
う

。

元
光
三
年
、
侯
朝
嗣
、
十
二
年
、
元
狩
三
年
、
坐
爲
濟
南
太
守
與
城
陽
王
女
通
、
耐
爲
鬼
薪

。

董
朝
に
科
さ
れ
た
和
姦
の
刑
は
、
な
ぜ

「耐
為
鬼
薪

」
で
あ
っ
た
の
か

。
本
項
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
、
先
に
保
留
し
て
ぉ
い
た
こ
の

疑
問
に
対
し
て
、
次
の
如
き
解
答
が
想
定
で
き
る

。
即
ち
、
密
通
相
手
の
城
陽
王
女
は
既
婚
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

。
有
夫
婦
女
と
の

和
姦
で
あ
る
か
ら
、
董
渫
の
刑
罰
は
、
本
来
な
ら
ば

「完
為
城
旦
」で
あ
っ
た

。
し
か
し
、
彼
が
有
爵
者
で
あ
っ
た
た
め

「耐
為
鬼
薪

」

（
51
）

に
処
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

。



か
か
る
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
鬼
薪
白
一築
は
、
元
狩
三
年
段
階
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
、
被
刑
者
の
身
分
を
考
慮
し
て
当
て

ら
れ
る
特
殊
な
刑
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。
文
帝
の
刑
制
改
革
以
後
も
、
同
じ
労
役
三
年
の
刑
と
し
て
鬼
薪
白
粲
と
隷
臣
妾
と
が
併
存

さ
れ
て
い
た
意
味
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る

。
文
帝
一
三
年
の
改
革
を
へ
た
後
も
、
鬼
薪
白
粲
が
本
来
有
し
て
い
た
性
格
は
、
直
ぐ

に
は
失
わ
れ
な
か
っ
た

。
そ
の
本
源
的
な
属
性
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
結
果
、
刑
期
を
同
じ
く
す
る
隷
臣
妾
が
不
要
に
な
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か

。
隷
臣
妾
刑
の
消
滅
期
が
武
帝
代
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
治
世
こ
そ
が
、
刑
罰
原
理
の
転
換
と
い
う
文
帝
期
を
転
機

と
し
た
一
大
改
革
の
完
成
期
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

秦
漢
の
処
罰
規
定

（2
）

-
関
連
条
文
の
検
討

1

a

「捕
奸
者
必
案
之
校
上
」

．

本
項
表
題
の
条
文
は
、
前
節
a
項
で
確
認
し
た
よ
う
に

、
『
奏
識
書
』

案
例
二
一
の
冒
頭
に
見
え
る
律
文
で
あ
る

。
池
田
雄

一
氏
は
、

し
ら

本
条
の

「案
之
校
上

」
に
っ
い
て
、
「校
上

」
は

「交
上

」
で
あ
り
、
「奸
の
現
場

」
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
た
上
で
、
「之
を
交
上
に
案
べ

l

（
．2

）

る

」と
一一一一一一読
す
る

。
ま
た
、
学
習
院
大
学
漢
簡
研
究
会
は
、
池
田
氏
の
解
釈
に
従
つ
て

「姦
を
行
つ
た
現
場
で
犯
人
を
取
り
調
べ
る

」と

翻
訳
す
請

。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う

。
表
題
の
条
文
を
現
代
風
に
訳
せ
ば
、
「和
姦
犯
を
検
挙
す
る
際
に
は
、
現
行
犯
逮
捕
で
あ
る
こ
と
を

要
す

」
と
な
る
に
相
違
あ
る
ま
い

。

こ
こ
で
『
奏
識
書
』
案
例
二
一
の
内
容
を
紹
介
し
て
ぉ
く
と
、
本
件
に
関
連
す
る
律
の
引
用
に
続
い
て
事
件
の
あ
ら
ま
し
が
記
さ
れ
、

そ
の
後
に
廷
尉
府
に
お
け
る
審
議
の
過
程
が
記
載
さ
れ
て
い
る

。
被
疑
者
は
丁
の
妻
の
甲
。
夫
が
病
死
し
て
、
そ
の
埋
葬
が
ま
だ
済
ん

楽
漢
姦
、淫
罪
雑
考

一
二
九



楽
澳
姦
淫
罪
雑
考

一
三
〇

で
い
な
い
の
に
、
他
男
の
丙
と
棺
の
傍
ら
で
情
交
す
る
に
及
ん
だ

。そ
の
現
場
を
目
-lln
し
た
丁
の
母
が
お
上
に
訴
え
出
た
の
で
あ
る

。募

婦
の
密
通
事
件
に
他
な
ら
な
い

。
県
の
上
申
を
受
け
て
、
廷
尉
の
殺
以
下
三
〇
人
か
ら
な
る
集
議
が
開
催
さ
れ
、
議
論
の
結
果
、

〔

前
略
〕

當
之
、
妻
尊
夫
、
當
次
父
母
、
而
甲
夫
死
、
不
悲
哀
、
與
男
子
和
奸
喪
旁

。
致
之
不
孝
・
膚

（傲
）
悍
之
律
二
章
、
捕
者

雖
弗
案
校
上
、
甲
當
完
爲
春
。
告
杜
論
甲

。

と
あ
る
如
く

（
一
八
七
～
八
簡
・
二
二
七
頁
）
、
甲
の
罪
は

「完
為
春

」
と
量
刑
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
出
張
か
ら
戻
つ
て
き
た
廷
史
の

申
が
、
こ
の
判
決
に
異
議
を
唱
え
る

。
以
下
、
申
と
穀
等
と
の
間
で
間
答
が
行
わ
れ
、
最
終
的
に
は
毅
等
が
自
分
た
ち
の
非
を
認
め
る

こ
と
に
な
る

。

そ
の
最
後
の
遺
り
取
り
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た

（
一
九
四
～
六
簡
・
二
二
七
頁
）
。

〔

前
略
〕

［申
］
日

「廷
尉
・
史
議
皆
以
欺
死
父
罪
輕
於
侵
欺
生
父
、
侵
生
夫
罪
座
於
侵
欺
死
夫
、
口
口
口
口
口
口
口
與
男
子
奸
棺

喪
旁
、
捕
者
弗
案
校
上
、
獨
完
爲
春
、
不
亦
重
庫

（
乎
）
。」
殺
等
日

「誠
失
之
。」

ま
た
、
直
前
の
論
議
に
は

〔

前
略
〕

有

（又
）
日

「夫
爲
吏
居
官
、
妻
居
家
、
日
與
它
男
子
奸
、
吏
捕
之
弗
日
得

。（
確
之
、
何
論
。」
毅
等
日

「不
當
論

。」

と
見
え
る

（
一
九
三
～
四
簡
）
。
右
の

「吏
捕
之
弗
得

」
は

、
「捕
者
弗
案
校
上

」
を
言
い
換
え
た
表
現
で
あ
る
に
違
い
な
い

。
し
ゅ
う

と
め
の
告
発
だ
け
で
、
「案
之
校
上

」
（
現
行
犯
逮
捕
）
と
い
う
要
件
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
本
密
通
事
件
の
審
理
を
複
雑

な
も
の
に
な
さ
し
め
た
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
結
審
の
部
分
を
欠
く
が
、
池
田
氏
が
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
甲
は
無

（
56
）

罪
放
免
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

。



現
行
犯
逮
捕
を
和
姦
犯
検
挙
時
の
必
須
条
件
と
す
る
法
規
は
、
睡
虎
地
秦
簡
・
封
診
式

（
九
五
簡
・

二
ハ
三
頁
）
に

奸

受
書
:

某
里
士
五

（
伍
）
甲
詣
男
子
乙
・
女
子
丙
、
告
日

「乙
・
丙
相
與
奸
、
自
畫
見
某
所
、
捕
校
上
來
一一一一一一之
。」

と
あ
る
か
ら
、
秦
律
段
階
で
既
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
推
断
さ
れ
る

。
ま
た
、
前
掲
の
懸
泉
置
漢
簡
に
は

●
諸
與
人
妻
和
奸
、
及
所
與
口
爲
通
者
、
皆
完
爲
城
旦
春

。
其
吏
也
以
疆

（
強
）
奸
論
之
。
其
夫
居
官
-
-

と
あ
る

。
先
の
『
奏
識
書
』

案
例
二

一
（
一
九
三
～
四
簡
）
に

「夫
爲
吏
居
官

」
と
見
え
る
点
に
着
目
す
る
と
、
「其
夫
吏
官

」
に
続
く

右
の
断
欠
部
分
は
、
「妻
居
家
、
日
與
它
男
子
奸
、
吏
捕
之
弗
得

」
と
あ
っ
た
後
、
「不
當
論

」
と
い
っ
た
文
言
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る

。
こ
の
よ
う
に
補
つ
て
誤
り
な
い
と
す
れ
ば
、
漢
律
に
お
い
て
も

「案
之
校
上
」
が
和
姦
犯
検
挙
の
必

要
条
件
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

。
前
節
a
項
で
指
摘
し
た
よ
う
に

、
出
土
し
た

『
二
年
律
令
』

中
に
該
当
す
る
条
文
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い

。
し
か
し
、
か
か
る
事
実
は
、
同
律
に
お
け
る
当
該
規
定
の
不
在
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い

。
『
奏
識
書
』
案
例

二
一
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
律
文

「捕
奸
者
必
案
之
校
上
」
と
同
一
の
条
規
が
、
本
来
の
二
年
律
令
に
は
含
ま
れ
て
い
た
と
見
な

す
べ
き
で
あ
ろ
う

。

で
は
、
こ
う
し
た
現
行
犯
逮
捕
を
必
須
と
す
る
法
規
は
、
素
漢
時
代
に
の
み
設
け
ら
れ
て
い
た
当
該
期
特
有
の
規
定
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か

。
答
え
は
否
で
あ
る

。
明
律
の
刑
律
・
犯
姦
・
「犯
姦

」
条
に
は

其
非
姦
所
捕
獲
及
指
姦
者
、
勿
論

。
若
姦
婦
有
孕
、
罪
坐
本
婦
。

と
あ
り
、
荻
生
祖
徠
は

『
明
律
国
字
解
』

で

「姦
所
捕
獲
と
は
、
密
通
の
場
所
に
て
か
ら
む
る
な
り

。
指
姦
と
は
、
密
通
す
る
と
風
説

す
る
ば
か
り
な
る
を
い
ふ

」
と
解
説
す
る

。
「姦
所
捕
獲

」
が

「案
之
校
上
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
は
資
言
を
要
す
ま
い

。
清
律
に
も
同

楽
漢
姦
淫
罪
雑
考
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文
が
確
認
さ
れ
る

。

時
代
を
遡
る
と
、
『
元
典
章
』

巻
四
五
・
刑
部
・
諸
奸
・
和
奸
・
「和
奸
有
夫
婦
人

」
条
に

雷
例

「和
奸
者
、
奸
所
捕
獲
爲
理
。」

と
あ
る

。
「旧
例

」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
金
代
泰
和
律
の
律
文
に
違
い
な
'

い

。
ま
た
、
同
書
同
巻
の
諸
奸
・
指
奸
に
は

「非
姦
所
捕
獲

勿
論

」と
い
う
表
題
が
付
さ
れ
た
案
件
も
見
え
る

。
「和
姦
犯
は
現
場
で
逮
捕
し
な
け
れ
ば
不
問

」と
定
め
る
律
則
は
、
金
か
ら
元
、
そ

（-
:
:

）

し
て
明
清
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る

。
更
に
、
『
名
公
書
判
清
明
集
』

巻
一
二
・
懲
悪
門
・
「吏
姦

」
条
の
冒
頭
に
は

夫
告
妻
姦

、
官
司
所
當
施
行

。
但
登
時
不
捕
、
久
方
有
訴
、
妻
已
棄
離
、
又
復
該
救
、
方
且
併
他
事
育
里
論
訴
、
官
司
雖
欲
盡
情

追
究
、
不
可
得
也
。

^．5S
）

と
あ
る

。
「登
時

」
と
は

「即
刻

」
「即
時

」
の
意
。
即
ち
、
傍
点
部
は

「夫
が
密
通
し
た
妻
と
間
男
を
現
場
で
直
ち
に
捕
ま
え
な
か
っ

（
9
）

た

」
と
訳
さ
れ
る

。
南
宋
で
も
現
行
犯
逮
捕
が
必
要
と
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る

。

こ
う
し
た
規
定
を
唐
律
中
に
は
見
出
せ
な
い

。
ま
た
、
北
宋
代
に
関
し
て
も
未
詳
で
あ
る

。し
か
し
、
如
上
の
考
察
に
基
づ
け
ば
、
両

（60
）

王
朝
に
お
い
て
も
同
様
の
法
規
は
設
け
ら
れ
て
い
た
、
と
推
測
し
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
原
則
が
立
て
ら
れ
て
い
た
理
由

に
っ
い
て
、
明
の
雷
夢
麟
は
次
の
如
く
解
説
し
て
い
る

（
『
読
律
瑣
言
』

巻
二
五
・
犯
姦
・
「犯
姦

」）
。

姦
情
無
迹
、
易
於
誣
執
。
若
非
姦
所
捕
獲
、
是
其
事
無
、想
、
及
指
稱
某
與
某
通
姦
者
、
是
其
説
無
憑
、
皆
勿
論

。

秦
律
で

「捕
奸
者
必
案
之
校
上
」
と
定
め
ら
れ
て
以
来
、
以
後
一
貫
し
て
、
誣
告
に
よ
る
冤
罪
を
防
止
す
る
た
め
に
現
行
犯
逮
捕
が
和

姦
犯
検
挙
時
の
必
須
要
件
と
な
さ
れ
続
け
て
い
た
に
違
い
な
い

。



b

「殺
死
姦
夫

」

何
休
が

『
公
羊
伝
』

桓
公
六
年
条
の
注
で
引
く
漢
律
に

立
子
姦
母
、
見
乃
得
殺
之
。

l
（
6l
）

と
あ
る

。
沈
家
本
は

『
漢
律
擴
遺
』

巻
五
・
賊
律
三
で
右
を
号
用
し
、
そ
の
按
語
で

此
即
今
殺
姦
之
例
也
。
「見
乃
得
殺
之

」、
頗
與
今
姦
所
登
時
之
例
相
近
。

と
述
べ
る

。
沈
が
い
う

「今
殺
議
之
例
」
と
は
、
清
律
の
刑
律
・
人
命
・
「殺
死
姦
夫

」
条
に
見
え
る
次
の
規
定
に
他
な
ら
な
い

。

凡
一要
妾
與
人
姦
通
、
而

［本
夫
］
於
姦
所
親
獲
姦
夫
・
姦
婦
、
登
時
殺
死
者
、
勿
論
。

（
6
）

こ
の
律
文
で
は
、
姦
夫
・
姦
婦
を
本
夫
が
密
通
の
現
場
で
殺
害
し
た
場
合
は
殺
人
の
罪
を
間
わ
な
い
、
と
定
め
る
。
第
一
節
の
b
項
で

確
認
し
た
よ
う
に

、
本
条
は
明
律
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
律
則
で
あ
っ
た

。
即
ち
、
如
上
の
条
文
は
唐
律
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る

。

た
だ
し
、
そ
れ
は
律
の
一
条
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い

。
薛
允
升
は

『
唐
明
律
合
編
』

巻
一
八
・
「殺
死

姦
夫

」
条
で

愚
按
、
登
時
殺
死
勿
論
、
即

「夜
無
故
入
人
家
、
主
家
登
時
殺
死
勿
論

」
之
意
也
。
唐
律
無
此
名
目
、
蓋
統
括
於

「夜
無
故
入
人

家

」
之
内
矣
。

と
論
じ
る

。
ま
た
、
同
書
同
巻
の

「夜
無
故
入
人
家

」
条
で
も

唐
律
賊
盗
門
、
特
立

「夜
無
入
人
家

」
一
條
、
凡
殺
死
姦
盗
等
項
罪
人
、
均
應
照
此
律
科
斷
矣
。

と
述
べ
る
。
薛
の
指
摘
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う

。
『
唐
律
疏
議
』

巻
一
八
・
賊
盜
律
の
第
二
二
条

「夜
無
故
入
人
家

」
に

楽
漢

一一数淫
罪
雑
考
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澳
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一
三
四

諸
夜
無
故
入
人
家
者
、
笞
四
十
。
主
人
登
時
殺
者
、
勿
論

。
若
知
非
侵
犯
而
殺
傷
者
、
減
鬪
殺
傷
二
等
。

と
あ
り
、
こ
の
条
の
疏
議
に

問
日
、
外
人
來
姦
、
主
人
旧
已
知
委
、
夜
入
而
殺
、
亦
得
勿
論
以
否

。
答
日
、
律
開
聽
殺
之
文
、
本
防
侵
犯
之

一一一一・。
設
令
旧
知
姦

穢
、
終
是
法
所
不
容
、
但
夜
入
人
家
、
理
或
難
弁
、
縦
令
知
犯
、
亦
爲
罪
人

。
若
其
殺
即
加
罪
、
便
恐
長
其
侵
暴
、
登
時
許
殺
、
理

用
無
疑

。
況
文
稱

「知
非
侵
犯
而
殺
傷
者
、
減
固
殺
傷
二
等

」、
即
明
知
是
侵
犯
而
殺
、
自
然
依
律
勿
論

。

と
見
え
る

。
夫
が
密
通
現
場
で
間
男
を
殺
し
た
場
合
、
こ
の

「夜
無
故
入
人
家

」
条
が
適
用
さ
れ
て
無
罪
放
免
と
な
さ
れ
た
に
相
違
あ

る
ま
い

。
そ
も
そ
も
、
明
代
の

『
問
刑
条
例
』

刑
律
二
・
人
命
・
「殺
死
姦
夫

」
条
附
に
は

本
夫
拘
執
姦
夫
・
姦
婦
而
毆
殺
者
、
比
依

「夜
無
故
入
人
家
、
已
就
拘
執
、
而
擅
殺
至
死
」
律
條
科
斷
。

と
あ
る
か
g
、
明
律
の

「殺
死
姦
夫

」条
は

「夜
無
故
入
人
家

」条
か
ら
派
生
独
立
し
た
規
定
で
あ
っ
た
と
見
な
し
え
る
の
で
あ
る
。
ち

な
み
に

、
『
周
礼
』

巻
三
五
・
朝
士
に

凡
盜
賊
軍
郷
邑
及
家
人
、
殺
之
無
罪

。

と
あ
り
、
こ
こ
に
付
さ
れ
た
鄭
司
農
の
注
に
は

鄭
司
農
云
、
謂
盜
賊
羣
輩
若
軍
共
攻
盜
郷
邑
及
家
人
者
、
殺
之
無
罪

。
若
今
時
無
故
入
人
室
宅
磁
舍

、
上
人
車
船
、
牽
引
人
欲
犯

法
者
、
其
時
格
殺
之
、
無
罪
。

と
見
え
る

。
右
に
よ
れ
ば
、
「無
故
入
人
室
宅
廣
舍
、
其
時
格
殺
之
、
無
罪

」と
漢
代
の
律
で
は
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

。
沈
家

本
が

「此
唐
律
之
夜
無
故
入
人
家
也
」
と
指
摘
す
る
よ
う
（a
、
「夜
無
故
入
人
家

」
条
に
相
当
す
る
条
文
は
、
既
に
漢
律
段
階
で
設
け
ら



（
lj-i
）

れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る

。

さ
て
、
睡
虎
地
秦
簡
・
『
二
年
律
令
』
に
日
を
転
じ
る
と
、
「殺
死
姦
夫

」に
類
す
る
規
定
は
ど
ち
ら
に
も
見
出
せ
な
い

。
し
か
し
、
『
史

記
』

巻
六
・
秦
始
皇
本
紀
が
掲
載
す
る
会
稽
刻
石
中
の
一
文
に
は
、
以
下
の
如
く
あ
る

。

有
子
而
嫁
、
倍
死
不
貞
。
防
隔
内
外
、
禁
止
淫
決
、
男
女
絜
誠
。
夫
為
寄
類
、
殺
之
無
罪

。
〔

注
:
索
購
「類
、
牡
豬
也
。
言
夫
淫

他
室
、
若
寄
毅
之
豬
也
。一

mm一
、
音
加
。」〕

陳
青
鳳
氏
は
こ
れ
を
清
律

「殺
死
姦
夫

」条
の
原
型
と
位
置
づ
け
話

。
氏
が
理
解
さ
れ
る
と
ぉ
り
で
あ
ろ
う

。
前
項
の
「姦
所
捕
獲

」と

同
様

「殺
死
姦
夫

」
も
、
そ
の
淵
源
は
秦
代
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

。

第
四
節

秦
漢
の
処
罰
規
定

（3
）

1
特
別
姦
罪
に
っ
い
て

1

a

「家
賤
男
姦
主
」

第
二
節
b
項
で
も
引
用
し
た
二
年
律
令
・
機
律

（
一
九
〇
簡
・
一
五
八
頁
）
に

奴
取

（
娶
）
主
・
主
之
母
及
主
妻
・
子
、
以
爲
妻
、
若
與
奸
、
棄
市
、
而
耐
其
女
子
以
爲
識
妾

。
其
強
與
奸
、
除
所
強
。

と
見
え
る

。
こ
れ
は
、
奴
が
主
お
よ
び
そ
の
母
・
妻
子
を
姦
し
た
際
の
刑
罰
規
定
で
あ
る

。
和
姦
と
強
姦
に
分
け
て
考
察
を
加
え
る
と
、

前
者
の
場
合
、
奴
は

「棄
市

」
に
処
さ
れ
た

。
唐
律
で
は

「絞
」、
明
清
律
で
は

「斬
」と
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
処
罰
は
古
代

よ
り
一
貫
し
て
処
死
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る

。
一
方
、
主
等
に
は

「耐
為
隷
妾

」が
科
さ
れ
M
。
奴
の
刑
よ
り
も
軽
い
こ
と
、
即
ち
、

秦
漢
一最
淫
罪
雑
考

一
三
五



楽
漢
姦
淫
m
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一
三
六

男
女
同
罰
の
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
、
唐
律
と
同
じ
い

（
第
一
節
a
項
参
照
）
。
た
だ
し
、
二
年
律
令
の
刑
罰

「耐
為
隷

妾
」は
、
凡
姦
の
、
そ
れ
も
未
婚
女
性
と
の
和
姦
に
対
す
る
刑
と
一
致
す
る

（第
二
節
a
項
参
照
）
。
唐
律
が

一
等
減
刑
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
二
年
律
令
に
お
け
る
処
罰
の
格
差
は
甚
だ
大
き
い

。
身
分
の
差
こ
そ
が
立
法
に
当
た
っ
て
最
も
考
慮
す
べ
き
優
先
事
項
と
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

。

妻
子
に
話
題
を
限
定
す
れ
ば
、
明
清
代
に
な
る
と

、
妻
女
も
奴
と
同
様
に
斬
刑
に
処
さ
れ
た
。
男
女
同
罰
の
原
理
に
基
づ
い
た
、
し

か
も
唐
律
よ
り
も
更
に
重
い
刑
が
科
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
第
一
節
b
項
参
照
）
。
そ
の
処
罰
は
、
二
年
律
令
・
唐
律
・
明

清
律
と
時
代
が
下
る
ほ
ど
、
重
く
な
っ
て
い
っ
た
と
見
な
し
え
る

。
か
か
る
各
律
の
差
を

「妻
」
に
焦
点
を
絞
て
意
義
付
け
る
と
、
そ

れ
は
、
妻
の
貞
操
義
務
を
社
会
が
ど
の
程
度
要
求
し
て
い
た
か
と
い
う
、
そ
の
度
合
い
を
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

。
強
要
の

度
は
徐
々
に
増
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、逆
に
時
代
を
遡
る
と
、妻
の
不
貞
を
処
罰
す
べ
き
悪
行
と
位
置
づ
け
る
傾
向
は
弱
ま
っ
て
い
っ

た
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る

。

次
に
強
姦
に
っ
い
て

。
先
の
一標
律
に

「其
強
与
奸
、
除
所
強

」
と
あ
る
か
ら
、
加
害
男
性
で
あ
る
奴
だ
け
が
処
罰
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る

。
具
体
的
な
刑
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
和
姦
の
刑
と
同
様

「棄
市

」
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う

。
前
掲
の
機
律

（
一
九
一

簡
）
に
も

同
産
相
與
奸
、
若
取

（
娶
）
以
爲
妻
、
及
所
取

（
要
）
、
皆
棄
市

。
其
強
與
奸
、
除
所
強

。

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
強
姦
の
刑
罰
名
が
省
か
れ
て
い
る

。
理
由
は
同
じ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い

。

睡
虎
地
秦
簡
に
目
を
転
じ
る
と
、
法
律
答
間

（
七
五
簡
・
一
一
一
頁
）
に



臣
強
與
主
奸
、
可

（何
）
論

。
比
毆
主
。
一

開
折
脊
項
骨
、
可

（何
）
論

。
比
折
支

（肢
）
。

と
見
え
、
「臣
」
即
ち
奴
が
主
を
強
姦
し
た
場
合
、
「主
を
殴
る
に
比
す

」
と
あ
る
。
主
を
殴
打
し
た
奴
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
処
罰

が
科
さ
れ
た
か
に
っ
い
て
は
、
秦
簡
・
『
二
年
律
令
』

と
も
に
条
文
を
欠
く

。
し
か
し
、
二
年
律
令
・
賊
律

（
三
九
簡
・
一
三
八
頁
）
に

父
母
毆
笞
子
及
奴
婢
、
子
及
奴
婢
以
毆
笞
率
死
、
令
願
死
。

と
あ
る
よ
う
に
、
傷
害
致
死
に
お
い
て
子
と
奴
婢
は
等
し
並
に
扱
わ
れ
た

。
主
-
奴
郷
の
関
係
は
父
母
-
子
の
関
係
に
擬
さ
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
い

。
こ
れ
を
所
与
の
前
提
と
す
れ
ば
、
賊
律

（
三
五
簡
・
一
三
八
頁
）
に

子
牧
殺
父
母
、
毆
一言
泰
父
母
・
父
母
・
服

（
假
）
大
母
・
主
母
・
後
母
、
及
父
母
告
子
不
孝
、
皆
棄
市

。
〔

後
略
〕

と
あ
る
か
ら
、
主
を
殴
つ
た
奴
も
、
父
母
を
殴
打
し
た
子
と
同
様

「棄
市

」
に
処
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る

。
そ
し
て
更
に
、
か
か
る
処

罰
規
定
が
秦
律
以
来
の
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
同
律
の
段
階
で
既
に

、
主
を
強
姦
し
た
奴
の
処
分
は

「棄
市

」
と
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る

。

さ
て
、
以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
、
第
二
節
c
項
の
結
論
に
補
足
説
明
を
加
え
て
ぉ
く
こ
と
が
必
要
と
な
る

。
即
ち
、
「腐
為
宮
隷

臣

」
が
強
姦
専
用
の
刑
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
が
、
こ
れ
は
一
般
原
則
で
あ
っ
て
、
和
姦
の
刑
罰
が

「棄
市

」
で
あ
っ
た
場
合
、
同
じ
条

件
の
強
姦
も
そ
れ
に
連
動
し
て
同
じ
く

「棄
市

」
に
処
せ
ら
れ
た
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
う
し
た
例
外
規
定
が
設
け
ら
れ

て
い
た
事
実
は
、
強
姦
=
腐
罪
と
い
う
対
応
関
係
で
す
ら
、
も
は
や
自
明
の
あ
り
方
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る

。
法
律

（
．lllS
）

答
問
で
は
、
強
姦
罪
が
殴
打
の
罪
に

「比
」
さ
れ
て
も
い
る

。
姦
淫
罪
が
専
ら
宮
刑
に
処
さ
れ
た
時
代
は
、
も
は
や
睡
虎
地
秦
律
の
段

階
に
お
い
て
で
さ
え
速
き
過
去
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
し
れ
る
の
で
あ
る
。

秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
三
七



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
三
八

b

「居
喪
姦

」

程
樹
徳
は
本
項
の
表
題
と
同
名
の
項
目
を
立
て
、
そ
こ
で
以
下
の
両
記
載
を
引
く

。

元
鼎
三
年
（前
一
一
四
）
、
王
勃
嗣
、
坐
憲
王
喪
服
姦
、
廢
徙
房
陵

。
【『
漢
書
』

巻
一
四
・
諸
候
王
表
・
常
山
憲
王
舜

（景
帝
子
）
の

項
】

元
光
六
年
（前
一
二
九
）
、
候
季
須
嗣

。
十
三
年
、
元
鼎
元
年
（
前
一
一
六
）
、
坐
母
公
主
卒
未
除
服
姦
、
見
弟
爭
財
、
當
死
、
自
殺

。

【同
書
巻
一
六
・
高
惠
高
后
文
功
臣
表
・
堂
邑
安
侯
陳
嬰
の
項
】

ま
た
、
「禽
獣
行

」
の
項
で
次
の

『
史
記
』

巻
一
九
・
惠
景
間
侯
者
年
表
の
記
述
を
引
用
す
る
。

元
鼎
元
年
、
［隆
慮
］
侯

［陳
］
嬌
坐
母
長
公
主
発
未
除
服
、
姦
、
禽
獸
行
、
當
死
、
自
殺
、
國

（躍

。

（
0
）

沈
家
本
は
、
右
の
三
例
を

「未
除
服
姦

」
と
題
し
た
項
で
掲
げ
、
そ
の
按
語
に
お
い
て

漢
法
、
居
喪
犯
姦
、
其
罪
極
重

。
諸
候
王
罪
至
廢
徙
、
其
他
皆
當
棄
市
矣
。

と
述
べ
る
。

（
71
）

以
上
は
唐
律
の

「居
父
母
喪
姦

」
に
当
た
る

。
沈
が
論
じ
る
よ
う
に
、
王
は

「廃
徙

」、
諸
侯
以
下
な
ら
ば

「棄
市

」
に
処
さ
れ
た
と

（
72
）

考
え
ら
れ
る

。
唐
律
で
は
凡
姦
に
二
等
加
重
と
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら

（
第
一
節
a
項
参
照
）
、
沈
が

「其
罪
極
重

」と
説
く
如
く
、
漢

（ i

l
）

律
の
処
罰
は
唐
律
よ
り
も
は
る
か
に
重
か
っ
た
と
評
し
え
よ
う

。

父
母
の
喪
服
中
に
お
け
る
姦
淫
の
他
に

、
唐
律
で
は
、
夫
の
服
喪
期
間
に
妻
が
犯
し
た
不
義
密
通
に
対
し
て
も
同
等
の
刑
を
科
し
た

。

周
知
の
よ
う
に

、
夫
の
た
め
の
喪
服
は
、
父
に
対
す
る
そ
れ
と
同
格
の
斬
衰
で
あ
っ
た

。
『
儀
礼
』

喪
服
篇
に
は



婦
人
有
三
從
之
義
、
無
專
用
之
道

。
故
未
嫁
從
父
、
既
嫁
從
夫
、
夫
死
從
子

。
故
父
者
子
之
天
也
、
夫
者
妻
之
天
也
。

と
あ
り
、
妻
に
と
っ
て
夫
は
、
子
に
お
け
る
父
と
同
様

「天
」
な
る
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

。
先
の
服
喪
規
定
が
か
か
る
観
念

に
由
来
す
る
こ
と
、
資
言
を
要
す
ま
い

。
こ
う
し
た
経
義
に
基
づ
い
て
、
唐
律
で
は
子
と
妻
の

「居
喪
姦

」
を
一
様
に
処
罰
す
る
の
で

（ l

-
）

あ
る

。
で
は
、
こ
の

「居
夫
喪
姦

」
に
関
し
て
、
秦
律
・
漢
律
は
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

。
考
察
に
当
た
っ
て
格
好
の
検

討
材
料
と
な
す
べ
き
は
、
前
節
a
項
で
紹
介
し
た

『
奏
識
書
』

案
例
二
一
で
あ
ろ
う

。
再
度
確
認
す
る
と
、
本
件
は
、
亡
夫
の
葬
儀
中

に
募
婦
が
犯
し
た
密
通
事
件
で
あ
っ
た

。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
案
件
の
分
析
か
ら
は
十
分
な
結
論
を
導
き
出
せ
な
い
の
で

あ
る

。
冒
頭
所
引
の
律
が
当
該
事
案
の
処
理
に
際
し
て
参
照
さ
れ
た
条
文
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は

「居
夫
喪
姦

」
に
関
わ
る

律
文
が
引
用
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。
と
こ
ろ
が
、
引
か
れ
て
い
る
律
は
次
の
如
き
で
あ
っ
た

。

奸
者
、
耐
爲
隷
臣
妾
。
捕
奸
者
必
案
之
校
上
。

右
が

「居
夫
喪
姦

」
の
罰
則
規
定
で
あ
っ
た
と
は
、
些
か
考
え
が
た
い

。
相
当
す
る
条
文
は
、
本
件
が
発
生
し
た
当
時
未
制
定
で
あ
っ

た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か

。

し
か
も
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
刑
は

「耐
為
隷
臣
妾

」
で
あ
る

。
こ
れ
は
未
婚
女
性
と
の
和
姦
の
刑
罰
に
他
な
ら
な
い

。
後
世
の

常
識
か
ら
い
う
と
、
募
婦
は
既
婚
者
で
あ
る

。
少
な
く
と
も
、
亡
夫
の
喪
服
期
間
中
は
そ
の
よ
う
に
目
さ
れ
て
い
た

。
よ
っ
て
、
本
事

犯
は
、
「居
夫
喪
姦

」で
な
け
れ
ば
、
最
低
限
有
夫
婦
女
と
の
和
姦
と
し
て
処
分
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る

。
だ
が
、
引
か
れ
て
い
る
律
文
が

秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
三
九



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
四
〇

こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る

。

二
年
律
令
に
お
い
て
は
明
ら
か
に

、
女
性
の
未
婚
・
既
婚
に
よ
っ
て
和
姦
罪
の
軽
重
が
分
け
ら
れ
て
い
た

。
従
つ

て
、
既
婚
女
性
と

の
和
姦
処
罰
規
定
が
引
か
れ
て
い
な
い
事
実
を
以
て
当
該
条
文
の
不
在
を
仮
定
す
る
こ
と
、っ
ま
り
、案
例
二
一
段
階
の
律
で
は
有
夫
・

無
夫
の
区
別
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
理
解
す
る
の
は
、
余
程
の
明
証
が
な
い
限
り
、
危
険
な
想
定
と
い
い
え
よ
う

。
と
す
る
と
、

律
文
の
引
用
が
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
論
断
を
除
け
ば
、
考
え
ら
れ
る
可
能
性
は
次
の
一
っ
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い

。
即
ち
、
当
該
期

で
は
、
寡
婦
を

「有
夫

」
と
見
な
す
社
会
通
念
が
未
確
立
で
あ
っ
た

。
そ
の
た
め
、
夫
と
死
別
し
た
婦
女
に
は

「無
夫

」
と
の
和
姦
の

処
罰
規
定
が
適
用
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

。
彭
浩
氏
は
、
案
例
二
一
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
「女
子
甲
的
丈
夫
去
世
、
両
人
間
的
婚

（
75
）

姻
事
実
上
就
不
復
存
在
、
女
子
甲
也
就
不
必
為
其
死
去
的
丈
夫
承
担
妻
子
的
義
務
、
并
且
可
以
自
由
改
嫁

」
と
論
じ
ら
れ
る
。
更
な
る

検
討
を
要
す
る
が
、
本
案
例
か
ら
は
、
そ
の
当
時
、
夫
が
死
ん
で
し
ま
う
と
、
募
婦
と
亡
夫

（
あ
る
い
は
婚
家
）
と
の
関
係
は
相
当
微

妙
な
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
印
象
を
強
く
受
け
る
の
で
あ
る

。

「居
夫
喪
姦

」
に
関
す
る
規
定
は
、
睡
虎
地
秦
簡
に
も
、
ま
た
、
『
二
年
律
令
』

中
に
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

。
漢
初
以
前
で
は

当
該
法
規
は
未
設
で
あ
っ
た
、
と
想
像
さ
せ
る
材
料
ば
か
り
が
集
ま
る

。
そ
の
存
否
、
お
よ
び
制
定
の
時
期
に
っ
い
て
は
、
秦
漢
時
代

に
お
け
る
夫
妻
関
係
の
間
題
と
あ
ゎ
せ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
ぉ
き
た
い

。

c

親
属
相
姦

『
資
治
通
鑑
』

巻
二
二
・
漢
紀
一
四
・
武
帝
後
元
二
年
秋
七
月
条
に
は



濟
北
王
寛
坐
禽
獸
行
自
殺

。

と
あ
り
、
胡
三
省
は
こ
こ
に

漢
法
、
内
亂
者
爲
禽
獸
行
。

と
注
を
付
す

。
「内
乱

」
と
は

「親
属
相
姦

」
の
意
に
他
な
ら
な
い

。
親
属
相
姦
は

「禽
獸
行

」
と
見
な
さ
れ
、
漢
代
で
も
凡
姦
よ
り
厳

し
く
処
罰
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
調

。

親
属
相
姦
に
関
す
る
規
定
と
し
て
、
再
三
引
用
し
た
二
年
律
令
・
機
律

（一
九
一
簡
）
に
は
次
の
如
く
見
え
る
。

同
産
相
與
奸
、
若
取

（
娶
）
以
爲
妻
、
及
所
取

（要
）
、
皆
棄
市

。
其
強
與
奸
、
除
所
強
。

兄
弟
姉
妹
間
の
姦
淫
は

「棄
市

」。
唐
律
・
明
清
律
で
は
そ
れ
ぞ
れ

「絞
」
「斬
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
処
罰
は

一
貫
し
て

処
死
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。
ま
た
、
右
の
条
文
に
よ
れ
ば
、
同
産
間
の
結
婚
も
同
様
に

「棄
市

」
で
あ
っ
た

。
姦
淫
と
婚
姻
と
に
は

同
じ
刑
が
科
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
唐
律
以
降
の
規
定
で
も
總
麻
親
以
上
の
同
姓
婚
は

「姦
を
以
て
論
ず

」
と
定
め
ら
れ
て
い

（
記

。
っ
ま

り
、
一
九
一
簡
の
如
き
法
規
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
後
代
の
律
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
の
で
あ
る
。

文
献
史
料
に
日
を
転
じ
る
と
、
『
漢
書
』

巻
一
四
・
諸
侯
王
表
・
代
孝
王
參

（文
帝
の
子
）
の
項
に

地
節
元
年
（前
六
九
）
、
王
年
嗣
、
四
年
、
坐
與
同
産
妹
姦
、
廢
遷
房
陵
、
與
邑
百
家

。

と
あ
る

。
ま
た
、
同
書
巻
一
五
上
・
王
子
候
表
上
に
は
、
東
平
候
慶

（
城
陽
共
王
の
子
）
の
項
に

元
狩
三
年
（
前
一
二
〇
）
、
坐
與

:

t
S一
姦
、
下
獄
痰
死
。

と
見
え
、
更
に
、
安
城
思
候
蒼

（長
沙
定
王
の
子
）
の
項
に
は

秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

四



秦
漢
姦
淫
罪
雜
考

一
四
二

侯
壽
光
嗣
、
五
鳳
二
年
（前
五
六
）
、
坐
與
娜
亂
、
下
獄
病
死
。

と
あ
る

。
沈
家
本
は

「与
娜
妹
姦

」
の
項
で
右
の
三
例
を
引
き
、
そ
の
按
語
で

與
娜
妹
姦
、
漢
法
極
重
、
諸
候
王
廢
徙
、
其
他
當
棄
市
矣
。

と
述
べ
る

。
沈
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
ろ
う

。
か
か
る
処
罰
の
あ
り
方
は
、
前
項
の

「居
父
母
喪
姦

」
と
全
く
同
じ
い

。

同
産
相
姦
以
外
の
事
例
と
し
て
は
、
『
史
記
』

巻
一
八
・
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
に

元
鼎
二
年
（
前
一
一
五
）
、
［汝
陰
］
侯

［夏
侯
］
頗
坐
尚
公
主
、
與
父
御
婢
姦
罪
、
自
殺
、
國
除
。

と
見
え
る

。
ま
た
、
同
書
巻
一
一
八
・
淮
南
衡
山
列
伝
に
も

［衡
山
王
賜
子
］
孝
先
自
告
反
、
除
其
罪
、
坐
與
王
御
婢
姦
、
棄
市
。

（78
）

と
あ
る

。
な
ぉ
、
衡
山
王
賜
の
子
・
劉
孝
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
、
武
帝
・
元
狩
元
年
（前
一
二
二
）の
こ
と
で
あ
っ
た

。

沈
家
本
は

『
史
記
』

高
祖
功
臣
侯
者
年
表
の
記
載
を

「与
父
御
婢
姦

」
の
項
で
引
き

、
そ
の
按
語
に
お
い
て
次
の
如
く
論
じ
る

。

父
御
婢
與
父
妾
究
有
分
別
。
此
侯

（
=
夏
侯
頗
）
畏
罪
自
殺
、
在
漢
法
不
知
科
以
何
罪
。

し
か
し
、
夏
候
頗
は
罪
を
畏
れ
て
自
殺
し
た
の
で
は
な
い

。
鎌
田
重
雄
・
布
目
潮
、温
両
氏
が
論
じ
る
よ
う
に

、
諸
候
王
の
自
殺
は
強
制

的
自
殺
で
あ
っ
た
か
ら
、
処
死
と
断
罪
さ
れ
た
結
果
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が
高
か
っ
た
故
に

、
服
毒
な
い
し
は
自
刎
し
た
と
理
解

（
9
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
事
実
、
『
漢
書
』

巻
三
五
・
燕
王
劉
澤
伝
に
は

［燕
王
］
定
國
與
父
康
王
姫
姦
、
生
子
男
一
人
、
奪
弟
妻
爲
姫
、
與
子
女
三
人
姦

。
-
…

。
至
元
朔
中
（前
一
二
八
～
前
一
二
三
）
、

ー
…
、
下
公
卿
、
皆
議
日

「定
國
禽
獸
行
、
亂
人
倫
、
逆
天
道
、
當
誅

。」
上
許
之
。
定
國
自
殺
、
立
四
十
二
年
、
國
除
。



と
あ
り
、
燕
王
定
国
は

「当
一誅

」
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
た
後
、
自
害
す
る
に
及
ん
で
い
調

。
ま
た
、
前
項
所
引
の
『
史
記
』

惠
景
間

候
者
年
表
に
も
、
隆
慮
侯
陳
嬌
に
っ
い
て

「禽
獸
行
、
当
死
、
自
殺
、
国
除

」
と
見
え
る

。っ
ま
り
、
父
の
御
婢
と
の
姦
淫
の
咎
で
夏

候
頗
に
も
死
刑
の
宣
告
が
な
さ
れ
た
と
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る

。
劉
孝
に
科
さ
れ
た

「棄
市

」
が

、
そ
の
具
体
的
な
刑
名
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い

。

一

先
の
按
語
で
沈
は

「父
御
婢
与
父
妾
究
有
分
別
」
と
前
置
き
す
る

。
第
一
節
a
項
で
確
認
し
た
よ
う
に

、
唐
律
で
は
、
父
祖
の
子
を

産
ん
だ
妾
と
私
通
し
た
場
合
、
親
属
和
姦
の
最
高
刑
で
あ
る

「絞
」
に
処
さ
れ
た

。
そ
し
て
、
子
の
い
な
い
妾
、
所
幸
の
婢
の
順
に
罪

一
等
が
逓
減
さ
れ
た
の
で
あ
る

。
伝
統
中
国
的
な
法
的
常
識
に
お
い
て
、
妾
と
婢
を

「分
別
」
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た

。
と

こ
ろ
が
、
漢
律
の
世
界
で
は
、
こ
う
し
た
通
念
は
通
用
し
な
い

。
御
婢
と
の
和
姦
で
さ
え

「棄
市

」
に
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る

。
妾
は

嬋
よ
り
も
身
分
が
高
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
の
姦
淫
に

「棄
市

」よ
り
軽
い
刑
が
科
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い

。
上
掲
の
『
漢
書
』

燕
王
劉
澤
伝
に
は

「与
父
康
王
姫
姦

」
と
見
え
る

。
燕
王
定
国
の
罪
名
は

「禽
獸
行

」
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
父
王
の
姫
、
即
ち
父

妾
と
の
淫
事
だ
け
で
処
死
と
断
罪
さ
れ
た
に
相
違
あ
る
ま
い

。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
次
の
二
年
律
令
・
機
律

（一
九
五
簡
・
一
五
九
頁
）
の
記
載
で
あ
る

。

復
兄
弟
・
孝
〈

季
〉

父
柏

（
伯
）
父
之
妻
・
御
婢
、
皆
媒
爲
城
旦
春

。
復
男
弟
兄
子
・
孝
〈

季
〉

父
柏

（伯
）
父
子
之
妻
・
御
婢
、

皆
完
爲
城
旦
。

冒
頭
の

「復
」
に
つ
い
て
、
『
左
伝
』

宣
公
三
年
に
は

［鄭
］
文
公
報
一娜
子
之
妃
日
陳
媽

。

秦
漢
一最
淫
罪
雑
考

一
四
三



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
四
四

と
あ
り
、
そ
の
注
で
杜
預
は
漢
律
の
佚
文

「淫
季
父
之
妻
日
報

」
を
引
く

。
『
二
年
律
令
』

の
整
理
小
組
は
、
こ
の
杜
注
を
参
照
し
て
、

「復
」
は

「報
」
と
同
義
、
と
説
く

。
『
毛
詩
』

那
風
・
「雄
雜

」'

序
の
疏
に
も
以
下
の
如
く
見
え
る

。

服
虔
日
、
鄭
子
、
文
公
叔
父
子
儀
也
。
報
、
復
也
。
淫
親
一屬
之
妻
日
報

。
漢
律

『
淫
季
父
之
妻
日
報
』
。

後
漢
末
の
服
虔
は
、
「報
」
を

「復
」
と
解
説
し
た
後
、
「親
属
の
妻
を
淫
す
る
を
報
と
日
う
」
と
説
明
す
る

。
「復
」
が
姦
淫
の
意
で
あ

（
81
）

る
な
ら
ば
、

一
九
五
簡
の
条
文
は
、
親
属
相
姦
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。

と
す
る
と
、
本
条
で
先
ず
着
目
す
べ
き
は
、
妻
と
御
婢
が
一
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る

。こ
こ
で
は
妾
に
つ
い
て
ふ
れ
な
い
が
、

『
二
年
律
令
』

に
お
け
る

「妾
」字
の
用
例
を
調
べ
る
と
、
「裁
臣
妾

」
「 :

識
妾
」
と
刑
名
を
表
す
場
合
に
し
か
、
こ
の
字
は
用
い
ら
れ
て

い
な
（
W
）

。
後
代
の
妾
に
相
当
す
る
女
性
は
、
「下
妻

」
「偏
妻

」と
い
う
よ
う
に

、
「妻
」字
の
上
に
修
飾
語
を
冠
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る

。

「下
妻

」は
後
世
の
妾
に
当
た
り
、

「偏
妻

」
は

「別
宅
に
住
ま
う
妾
」
の
意
と
考
え
ら
れ

（
和

。
本
条
の

「要
」に
は
、
こ
う
し
た

「妻
」

も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
女
性
当
事
者
が
妻
で
あ
っ
て
も
、
御
婢
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
処
罰
は
同
じ
い

。
妾
と
の
淫
事
に
対
し
て
も
、
同
一

の
刑
が
科
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る

。
三
者
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
看
取
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

科
刑
の
あ
り
方
は
、
二
年
律
令
以
後
の
漢
律
に
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
に
違
い
な
い

。
父
妾
と
の
和
姦
は
、
御
婢
と
の
そ
れ
と

同
様

「棄
市

」
に
処
さ
れ
た
。
先
の
文
献
史
料
を
用
い
た
考
察
か
ら
、
か
か
る
結
論
を
導
き
出
し
て
も
、
失
当
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
で
あ
ろ
う

。

要
す
る
に

、
漢
律
に
お
け
る
親
属
相
姦
の
刑
罰
規
定
で
は
、
妻
・
妾
・
御
婢
と
の
姦
淫
を
一
様
に
処
罰
し
た
の
で
あ
る

。
こ
れ
は
、
三



者
の
身
分
に
応
じ
て
刑
に
軽
重
を
設
け
る
伝
統
中
国
的
な
刑
法
規
定
と
明
ら
か
に
異
な
る

。指
摘
す
べ
き
第

一
の
相
違
点
と
い
え
よ
う

。

更
に

、
上
掲
の
一
九
五
簡
に
分
析
を
加
え
る
と

、
以
上
の
他
に
も
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
が
つ
く

。
本
簡
に
見
え
る
親
属
を
整

理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る

（
御
郷
は
省
略
）
。

③

兄
弟
の
妻

⑥

伯
叔
母

（
「季
父
伯
父
之
妻

」）
ｩ

兄
弟
の
子
の
妻

（a
）従
父
兄
弟
の
妻

（「季
父
伯
父
子
之
妻

」）

こ
の
四
者
と
の
淫
事
に
関
し
て
、
③
⑥

で
あ
れ
ば

「錬
為
城
旦
春

」、
ｩ
-a

）の場
合
に
は

「完
為
城
旦
春

」
に
当
て
る
と
定
め
ら
れ
て

い
る

。
唐
律
に
お
い
て
は
、
第
一
節
a
項
で
確
認
し
た
よ
う
に

、
そ
の
処
罰
は

@
=
流
二
千
里
、
⑥
=
絞
、
ｩ
=
流
二
千
里
で
あ
っ
た
。

一
0

a

）は
「無
服

」
で
あ
る
か
ら
、
凡
姦
中
の
既
婚
女
性
と
の
和
姦
と
さ
れ
、
徒
二
年
に
処
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
こ
れ
を
刑
の
重
さ
に

従
つ

て
並
び
替
え
る
と
、
⑥
1
@
ｩ
1（a
）の順
に
な
る

。こ
れ
に
対
し
て
、
二
年
律
令
の
区
分
は

③
〇
-
ｩ（a

）とな
っ
て
い
る

。
両
律

の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う

。
二
年
律
令
の
論
理
に
っ
い
て
日
下
の
と
こ
ろ
十
分
な
説
明
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
本
条
が

唐
律
の
よ
う
な
五
服
の
制
に
則
つ
た
規
定
で
な
い
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
（
-

）

。

五
服
が
そ
の
基
本
原
理
と
し
て
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
西
晋
の
泰
始
律
に
始
ま
る
。
同
律
に
っ
い
て
、
『
晋
書
』

巻
三
〇
・
刑

法
志
に
は

文
帝
爲
晉
王
、
患
前
代
律
令
本
注
煩
雜
、
陳
羣
・
劉
邵
雖
經
改
革

、
而
科
網
本
密
、
又
叔
孫
・
郭
・
馬
・
杜
諸
儒
章
句
、
但
取
鄭

楽
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
四
五



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
四
六

氏
、
又
爲
偏
黨
、
未
可
承
用

。
於
是
令
買
充
定
法
律

、
令
與
太
傳
鄭
沖
:
-
・
等
十
四
人
典
其
事
、
-
-
。
重
姦
伯
叔
母
之
令
、
棄

市
。
淫
寡
女
、
三
歳
刑

。
崇
嫁
娶
之
要
、
一
以
下
娉
爲
正
、
不
理
私
約

。
峻
禮
教
之
防
、
準
五
服
以
制
罪
也
。
凡
律
令
合
二
千
九

百
二
十
六
條
、
十
二
萬
六
千
三
百
言
、
六
十
卷
、
故
事
三
十
卷
。
泰
始
三
年
、
事
畢
、
表
上
。

と
あ
る

。
傍
線
部
の

「峻
礼
教
之
防
、
準
五
服
以
制
罪
也

」は
、
泰
始
律
編
纂
の
基
本
姿
勢
を
簡
便
に
説
明
し
た
一
文
に
他
な
ら
な
い

。

そ
し
て
、
こ
の
前
文
の
傍
点
部
に
は

「重
姦
伯
叔
母
之
令
、
棄
市

」
と
見
え
る

。
沈
家
本
は
、
こ
れ
を
引
用
し
た
上
で

［唐
律
］
姦
伯
叔
母
者
絞
、
亦
沿
於
晉
法
、
而
改
輕
者

。

と
論
じ
（
認

。
お
そ
ら
く
、
泰
始
律
以
前
で
は
、

「鯨
為
城
旦
春

」
（
二
年
律
令
の
刑
罰
）
の
流
れ
を
く
む
一一一一一一鉗城
旦
刑
に
処
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
（

g
。
そ
れ
が
、
唐
律
と
同
様
の
処
死
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る

。

「姦
伯
叔
母
之
令
」は
、
「五
服
に
準
じ
て
以
て
罪
を
制

」し
た
律
則
改
定
の
一
例
と
し
て
、
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

。

『
晋
書
』
刑
法
志
は
伯
叔
母
と
の
和
姦
に
つ
い
て
し
か
ふ
れ
な
い
が
、
こ
の
時
に
改
正
さ
れ
た
規
定
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る

。
兄
弟
の
妻
・
見
弟
の
子
の
妻
・
従
父
見
弟
の
妻
と
の
場
合
に
関
し
て
も
、
五
服
の
制
に
準
じ
て
刑
罰
の
組
み
替
え
が
行
わ
れ
た

と
推
断
し
て
大
過
あ
る
ま
い

。
二
年
律
令
・
操
律

（
一
九
五
簡
）
の
如
き
処
罰
規
定
は
、
泰
始
律
の
編
築
時
に
抜
本
的
な
改
定
が
な
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た

。



第
五
節

異
父
同
母
兄
弟
姉
妹
の
姦
淫

睡
虎
地
秦
簡
・
法
律
答
問

（一
七
二
簡
・
一
三
四
頁
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る

。

同
母
異
父
相
與
奸
、
可

（何
）
論
。
棄
市

。

一商
偉
氏
は
、
本
条
を
引
用
し
た
上
で
、
「即
兄
弟
姐
妹
之
間
通
奸
、
均
処
以
死
刑
」と
述
べ

（a
。
氏
が
指
摘
す
る
如
く
、
前
節
c
項
で
掲

げ
た
二
年
律
令
・一標
律

（
一
九
一
簡
）
と
同
様
の
規
定
は
、
睡
虎
地
秦
律
の
段
階
で
既
に
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

。
「同
産
相
姦

は
棄
市

」
と
い
う
律
則
を
比
付
援
引
し
て
、
同
母
異
父
間
の
和
姦
罪
に
も
同
じ
刑
を
科
す
べ
し
と
量
定
さ
れ
た
に
違
い
な
い

。

か
か
る
処
罰
は
唐
律
の
そ
れ
と
明
ら
か
に
異
な
る

。
第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に

、
唐
律
で
は
、
親
兄
弟
姉
妹
の
和
姦
は
絞
、
異
父

同
母
で
あ
れ
ば
徒
三
年
と
、
刑
の
軽
重
は
隔
絶
し
て
い
た

。
そ
も
そ
も
、
父
系
原
理
に
貫
か
れ
た
同
律
に
お
い
て
、
姓
の
異
な
る
兄
弟

姉
妹
を
一
様
に
扱
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
は
ず
が
な
い

。
秦
律
に
お
け
る
類
推
解
釈
の
あ
り
方
が
右
の
如
き
で
あ
っ
た
の

な
ら
ば
、
当
該
律
で
は
同
父
・
異
父
の
違
い
を
絶
対
的
な
差
異
と
せ
ず
、
両
者
を

「兄
弟
姉
妹

」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
一
括
し
て
い

た
こ
と
に
な
る

。
秦
律
と
唐
律
と
で
は
、
立
法
者
が
寄
つ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
親
属
観
念
に
相
当
の
隔
た
り
が
存
し
た
と
考
え
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
。

出
土
し
た

『
二
年
律
令
』

の
中
に
は
、
上
掲
の
法
律
答
問
と
合
致
す
る
規
定
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

。
し
か
し
、
こ
れ
が
直
ち

に
か
か
る
律
文
の
不
在
を
意
味
す
る
と
は
思
え
な
い

。
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う
に

、
前
漢
代
に
お
い
て
母
后
の
異
姓
兄
弟
姉
妹
は
、
そ
の

親
見
弟
姉
妹
と
ほ
ぼ
同
等
の
処
遇
を
皇
帝
か
ら
受
け
て
い
た

。
し
か
も
、
こ
れ
を
批
判
す
る
言
説
は
、
前
漢
後
期
の
成
帝
の
一
言
し
か

楽
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
四
七



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
四
八

確
認
で
き
な
（一一）。か
よ
う
な
事
実
を
然
ら
し
め
た
原
因
は
、
皇
帝
の
縁
戚
と
い
う
特
殊
な
事
情
に
で
は
な
く
、
法
律
答
問
か
ら
窺
え
る

血
縁
意
識
に
こ
そ
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
「同
父
も
異
父
も
と
も
に

『
兄
弟
姉
妹
』
」
と
す
る
血
族
観
は
、
前
漢

一
代
を
通
じ
て
社

会
的
な
通
念
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
如
上
の
観
念
が
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
異
姓
同
母
の
兄

弟
姉
妹
相
姦
に
科
さ
れ
た
刑
罰
も
、
秦
律
段
階
と
同
じ

「棄
市

」
で
あ
っ
た
と
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る

。

前
稿
で
は
、前
漢
以
前
に
お
け
る
異
父
兄
弟
姉
妹
の
事
例
と
し
て
、
戦
国
秦
の
宣
太
后
と
魏
・

特
の
例
を
掲
げ
て
お
い
た
が
、
更
に
遡
つ

て
、
『
左
伝
』

成
公
一
一
年
に
以
下
の
如
き
記
載
が
見
え
る

。

聲
伯
之
母
不
聘
、
穆
姜
日

「吾
不
以
妾
爲
似

。」生
聲
伯
而
出
之
、
嫁
於
齊
管
于
奚
、
生
二
子
、
而
寡
以
歸
聲
伯

。
聲
伯
以
其
外
弟

爲
大
夫
、
而
嫁
其
外
妹
於
施
孝
叔

。
都
撃
來
聘
求
婦
於
聲
伯
、
聲
伯
奪
施
氏
婦
以
與
之
。

魯
の
文
公
の
孫
・
子
叔
聲
伯

（公
孫
一嬰
齊
）
が
、
外
弟
を
大
夫
に
任
じ
、
外
妹
の
婚
嫁
先
を
決
め
て
い
る

。
こ
れ
が
史
実
で
あ
る
な
ら

ば
、
前
漢
代
に
お
け
る
異
姓
兄
弟
姉
妹
の
絆
意
識
は
、
春
秋
時
代
以
来
の
、遭
風
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う

。

ま
た
、
関
連
し
て
注
日
し
た
い
の
が
、
次
の
『
礼
記
』

檀
弓
篇
上
の
記
述
で
あ
る

。

公
叔
木
有
同
母
異
父
之
昆
弟
死
、
問
於
子
游

。
子
游
日

「其
大
功
乎
。」狄
儀
有
同
母
異
父
之
昆
弟
死
、
間
於
子
夏

。
子
夏
日

「我

未
之
前
聞
也
。
魯
人
則
爲
之
齊
衰

。」
狄
儀
行
齊
衰

。
今
之
齊
衰
、
狄
儀
之
問
也
。

同
母
異
父
昆
弟
の
服
喪
に
つ
い
て
、
子
游
は
大
功
と
推
定
し
、
子
夏
は
、

「我
未
之
前
聞
也

」と
前
置
き
し
た
上
で
、
魯
人
は
斉
衰
に
服

し
て
い
る
と
答
え
る

。
本
条
の
正
義
は

同
母
異
父
昆
弟
之
服
、
『
喪
服
』

無
文
、
故
子
游
疑
之
、
「其
大
功
乎

」。
「乎
」
是
疑
辭
也
。



と
、
「喪
服
無
文

」
の
故
に
子
游
も
断
定
し
か
ね
た
と
解
説
す
る

。
確
か
に
、
『
儀
礼
』

喪
服
篇
に
該
当
す
る
喪
服
礼
の
規
定
は
見
出
し

え
な
い

。
異
父
昆
弟
の
服
制
に
関
す
る
経
書
の
所
説
は
、
右
の
檀
弓
篇
の
記
載
し
か
確
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

。

い
う
ま
で
も
な
く
、
斉
衰
は
親
兄
弟
の
服
に
当
た
る

。
北
宋
の
張
載
が

同
母
異
父
之
昆
弟
、
狄
儀
服
之
、
齊
衰
、
是
與
親
兄
弟
之
服
同
。
如
此
、
則
無
分
別
。
無
分
別
、
禽
獸
之
道
也
。

（
89
）

と
批
判
し
、
ま
た
、
清
の
孫
希
旦
も

齊
衰
者
、
以
昆
弟
之
服
服
之
也
。
大
功
者
、
視
昆
弟
降

一
等
而
服
之
也
。
然
昆
弟
之
名
、
從
同
父
而
生
、
一
本
之
親
也
。
同
母
異

父
昆
弟
、
一
爲
繼
父
之
子
、
一
爲
因
母
前
所
生
之
子
。
此
雖
名
爲
昆
弟
、
實
非
昆
弟
也
。

と
論
難
す
る
如
e
、
子
一夏
の
説
く
と
ぉ
り
で
あ
れ
ば
、
同
父
・
異
父
を

「分
別

」
せ
ず
に

、
「昆
弟

」
と
い
う

「名
」
の
一
致
に
基
づ
い

て
、
異
姓
兄
弟
が
親
兄
弟
と
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
張
載
は

「禽
獸
之
道

」
と
痛
E

馬

す
る
が
、
檀
弓
篇
の
記
述
を
虚
心

に
読
む
限
り
で
は
、
儒
家
が
最
重
要
視
す
る
喪
服
礼
に
お
い
て
、
異
父
同
母
兄
弟
の
た
め
の
重
表
服
喪
は
以
後
常
制
と
な
さ
れ
た
、
と

し
か
解
釈
の
し
よ
う
が
な
い

。
こ
れ
が
当
時
の
実
情
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
史
料
で
あ
る
と
な
し
え
る
な
ら
ば
、
上
述
の
血
縁
観
念
は

春
秋
以
降
の
中
原
地
域
で
も
異
端
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
B
）

。
お
そ
ら
く
、
現
行
の

:

種
弓
篇
に
見
え
る

「今
之

斉
衰

」
と
い
う
表
現
を
、
二
年
律
令
の
立
法
者
達
が
目
に
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
対
し
て
彼
ら
は
何
の
違
和
感
も
感
じ
な
か
っ
た
に

違
い
な
い

。

し
か
し
、
や
が
て
斉
衰
説
を
批
判
す
る
論
者
が
現
れ
る

。
そ
の
所
説
は
、
『
礼
記
』
檀
弓
篇
本
条
の
正
義
、
お
よ
び
『
通
典
』
巻
九
一

の

「大
功
成
人
九
月

」
項
に
集
め
ら
れ
て
い
る

。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
四
九



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
五
〇

A
'

子
游
の
大
功
説
を
支
持
す
る

。
「同
父
同
母
」
の
兄
弟
は
斉
衰
で
あ
る
が
、
「母
を
同
じ
う
す
る

」
の
み
で
あ
る
か
ら
、
服
を

一
等
降
す

。

B
'

同
居
し
て
い
る
場
合

（再
嫁
し
た
母
に
付
き
従
つ
た
ケ
ー
ス
）
は
大
功
に
服
す

。
異
居
は
無
服
。
「異
父
」
を

「継
父

」と
読

み
替
え
、
同
居
の
継
父
が
斉
衰
で
あ
る
か
ら

（別
居
の
継
父
は
無
服
）
、
そ
こ
か
ら
一
等
を
降
す
と
す
る

。

C
'

同
居
で
あ
れ
ば
斉
衰
、
異
居
な
ら
ば
大
功
と
唱
え
る

。

D
'

小
功
と
説
く

。
母
党
親
属
の
服
は
外
祖
父
母
・
従
母
の
小
功
を
極
み
と
す
る
た
め
、
こ
れ
を
超
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
論
じ

る
。

E
'

「異
族
無
属

」
で
あ
る
か
ら
無
服

。

A
説
は
鄭
玄
、
B
説
は
王
肅
、
C
説
は
晋
の
淳
于
～

製
、
D
説
は
慮
植
、
E
説
は
曹
魏
の
高
堂fk

、
そ
れ
ぞ
れ
提
唱
す
る

。

こ
の
内
、
B
説
は

『
孔
子
家
語
』

巻
一
〇
・
曲
礼
子
貢
問
第
四
十
二
に
見
え
る
次
の
記
載
を
論
拠
と
す
る

。

都
人
以
同
母
異
父
之
昆
弟
死
、
將
爲
之
服
、
因
顔
克
而
問
禮
於
孔
子

。
子
日

「繼
父
同
居
者
、
則
異
父
昆
弟
、
從
爲
之
服
。
不
同

居
、
繼
父
且
猶
不
服
、
況
其
子
乎
。」

同
書
は
王
肅
偽
作
の
書
と
い
わ
れ
る
が
、
『
礼
記
』
檀
弓
篇
に
お
け
る
異
父
昆
弟
の
服
制
に
関
す
る
所
説
の
混
乱
は
、
孔
子
が
こ
の
件
に

つ
い
て
確
言
し
て
い
な
か
っ
た
が
故
に
発
生
し
た
と
王
肅
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う

。
そ
の
見
解
を
こ
こ
に
明
示
す
る

。
し
か
も
、
間
答

の
相
手
は
顔
克
で
あ
っ
た
と
す
利

。
子
游
と
子
夏
に
は
師
の
正
し
ぃ
教
え
が
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
だ
、
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
記

述
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。
檀
弓
篇
の
記
載
を
相
対
化
し
た
い
と
王
肅
は
強
く
願
つ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

。



『
大
唐
開
元
礼
』

巻
一
三
二
は
、
異
父
同
母
兄
弟
姉
妹
の
服
喪
を
小
功
の
義
服
と
定
め
る
。
こ
れ
は
先
の
D
説
と
同
じ
い

。
し
か
し
、

『
通
典
』

「大
功
成
人
九
月
」
項
の
中
で
小
功
説
を
唱
え
て
い
る
の
は
、
慮
植
と
一課
周

（後
掲
）
の
二
名
に
止
ま
る

。
主
流
は
鄭
玄
の
A

説
で
、
曹
魏
の
趙
怡
、
劉
宋
の
度
蔚
之
、
南
斉
の
張
融
等
が
こ
れ
を
支
持
し
、
内
、
度
蘭
之
と
張
融
の
両
名
が
王
肅
の
B
説
を
批
判
し

て
い
る
。
王
肅
は
こ
の
件
で
も
鄭
玄
の
解
釈
を
論
難
す
る
の
だ
が
、
王
肅
も
基
本
的
に
は
大
功
説
を
是
と
し
て
い
る
か
ら
、
結
論
に
お

け
る
鄭
・
王
の
差
異
は
小
さ
い

。
つ
ま
り
、
『
通
典
』

所
載
の
諸
論
を
見
る
限
り
で
は
、
子
夏
の
言
説
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す

る
淳
于
容
の
C
説
は
極
め
て
例
外
的
な
位
置
に
あ
り
、
大
方
の
儒
者
は
斉
衰
服
喪
を
非
礼
と
見
な
し
て
い
た
。
か
か
る
所
見
に
基
づ
い

て
、
い
く
っ
か
の
新
見
解
が
提
示
さ
れ
、
中
に
は
唐
礼
が
定
め
る
小
功
説
を
唱
え
る
者
も
い
た
が
、
当
該
期
で
は
少
数
派
に
止
ま
り
、
大

勢
と
し
て
は
子
游
の
大
功
説
を
前
提
と
す
る
主
張
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る

。

こ
こ
で
い
う

「当
該
期

」
と
は
、
後
漢
後
期
か
ら
六
朝
期
ま
で
を
指
す

。
前
掲
五
説
の
提
唱
者
の
内
で
、
最
も
生
年
が
早
い
の
は
慮

（
9
）

植

（一
三
〇
前
後
～
一
九
二
）
で
あ
る

。
そ
の
師
で
あ
る
馬
融

（
七
九
～
一
六
六
）
に

『
喪
服
経
伝
注
』

と
題
す
る
著
作
が
あ
る
か
ら
、

（
96
）

師
の
教
説
に
従
つ
て
、
慮
植
は
『
礼
記
』
檀
弓
篇
の
記
載
に
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う

。
斉
衰
説
を
論
難
す
る
学
術
界
の
風
潮
は
、
後

漢
中
期
に
萌
芽
し
、
後
期
以
降
議
論
が
本
格
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る

。
そ
し
て
、
そ
れ
が
最
も
活
発
で
あ
っ
た
の
は
一習
魏
・
西
晋
代
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い

。各
説
の
唱
道
さ
れ
た
時
期
が
こ
の
期
間
に
集
中
し
て
い
る
事
実
は
、
か
か
る
推
論
の
至
当
さ
を
証
明
し
て
い
る

。

こ
う
し
た
議
論
は
、
単
に
経
学
上
の
疑
義
を
解
決
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

。
『
通
典
』

「大
功
成
人
九
月

」
項
の
注
に

は
、
次
の
如
き
記
載
も
見
え
る

。

蜀
一誰
周
云

「凡
外
親
正
服
皆
總
、
加
者
不
過
小
功
。
今
異
父
見
弟
、
父
沒
母
嫁
、
所
生
者
皆
相
報
服

。」

秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

五



秦
漢
姦
淫
罪
雜
考

一
五
二

文
中
の

「今
」
と
は
、
一議
周
が
生
き
て
い
た
三
国
・
晋
初
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

。
当
時
、
確
か
に

「所
生
者
皆
相
報
服

」
と
い

う
喪
礼

-
「所
生
」
（
同
母
）
の
見
弟
の
た
め
に

「報
服

」
（
斉
衰
服
喪
）
す
る

1
が
行
わ
れ
て
い
た
。
か
く
の
如
き
現
状
を
一課
周

は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る

。
先
の
A
～
E
説
は
、
実
際
に
履
行
さ
れ
て
い
た

「不
当

」
な
礼
の
実
践
を
本
来
の
あ
る
べ
き
様
式
に
矯

正
し
よ
う
と
す
る
、
こ
う
し
た
現
実
的
な
課
題
に
根
ざ
し
て
発
議
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

更
に

『
晋
書
』

巻
一
九
上
・
礼
志
上
に
見
え
る
摯
虞
の
上
表
文
に
っ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
よ
う

。
西
晋
の
太
康
（
二
八
〇
～
九
）
初

め
、
尚
書
郎
の
摯
虞
に
対
し
て
、
苟
顯
等
が
撰
し
た
新
礼
の
得
失
を
検
討
す
る
よ
う
命
令
が
下
つ
た

。
そ
の
答
申
で
、
摯
虞
は

「喪
服

最
多
疑
闕
、
宜
見
補
定

」
と
論
じ
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る

。

蓋
冠
婚
祭
會
諸
吉
禮
、
其
制
少
變
。
至
于
喪
服
、
世
之
要
用
、
而
特
易
失
旨

。
故
子
張
疑
高
宗
諒
陰
三
年
、
子
思
不
聽
其
子
服
出

母
、
子
游
謂
異
父
昆
弟
大
功
、
而
子
夏
謂
之
齊
衰

。
及
孔
子
沒
而
門
人
疑
於
所
服

。
此
等
皆
明
達
習
禮
、
仰
讀
周
典
、
俯
師
仲
尼
、

漸
、演
聖
訓
、
講
肄
積
年
、
及
遇
喪
事
、
猶
尚
若
此
、
明
喪
一禮
易
惑
、
不
可
不
詳
也
。
況
自
此
已
來
、
篇
章
焚
散
、
去
聖
彌
遠
、
喪

制
詭
謬
、
固
其
宜
矣
。

「及
孔
子
没
而
門
人
疑
於
所
服

」
の
具
体
例
の
一
っ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る

「高
宗
諒
陰
三
年

」
（
『
論
語
』

憲
問
篇
）
は
、
諒
間
心
喪

の
制
に
関
わ
る

。
西
晋
の
泰
始
年
間
に
武
帝
の
除
服
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
喪
礼
が
朝
廷
で
議
論
の
的
に
な
っ
た
こ
と
は
、
藤
川
正
数

氏
が
詳
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
護

。
ま
た
、
次
の

「子
思
不
聴
其
子
服
出
母

」は
、
異
父
昆
弟
の
服
喪
と
同
じ
、
『
礼
記
』
檀
弓
篇
上
に
見

え
る
説
話
で
あ
る

。
鄭
玄
は
当
条
に

礼
、
爲
出
母
期
、
父
卒
爲
父
後
者
不
服
耳
。



と
注
す
る
が
、
『
通
典
』

巻
九
四
・
礼
典
五
四
・
「為
父
後
出
母
更
還
依
己
為
服
議

」
項
に
よ
る
と
、一mm
魏
の
嘉
平
元
年

（
二
四
九
）
に

次
の
如
き
事
件
が
発
生
し
た

。

魏
嘉
平
元
年
、
魏
郡
太
守
鍾
毓
爲
父
後
、
以
出
母
無
主
後
迎
還
、
輒
自
制
服

。

「為
父
後
者

」で
あ
る
鍾
毓
が
離
縁
さ
れ
た
母
の
葬
儀
を
執
り
行
つ
た
の
で
あ
る

。
こ
の
後
、
出
母
の
た
め
の
服
を
め
ぐ
っ
て
礼
制
上
の

論
争
が
起
こ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
經

。っ
ま
り
、
摯
虞
が
掲
げ
る

「高
宗
諒
陰
三
年

」
「子
思
不
聴
其
子
服
出
母
」は
、
い
ず
れ

も
、
当
該
期
に
お
け
る
具
体
的
な
礼
実
践
の
あ
り
方
と
密
接
に
関
連
し
た
経
文
上
の
疑
点
で
あ
っ
た
と
見
な
し
え
る
の
で
あ
る

。
第
三

の
例
と
し
て
示
さ
れ
る
異
父
昆
弟
の
喪
礼
も
、
現
実
の
礼
制
間
題
と
の
関
わ
り
か
ら
挙
例
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い

。
前
段
の
推
測
が

正
し
ぃ
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
証
明
で
き
る
の
で
あ
る

。

摯
虞
は
続
け
て
、
鄭
玄
と
王
肅
と
の
間
で
学
説
が
異
な
る
喪
服
礼
上
の
係
争
点
を
四
つ
掲
げ
、
そ
の
上
で
以
下
の
よ
う
に
苟
額
の
新

礼
を
批
判
す
る
。

喪
服
本
文
省
略
、
必
待
注
解
事
義
迺
彰

。
其
傳
説
差
詳
、
世
稱
子
夏
所
作
。
鄭
・
王
祖
經
宗
傳
、
而
各
有
異
同
、
天
下
並
疑
、
莫

知
所
定
。
而
銀
直
書
古
經
文
而
已
、
盡
除
子
夏
傳
及
先
解
注
説
、
其
事
不
可
得
行
。
及
其
行
事
、
故
當
還
頒
異
説
、
一
彼
一
此
、
非

所
以
定
制
也
。

右
に
お
い
て
摯
虞
は
、
異
父
昆
弟
の
服
喪
に
つ
い
て
何
も
コ
メ
ン
ト
し
て
い
な
い

。
既
に
こ
の
件
に
関
し
て
は
決
着
済
み
と
見
て
い
た

（99
）

の
で
あ
ろ
う

。
新
礼
の
不
備
を
指
弾
し
て
は
い
る
が
、
当
該
礼
の
定
め
る
異
父
昆
弟
の
た
め
の
喪
礼
に
対
し
て
は
、
疑
義
を
抱
い
て
い

な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

。
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
鄭
王
両
説
は
基
本
的
に
大
功
説
支
持
で
一
致
し
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
上

秦
漢
姦
淫
罪
雜
考

一
五
三



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

五
四

表
中
に

「尽
除
子
夏
伝

」と
あ
る
か
ら
、
苟
一

顯
等
が
子
夏
の
斉
衰
説
を
採
用
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い

。
新
礼
の
成
立
を
画
期
に
、
異

父
同
母
兄
弟
の
喪
服
礼
は
大
功
に
落
ち
着
い
た
と
見
な
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う

。

こ
の
新
礼
は
、
周
知
の
よ
う
に

、
曹
魏
極
末
の
咸
熙
元
年
（
二
・一ハ
四
）
、
律
令
の
編
纂
並
び
に
官
制
の
改
革
と
同
時
に
撰
定
が
命
じ
ら

れ
た

。
行
政
法
規
で
あ
る
令
典
の
作
成
は
、
当
然
官
制
の
整
備
事
業
と
密
接
な
関
連
性
を
持
つ
。
ま
た
、
律
典
の
改
定
が

「準
五
服
以

制
罪

」
を
一
つ
の
方
針
と
し
て
進
め
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
新
律
と
新
礼
の
編
集
も
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る

。
礼
則
の

変
更
は
律
則
の
そ
れ
と
リ
ン
ク
し
て
い
た
に
違
い
な
い

。
前
節
で
論
じ
た
二
年
律
令
・
一標
律

（
一
九
五
簡
）
の
規
定
と
同
じ
く
、
喪
服

礼
の
改
正
に
伴
つ
て
、
律
に
お
け
る
異
姓
兄
弟
姉
妹
の
相
姦
処
罰
規
定
も
、
従
来
の
親
兄
弟
姉
妹
間
と
同
等
の

「棄
市

」
か
ら
、
大
功

親
間
相
当
の
刑
罰
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

藤
川
氏
は
、
「儀
礼
喪
服
篇
に
規
定
さ
れ
た
喪
服
制
度
は
、
（
中
略
）親
族
組
織
な
り
社
会
事
情
が
変
遷
す
れ
ば
、
そ
れ
に
即
応
し
て
、

新
し
い
解
釈
を
う
ち
出
し
た
り
、
或
い
は
経
伝
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
よ
う
な
新
説
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
も
、
や
む
を
得
な
い
と
し
な

（
-ll
）

け
れ
ば
な
ら
な
い

」
と
論
じ
ら
れ
る

。
上
掲
の
上
表
文
で
摯
虞
は

「至
于
喪
服
、
世
之
要
用
、
而
特
易
失
旨

」
と
述
べ
る
が
、
藤
川
氏

の
所
説
は
、
こ
の
一
節
の
的
確
な
解
説
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る

。
後
漢
末
か
ら
魏
晋
期
に
か
け
て
の
喪
礼
議
論
と
西
晋
代
に
お

け
る
新
礼
の
作
成
、
そ
し
て
後
者
と
連
関
し
た
泰
始
律
の
制
定
は
、
前
後
漢
四
百
年
間
を
通
し
て
徐
々
に
進
行
し
て
い
っ
た
家
族
・
親

族
制
度
の
変
化
が
一
段
の
到
達
点
に
至
つ
た
こ
と
を
指
し
示
す
、
一
っ
の
歴
史
的
事
象
で
あ
っ
た
と
評
価
し
え
る
の
で
あ
る

。



お
わ
り
に

陳
責
恪
氏
は

『
陪
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
』

の
中
で

「司
馬
氏
以
束
漢
末
年
之
儒
学
大
族
創
建
晋
室
、
統
制
中
国
、
其
所
制
定
之
刑
律

尤
為
儒
家
化

」
と
述
べ
る

。
そ
し
て
、
こ
の
所
論
を
敷
衍
し
て
祝
総
斌
氏
は
、
陳
氏
の
い
う

「儒
家
化

」
と
は

「儒
家
経
典
中

″礼
〟

的

精
神
和
規
範

」で
あ
る
と
説
く

。
更
に
祝
氏
は
、
「晋
律
中
体
現
儒
家
思
想
的
主
要
内
容

」に
っ
い
て
検
討
を
加
え
、
当
該
律
制
定
の
主

限
は

「封
建
家
族
制
度

」
の
維
持
に
あ
っ
た
と
総
括
し
、
最
後
に
本
稿
前
掲
の
『
晋
書
』

刑
法
志
の
一
節

「峻
礼
教
之
防
、
準
五
服
以

（
101
）

制
罪
也
」
を
引
く

。
つ
ま
り
、
両
氏
は
、
儒
家
の
教
義
を
根
幹
に
据
え
よ
う
と
し
た
点
に

、
中
国
律
令
変
遷
史
に
お
け
る
泰
始
律
の
画

期
性
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

我
が
国
に
お
い
て
も
、
泰
始
律
の
成
立
は
唐
律
に
つ
な
が
る
重
要
な
転
機
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た

。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
は
、
律

（刑
法
典
）
と
令

（行
政
法
規
）
の
機
能
分
化
と
い
っ
た
、
そ
の
形
態
的
な
革
新
性
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る

。
こ
う
し
た
討
究
の
方
向
性
と
は
別
の
角
度
か
ら
光
を
当
て
た
時
、
そ
の
歴
史
的
意
義
は
、
よ
り
一
層
立
体
的
に
描
き
出
さ

れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

。
陳
氏
が
説
く

「儒
家
化

」、
祝
氏
の
指
摘
す
る

「礼
的
精
神
和
規
範

」、
そ
し
て
本
稿
で
ふ
れ
た

「五
服
制

（m・
）

的
親
属
観
の
導
入

」。
こ
の
よ
う
な
律
を
支
え
た
根
本
の
原
理
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

話
題
を
姦
淫
罪
の
処
罰
規
定
に
移
そ
う

。
二
年
律
令
と
唐
律
を
比
較
し
た
場
合
、
両
律
の
間
で
隔
た
り
が
大
き
い
の
は
、
第
四
節
の

a
・c
項
お
よ
び
第
五
節
で
取
り
上
げ
た
諸
規
定
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
奴
と
主
な
い
し
は
そ
の
妻
子
と
の
姦
淫
（
第

四
節
a
項
）
、
並
び
に
親
属
相
姦
（
同
節
c
項
と
第
五
節
）
に
対
す
る
刑
罰
が
、
そ
う
で
あ
っ
た

。
こ
れ
ら
は
、
当
事
者
間
に
身
分
差
が

楽
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
五
五



楽
漢
姦
淫
罪
雜
考

一
五
六

存
在
す
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る

。

ま
た
、
女
性
に
関
わ
る
法
規
に
も
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る

。
例
え
ば
、
奴
と
通
じ
た
主
の
妻
女
に
対
す
る
処
罰
、
第
四
節
b
項
で
考

察
を
試
み
た

「居
夫
喪
姦

」
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う

。
そ
し
て
更
に

、
第
三
節
で
検
討
し
た
関
連
条
文
の
内
に
も
、
同
様
の
差
異
が
看
取

さ
れ
る
の
で
あ
る

。

同
節
b
項
で
最
後
に
示
し
た

『
史
記
』

秦
始
皇
本
紀
所
掲
の
会
稽
刻
石
の
一
文
を
再
度
引
用
し
よ
う

。

有
子
而
嫁
、
倍
死
不
貞
。
防
隔
内
外
、
禁
止
淫
決
、
男
女
絜
誠
。
夫
為

一一一一一一mm一
、
殺
之
無
罪

。
〔

注
:
索
隱

「mm
、
牡
豬
也
。
言
夫
淫

他
室
、
若
寄
毅
之
豬
也
。
毅
、
音
加

。」〕

こ
れ
が
明
清
律

「殺
死
姦
夫

」
条
の
原
型
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

。
た
だ
し
、
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る

。
即
ち
、
董
家

遵
氏
は
、
右
を
引
い
て

「妻
対
于
夫
的
犯
姦
、
可
以
当
他
全
豬
一
様
看
待
、
殺
之
没
有
罪
過

。
這
種
規
定
和
後
世
大
不
相
同
了

」
と
述

（
19
）

べ
る
。
傍
点
部
に
お
い
て
、
他
婦
と
通
じ
た
夫
を
妻
が
殺
し
て
も
罪
な
し
と
定
め
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
妻
を
一
人
称
と
し
た
表
現

の
仕
方
は
、
董
氏
が
正
し
く
指
摘
す
る
如
く
、
後
世
に
お
け
る
法
規
の
あ
り
方
に
比
す
れ
ば
、
異
例
と
評
さ
ざ
る
を
え
な
い

。
男
尊
女

卑
・
夫
尊
妻
卑
の
原
理
に
基
づ
い
て
い
た
と
理
解
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う

。
夫
妻
の
関
係
、
そ
れ
に
対
す
る
社
会
的
通
念
が
相
当

に
異
な
っ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る

。

「妻
」
だ
け
で
は
な
い

。
「母
」
の
位
置
づ
け
に
も
相
違
が
あ
っ
た

。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
の
が

、
前
節
で
取
り
上
げ
た
異
父
同
母
兄
弟

姉
妹
の
姦
淫
に
対
す
る
処
罰
規
定
で
あ
る

。
山
田
勝
芳
氏
は
、
睡
虎
地
秦
簡
の
分
析
を
通
じ
て
、
当
該
時
代
で
は
同
母
兄
弟
姉
妹
の
絆

（
10l
）

が
強
か
っ
た
と
論
じ
ら
れ
る
。
氏
の
指
摘
を
受
け
、
拙
稿
で
は
、
文
献
史
料
を
用
い
て
、
同
一
の
血
縁
意
識

I
「母
」
を
結
節
点
と



（M
）

す
る
血
縁
的
な
絆
意
識

1
が
前
漢
代
で
も
濃
厚
に
残
存
し
て
い
た
と
推
断
し
た

。本
稿
の
考
察
は
、
こ
う
し
た
前
稿
の
結
論
を
補
強

す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

。
同
母
で
あ
れ
ば
、
異
父
で
あ
っ
て
も
、
同
産
相
姦
と
同
等
の
刑
が
科
さ
れ
た

。
法
の
上
に
お
い
て
も
、
異

姓
兄
弟
姉
妹
は
親
兄
弟
姉
妹
と
同
格
に
扱
わ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
異
父
同
母
の
間
柄
を
、
山
田
氏
は

「同
生

」
の
関
係
と
称
す
る

。
睡
虎
地
秦
簡
・
秦
律
十
八
種
に
見
え
る
次
の
司
空
律

（一
五
一
～
二
簡
・
五
四
頁
）
に
基
づ
い
て
、
氏
は
か
か
る
呼
称
を
用
い
る

。

百
姓
有
母
及
同
牲

（
生
）
爲
織
妾
、
非
適

（話
）
罪
殿

（
也
）
而
欲
爲
冗
邊
五
歳
、
毋
賞

（
償
）
興
日
、
以
免
一
人
爲
庶
人
、
許

之
。
●
或
順
一器
一
（
遷
）
、
欲
入
錢
者
、
日
八
錢

。

こ
こ
で
、
異
父
昆
弟
の
喪
礼
を
め
ぐ
る
論
争
に
再
度
目
を
向
け
る
と

、
実
は
、
そ
の
議
論
の
内
に

「同
生

」
な
る
表
現
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る

。
劉
宋
の
度
蘭
之
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る

（
『
通
典
』

巻
九
一
・
「大
功
成
人
九
月
」
項
）
。

自
以
同
生
成
親
、
繼
父
同
居
、
由
有
功
而
致
服
、
二
服
之
來
、
其
禮
乖
殊

。
以
爲
因
繼
父
而
有
服
者
、
失
之
速
矣
。
馬
昭
日

「異

父
昆
弟
、
恩
緊
於
母
、
不
於
繼
父

。
繼
父
、
絶
族
者
也
。
母
同
生
、
故
爲
親
者
用
、
雖
不
同
居
、
猶
相
爲
服

。
王
肅
以
爲
從
於
繼

父
而
服
、
又
言
同
居
、
乃
失
之
遠
矣
。」
子
游
・
狄
儀
、
或
言
齊
線
、
或
言
大
功
、
趨
於
輕
重
、
不
疑
於
有
無
也
。
家
語
之
言
、
固

所
未
信
。
子
游
古
之
習
一禮
者
也
、
從
之
不
亦
可
乎

。

「継
父
同
居

」は
王
肅
の
所
論
を
指
す
か
ら
、
そ
の
直
前
の
「同
生
成
親

」は
鄭
玄
説
の
要
約
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
で
一 :

願

一蔚
之
は
、

王
肅
を
激
し
く
非
難
す
る
馬
昭
の
言
説
を
引
く
の
だ
が
、
そ
の
中
で
馬
昭
は
、
「同
生
成
親

」を
「母
同
生
、
故
為
親
者
属

」と
的
確
に

解
説
し
て
い
る

。
ま
た
、
『
礼
記
』

檀
弓
浦
上
の
疏
も
、
鄭
説
に
っ
い
て

楽
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
五
七



楽
漢
姦
淫
罪
雜
考

一
五
八

鄭
意
以
爲
同
母
兄
弟
、
母
之
親
屬
、
服
大
功
是
也
。
所
以
是
者
、
以
同
父
同
母
則
服
期
、
今
但
同
母
、
而
以
母
是
我
親
生
、
其
兄

弟
是
親
者
血
風
、
故
降
一
等
而
服
大
功
。

と
説
く

。
「同
生

」
は

「同
母

」
の
意
に
他
な
ら
な
い

。
「父
」
に
こ
だ
わ
る
王
肅
と

「母
」
に
重
き
を
ぉ
く
鄭
玄
。
結
論
に
お
い
て
子

游
の
大
功
説
を
支
持
と
す
る
点
で
は
、
両
者
の
主
張
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
は
思
え
な
い

。
し
か
し
、
そ
の
説
明
の
論
理
は
全
く

の
好
対
照
を
な
し
て
い
る
と
評
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る

。
王
肅
の
所
説
が
伝
統
中
国
的
な
父
系
優
先
の
原
理
に
忠
実
に
従
お
う
と

し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
鄭
玄
流
の
解
釈
は
、
「母
」を
重
視
す
る
血
族
観
に
な
ぉ
も
縛
ら
れ
た
、
過
渡
的
な
観
念
の
産
物

で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い

。

「同
生

」
の
関
係
、
即
ち

「母
」
を
結
節
点
と
す
る
血
縁
的
な
絆
意
識
は
、
当
然
、
実
母
I
実
子
の
強
い
結
び
っ
き
を
前
提
と
す
る

。

こ
の
点
に
関
わ
る
興
味
深
い
記
述
が

『
晋
書
』

刑
法
志
に
見
え
る
。

正
殺
繼
母
、
與
親
母
同
、
防
繼
假
之
隙
也
。

右
は
曹
魏
・
明
帝
期
に
編
築
さ
れ
た
魏
律
に
関
す
る
記
載
で
あ
る

。
こ
の
一
条
を
内
田
智
雄
氏
は
、
「漢
代
で
も
継
母
殺
害
は
、
殺
母
の

罪
と
し
て
大
逆
を
も
っ
て
論
ぜ
ら
れ
た
事
例
が
あ
る
か
ら
、
魏
の
と
き
初
め
て
法
律
を
改
正
し
て
、
継
母
殺
害
を
実
母
と
同
罪
に
し
た

わ
け
で
は
な

」く
、
「従
来
漠
然
と
殺
母
の
罪
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
継
母
の
場
合
も
実
母
と
同
罪
に
す
る
こ
と
を
明
確
に

し
た

」の
で
あ
ろ
う
と
解
説
す
調

。
氏
が
い
う
と
お
り
、
従
来
の
不
文
律
が
こ
の
時
明
文
化
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

。

し
か
し
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
漢
律
の
改
定
に
伴
つ
て
、
血
の
っ
な
が
ら
な
い
継
母
を
親
母
と
同
格
に
扱
う
と
い
う

一

条
が
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
事
実
は
、
魏
律
の
革
新
的
な
点
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う

。



睡
虎
地
秦
簡
・
法
律
答
問

（
一
七
七
～
八
簡
）
に
は

「真
臣
邦
君
公
有
罪
、
致
耐
罪
以
上
、
令
順
。」
可

（何
）
謂

「真
」。
臣
邦
父
母
産
子
及
産
它
邦
而
是
謂

「真
」。
●
可

（何
）
調

「夏
子

」。
●
臣
邦
父
・
秦
母
謂
殿

（
也
）
。

（
l0l
）

と
あ
り
、工
藤
元
男
氏
は
右
か
ら
、「夏
子

」即
ち
真
の
秦
人
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、偏
に
生
母
の
身
分
に
か
か
っ
て
い
た
と
論
じ
る

。

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
実
母
1
実
子
の
間
柄
が
最
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
母
子
間
の
強
固
な
血
統
観
念
が
、
後
漢
末
の
段
階
ま

で
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
が
、
程
度
は
異
な
る
も
の
の
親
母
を
重
視
す
る
母
子
関
係
は
漢
代
を
通
じ
て
重
ん
じ
ら

れ
て
い
た

。
そ
し
て
、
そ
れ
が
曹
魏
代
に

、
西
晋
初
の

「同
生

」
相
姦
の
処
罰
規
定
改
定
に
先
立
つ
て
、
律
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
明
確

に
否
定
さ
れ
た
と
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る

。

さ
て
、
以
上
、
姦
淫
罪
の
刑
罰
規
定
を
糸
口
に
雑
駁
な
議
論
を
行
つ

て
き
た

。
本
稿
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
家
族
・
親
属
の
あ
り
方
、

並
び
に
母
・
妻
・
女
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
別
の
角
度
か
ら
二
年
律
令
の
検
討
を
行
う
べ
き
段
階
に
達
し
た
か
に
思
わ
れ
る

。
ま
た
、
獲

得
し
た
知
見
に
基
づ
い
て
、
儒
家
流
の
言
説
を
相
対
化
し
な
が
ら
、
『
漢
書
』
一「
後
漢
書
』

と
い
っ
た
文
献
史
料
を
再
び
読
み
返
す
作
業

に
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
後
日
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い

。

ま
た
、
漢
代
だ
け
で
は
な
く
、
魏
晋
以
降
の
展
開
に
関
し
て
も
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る

。
異
父
同
母
兄
弟
姉
妹
と
い
う
非
父
系

（
1l--
）

的
な
血
縁
者
の
扱
い
は
、
唐
代
に
至
る
と
、
西
晋
の
大
功
親
か
ら
更
に
格
下
げ
さ
れ
て
、
小
功
親
相
当
と
な
さ
れ
る
。
そ
の
異
父
昆
弟

の
服
喪
を
子
游
が
大
功
と
説
い
た
と
記
す

『
礼
記
』

:

租
弓
篇
の
経
文
解
釈
に
お
い
て
も
、
魏
晋
南
朝
で
は
鄭
玄
の

「同
生
成
親

」
説
支

l

田
）

持
派
が
大
勢
を
占
め
た
が
、
宋
代
以
降
に
な
る
と
、
逆
に

、
継
父
の
た
め
の
喪
礼
か
ら
説
き
起
こ
す
王
肅
の
如
き
理
解
に
主
流
が
移
る

。

楽
澳
姦
淫
罪
雑
考

一
五
九



一葉
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
六
〇

親
属
秩
序
の
父
系
原
理
一
元
化
へ
と
向
か
う
中
国
社
会
の
長
期
的
な
趨
勢
か
ら
眺
め
る
と
、
整
日

期
は
一
っ
の
到
達
点
に
過
ぎ
な
（
-

）

。完

成
期
に
至
る
ま
で
の
具
体
的
な
経
緯
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
付
随
す
る
種
々
の
社
会
的
・
政
治
的
諸
現
象
も
、
今
後
究
明
す
べ
き
テ
ー
マ

の
一
つ
で
あ
る

。

（
l
）

例
え
ば
、
窃
盗
罪
は
、
贓
物
を
計
る
単
位
が
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
比
較
が
難
し
い
と
予
想
さ
れ
る

。

（2
）

『
唐
律
各
論

」
（
成
文
出
版
社

一
九
八
八
、
初
出
は

一
九
六
五
）
下
巻
の
六
六
一
～
六
七
七
頁
を
参
照

。

（3
）

戴
氏
は
、
「唐
律
疏
議
」
巻
六
・
名
例
律
の
第
四
七
条

「官
戸
部
曲

」
に

諸
官
戸
・
部
曲

（
稱
部
曲
者
、
部
11l1
要
及
客
女
亦
同
。）・
官
私
奴
婢
有
犯
、
本
條
無
正
文
者
、
各
準
良
人
。

と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
「同
色
踐
人
相
姦

」
の
処
銅
は

「良
人
相
姦

」
に
準
じ
た
と
す
る

（
前
掲
著
書
六
六
二
頁
）
。

（
4
）

原
文
は
以
下
の
と
お
り

（雜
律
・
一
=
ハ
条
）
。

其
部
曲
及
奴
、
姦
主
及
主
之
期
親
若
期
親
之
要
者
、
絞

。

律
令
研
究
会
編

「訳
註
日
本
律
令
八

唐
律
疏
議
訳
註
篇
四
』

（
東
京
堂
出
版

一
九
九
四
、
以
下

「訳
一一一一一一四
』

と
略
称
）
は
、
本
条
の
注
で

「主
」
に
っ

い
て
、
「戸
籍
上
一
戸
で
あ
り
、
同
居
共
財
生
活
を
維
持
し
て
い
る

一
家
に
お
け
る
も
の
」
で

「将
来
家
産
分
割
が
行
わ
れ
る
際
に

、
得
分
を
持
つ
可
能
性

の
あ
る
者

」と
説
明
す
る

。
右
の
律
文
中
に

「主
之
妻
子

」
と
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
両
者
は

「主
」と
い
う
表
現
の
内
に
合
ま
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る

。

．

（5
）

た
だ
し
、
職
民
と
婦
女
が
流
罪
を
犯
し
た
場
合
、
「留
住
法

」が
適
用
さ
れ
、
流
刑
の
代
わ
り
に
杖
と
三
年
の
徒
役
が
併
科
さ
れ
た

。
律
令
研
究
会
編
「訳

註
日
本
律
令
五

唐
律
疏
議
訳
註
篇

一
」
（
束
京
堂
出
版

一
九
七
八
）

二
ハ
七
頁
参
照

。

（6
）

「度
律
疏
議
」
巻

一
・
名
例
律
の
第
六
条

「十
悪

」
に

、
「内
乱

」
の
注
と
し
て

一調
姦
小
功
以
上
親
・
父
祖
妾
及
與
和
者
。

と
あ
る
か
ら
、
「内
乱

」
は
即
ち

「親
属
相
姦

」
で
あ
っ
た

。



（
7
）

「唐
律
疏
識
」
雜
律
・
二
八
条
の
疏
議
に

假
有
監
臨
主
守
、
若
道
士
及
僧
、
并
男
子
在
父
母
喪
姦
者
、
婦
女
以
凡
姦
論

。
即
女
居
父
母
喪
、
婦
人
居
夫
喪
、
及
女
官
・
尼
姦
者
、
並
加
姦
罪
二
等
、

男
子
亦
以
凡
姦
論

。

'

と
見
え
る

。

（
8
）

「訳
註
四

」
一
四
六
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
婦
女
は

「絞
」
よ
り
一
等
が
減
刑
さ
れ
、
流
三
千
里
に
当
て
ら
れ
る
の
だ
が
、
実
際
は
留
住
法
が
適

用
さ
れ

、
杖

一
百
・
徒
三
年
に
換
刑
さ
れ
た
。

（
9
）

『
大
唐
開
元
礼

」
巻
一
三
二
・
凶
礼
・
五
服
制
度
。

（
10
）

律
令
研
究
会
編

『
訳
註
日
本
律
令
六

麿
律
疏
議
訳
註
-llf
二

」
（
東
京
堂
出
版

一
九
八
四
、
以
下

『
訳
一識
二
』

と
略
称
）
二
八
三
頁
参
照

。

（
11
）

「一慨
礼

」
喪
服
篇
で
は
、
兄
弟
の
要
は
無
服
と
さ
れ
た
が
、
魏
一首
以
降

「嫂
叔
有
服

」
説
が
礼
学
の
主
流
と
な
り
、
--l-
の
貞
観
一
四
年

（
六
四
〇
）
に
制

定
さ
れ
た
貞
観
礼
に
お
い
て
、
嫂
叔
は
小
功
を
以
て
服
す
る
と
定
め
ら
れ
た
（
藤
川
正
数

「魏
普
時
代
に
お
け
る
喪
服
礼
の
研
究
』

（
敬
文
社

一
九
六
〇
）

第
六
章
参
照
）
。
滋
賀
秀
三

『
中
国
家
族
法
の
原
理
」
（創
文
社

一
九
六
七
）
は
、
第
一
図

「本
族
の
図

」
の
注

（
二
五
頁
）
で
、
「-ll-
で
は
捜
叔
の
み
小

功
」
で

「兄
と
弟
婦
の
間
は
依
然
無
服

」
と
説
明
さ
れ
る

。
し
か
し
、
「通
典

」
巻
一
三
四
・
礼
典
九
四
・
開
元
礼
築
類
二
九
・
五
服
制
度
の

「小
功
成
人

義
服

」
条
に
は

「嫂
叔
報

」
と
あ
り
、
そ
の
注
に

「兄
妨
弟
要
同
」
（
「大
唐
開
元
礼
」
五
服
制
度
の

「小
功
義
服

」
条
で
は

「娜
」
を

「製
」
に
作
る
）
と

見
え
る
か
ら
、
嫂
叔
・
兄
一EW
・

と
も
に
そ
の
服
は
小
功
で
あ
っ
た

。

（12
）

親
属
相
議
と
良
賤
相
姦
で
は
、
妾
と
の
姦
は

一要
と
の
そ
れ
か
ら

一
等
減
刑
す
る
が
通
則
で
あ
っ
た

。
『
訳
註
四

」
一
四
三
頁
参
照

。

（
13
）

こ
の
規
定
は
二
五
条
の
疏
議
に
見
え
る

。

（
14
）

小
竹
文
夫

「唐
・
明
・
清
律
の
比
較

」
（山
崎
宏
編

『
中
国
の
社
会
と
宗
教

1
東
洋
史
学
論
集
第
二

-
』

（不
昧
堂
書
店

一
九
五
四
））
参
照

。
た

だ
し
、
氏
は
最
後
の

「買
良
為
娼

」
条
を
挙
げ
な
い

。
「娼
」
は
売
春
婦
。
本
条
は
、
娼
優
や
楽
人
が
良
人
の
婦
女
を
一要
妾
と
し
て
要
る
こ
と
、
ま
た
養
女

と
す
る
こ
と
を
禁
ず
る

。

（
l5
）

姦
淫
罪
の
処
E

測
規
定
に
つ
い
て
は
本
書
の
巻
二
六
に
見
え
る

。
な
ぉ
、
テ
キ
ス
ト
に
は
、
懐
効
鋒
・
李
鳴
の
両
氏
に
よ
る
点
校
本
（
法

:

律
出
版
社

一
九

九
九
年
）
を
用
い
た

。
ま
た
、
以
下
本
稿
所
引
の
明

:

律
は
同
書
に
よ
っ
た

。

寨
漢
姦
淫
罪
雑
考

六



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
六
二

（16
）

姦
淫
罪
の
処
一一削
規
定
は
本
書
の
巻
二
五
・
刑
律
・
「犯
姦

」
:l-5
に
見
え
る

。
な
ぉ
、
テ
キ
ス
ト
に
は
、
懐
効
鋒
・
李
俊
の
両
氏
に
よ
る
点
校
本

（
法
律
出

版
社

二
〇
〇
〇
年
）
を
用
い
た

。
ま
た
、
以
下
本
稿
所
引
の
清
律
は
同
書
に
よ
っ
た

。

（17
）

清
代
の
姦
淫
罪
処
-il-
規
定
に
関
す
る
専
論
と
し
て
、
陳
一一一一一一 :
-

m一「清
代
の
刑
法
に
お
け
る
婦
女
差
別

-
特
に
傷
害
殺
人
・一一一数
淫
罪
に
お
け
る

-
」
（九

州
大
学
束
洋
史
論
集

一
八

一
九
九
〇
）
、
森
田
成
満
「清
代
に
於
け
る
性
を
巡
る
法
秩
序
と
そ
の
司
法
的
保
護

」（
星
薬
科
大
学
一
般
教
育
論
集
二
〇

二

〇
〇
二
）
等
が
あ
る

。

（
18
）

た
だ
し
、

「良
賤
相
姦

」と
「監
守
内
姦

」
は
例
外
で
あ
っ
た

。
前
者
に
お
い
て
、
;-l-
律
で
は
、
職
民
男
性
と
良
民
女
性
の
和
姦
は
凡
姦
に
二
等
加
え
ら

れ
、
逆
に
良
民
男
性
と
滕
民
女
性
と
の
場
合
は
三
等
が
滅
じ
ら
れ
た

。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
清
律
で
は
、
等
し
く

一
等
が
加
減
さ
れ
た
（
『
唐
明
律
含
編
」巻

一=
ハ
・
「良
職
相
姦

」）
。
ま
た
、
「監
守
内
姦

」に
っ
い
て
は
、
凡
姦
に

一
等
加
と
唐
律
は
定
め
る
が
、
明
清
律
で
は
二
等
に
加
重
さ
れ
て
い
る
（同
書
同
巻
・

「姦
部
民
妻
妾
」）
。

（19
）

注
（14
）論
文
。

（20
）

強
姦
の
既
遂
は

「絞
」
が
最
低
の
ラ
イ
ン
で
、
親
属
強
姦
等
の
場
合
は
、
後
述
す
る
よ
う
に

「斬
」
と
更
に
重
い

。

（21
）

桑
原
購
蔵

「唐
明
律
の
比
較

」
（「桑
原
随
藏
全
集

」第
三
巻

岩
渡
書
店

一
九
六
八
、
初
出
は

一
九
二
八
）
も
、
当
該
規
定
に
関
す
る
唐
律
と
明
律
の

比
較
を
行
つ
て
い
る

。
所
掲
の
対
照
表
を
参
照
さ
れ
た
い

。

（
22
）

前
注
論
文
。
な
お

、
明
清
律
で
も
親
属
相
姦
は

「十
悪

」
中
の

「内
乱

」
で
あ
っ
た

。

（23
）

「中
国
封
建
社
会
奸
罪
述
論

」
（
南
京
大
学
学
報
一
九
八
七
1
三
、
後
に
楊
一
凡
主
編

「中
国
法
制
史
考
証
・
乙
編
第

一
巻
・
律
令
考
」
（
中
国
社
会
科
学

出
版
社

二
〇
〇
三
）
所
収
）
の
表
1
参
照

。

（
24
）

「元
初
強
姦
犯
殺
害
の
一
裁
判
案
件
に
つ
い
て

」
（
法
学
論
集
〔

大
阪
経
済
法
科
大
〕

四
六

二
〇
〇
〇
）
。
た
だ
し
、
『
大
金
国
志
』

巻
三
六
・
科
条
に
は

ff
l

1
法
與
雷
不
相
遠
、
唯
憎
尼
犯
姦
者
死
、
強
盜
不
論
得
財
與
不
得
財
、
並
處
死
、
強
姦
者
斬
、
與
古
法
異
矣
。

と
見
え
る

。
仁
井
田
陞

「金
代
刑
法
考

-
金
泰
和
律
と
唐
律
と
の
比
較

1
」
上
・
下

（東
洋
史
研
究
一
-
一
・
二

一
九
四
四
、
後
に
同
氏
著

「中

国
法
制
史
研
究

刑
法

」
（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
五
九
）
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
右
は
金
の
皇
統
五
年

（一
一
四
五
）
に
頒
行
さ
れ
た
1

-i-

議
制

（一呈
統
新

制
）
の
規
定
に
当
た
る

。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
、
強
姦
は
斬
刑
に
処
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。
と
こ
ろ
が
、
仁
并
田
氏
が
窃
一一一M
の
処
分
を
例
に
し



て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

、
金
朝
で
は

「科
刑
は
時
代
と
共
に
寛
に
な
っ
て
い

」つ
た
。
強
姦
罪
の
刑
一
割
も

「斬
」
か
ら

「絞
」
に
ゆ
る
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

-

つ
〇

（25
）

注
（
24
）
七
野
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に

、
金
律
で
も
既
遂
・
未
遂
に
分
け
て
強
姦
を
処

一削し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。
た
だ
し
、
『
元
典
章
』

巻
四
五
・

刑
部
七
・
諸
奸
・
指
奸
・

「男
婦
執
謀
翁
奸

」
条
に
は

雷
例
、
即
係
強
奸
男
婦
未
成
者
、
絞

。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は

「未
成

」
も

「絞
」
と
定
め
て
い
る

。

（
26
）

注
（
24
）
論
文
。
た
だ
し
、
氏
は
続
け
て

「し
か
し
こ
れ
と
て

（
中
略
）
中
国
風
の
考
え
方
か
ら
し
て
そ
れ
ほ
ど
突
飛
な
も
の
で
は
な
い

」
と
付
言
す
る

。

（
27
）

「宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構

1
元
典
章
成
立
の
時
代
的
・
社
会
的
背
最

-
」
（
「宮
崎
市
定
全
集

一
二
岩
渡
書
店

一
九
九
二

、
初
出
は
一
九

五
四
）
。

（
28
）

広
順
二
年
勅
は

「有
夫
婦
人

」
に
つ
い
て
し
か
ふ
れ
ず
、

「無
夫

」
の
規
定
は
見
え
な
い
が

、
お
そ
ら
く
、
そ
の
場
合
は
処
死
か
ら

一
等
が
減
じ
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う

。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
金
の
泰
和
律
に
既
婚
・
未
婚
の
別
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「宋
刑
統
』

所
職
の
傍
照
法
を
参
照
し
た
結
果

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

。

（29
）

こ
の
雑
効
の
解
釈
は
、
川
村
康

「来
代
主
刑
考

」
（
法
と
政
治
四
八

1
一
一
九
九
七
）
の
所
説
に
従
つ
た

。

（
30
）

「奏
識
書
」
か
ら
の
引
用
も

「張
家
山
漢
墓
竹
簡
」
に
よ
っ
た

。

（
31
）

本
案
例
に
っ
い
て
は
、
李
学
動

「奏
一識
書
解
説

（下
）
」
（
文
物

一
九
九
五

1
三
）
、
彭
浩

「談
奏
--la
書
中
秦
代
和
東
周
時
期
的
案
例

」
（
同
上
）
、
若
江
一置

三

「一楽
漢
律
に
お
け
る

「不
孝
』

i一非
」
（東
洋
史
研
究
五
五
-
二

一
九
九
六
）
、
張
建
国

「関
于
張
家
山
漢
簡
奏
識
書
的
幾
点
研
究
及
其
他

」
（国
学
研
究

四

一
九
九
七
、
後
に
同
氏
著

「帝
制
時
代
的
中
国
法
』

（
法
律
出
版
社

一
九
九
九
）
所
収
）
、
池
田
雄

一
「秦
代
の

:

律
令
に
っ
い
て

」
（中
央
大
学
文
学

部
紀
要
〈

史
学
科
〉

四
二

一
九
九
七
）
、
小
嶋
茂
稔

「読
江
陵
張
家
山
出
土

「奏
--la
善
』

一割
記
」
（
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
歴
史
社
会
研
究
二

一
九
九
七
）
、

宮
宅
潔

「楽
漢
時
代
の
裁
判
制
度

1
張
家
山
漢
簡
奏
--a
書
よ
り
見
た

-
」（
史
林
八
一

1
二

一
九
九
八
）
、
学
習
院
大
学
漢
簡
研
究
会

「秦
代
密
通
・

盗
傷
事
件

-
江
陵
張
家
山
漢
簡

「奏
識
書
』

を
読
む

1
」
（学
習
院
史
学
三
九

二
〇
〇
一
）
参
照
。

（
32
）

当
該
案
件
の
年
代
に
つ
い
て
、
彭
・
池
田
・
宮
宅
の
諸
氏
お
よ
び
学
習
院
大
学
漢
-E
研
究
会
は
楽
代
説
を
唱
え
、
こ
れ
に
対
し
て
、
李
・
若
江
の
両
氏
は

楽
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
六
三



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
六
四

漢
初
と
す
る
。
ぃ
ず
れ
の
説
も
一
長

一
短
で
、
決
め
手
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
33
）（a

）は一一一一一後
律

（
三
七
九
～
三
八
〇
簡
・
一
八
四
頁
）
、（b

）も同
律

（
三
七
七
簡
・
一
八
四
頁
）
に
見
え
る
。
ま
た
、（d

）は賊
律

（
三
五
～
三
七
簡
・
一
三

八
頁
）
、（e

）は具
律

（
八
三
面
・
一
四
六
頁
）
に
そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る

。

（
34
）

「索
漢
刑
一削
制
度
の
研
究
」
（
同
一
期
舎

一
九
九
八
）
第
1v
編

。

（
35
）

「索
漢
時
代
の
露
と
刑
一
割

」
（
束
洋
史
研
究
五
八

1
四

二
〇
〇
〇
）
。

（36
）

「漢
律
体
系
化
の
試
論

1
列
候
の
死
刑
を
め
ぐ
っ
て

1
」
（
束
方
学
報
〈

京
都
〉

二
七

一
九
五
七
、
後
に
同
氏
著
『
布
目
潮
、混
中
国
史
論
集
・
上
』

（
汲
古
書
院

二
〇
〇
三
）
所
収
）
。

（
37
）

『
漢
書
』

景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
・
岸
頭
候
張
次
公
の
項
に
っ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
本
文
で
上
述
し
た
よ
う
に

、
沈
家
本
は

「称
淮
南
王
女
、
似
是

無
夫
者

」と
論
じ
る
が
、
こ
の
所
説
に
は
賛
同
し
か
ね
る

。淮
南
王
女
が
既
婚
で
あ
っ
た
こ
と
を
完
全
に
否
定
で
き
る
根
拠
は
、
今
の
と
こ
一一（-----
見
出
せ
な
い

。

ま
た
、
王
女
と
い
う
身
分
が
a
…一刑
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る

。
た
だ
し
、
そ
れ
は
淮
南
王
女
の
場
合
で
あ
っ
て
、
張
次
公
の
論

罪
に
は
全
く
影
響
し
な
か
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

。

（38
）

注
（23
）張
論
文
は
、
一重
朝
の
記
職
に
基
づ
い
て
和
一一一器
非

-f
罪
（
お
そ
ら
く
未
婚
婦
女
と
の
そ
れ
）
の
処
銅
を

「耐
為
鬼
薪

」と
す
る

。
ま
た
、
一一一M

:

偉

「唐
律
研

究
」
（山
東
人
民
出
版
社

一
九
八
五
）
二
・一ハ
八
頁
に
も
同
様
の
指
摘
が
見
え
る

。
-l-
氏
は
論
拠
と
な
る
史
料
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
張
氏
と

同
じ
で
あ
ろ
う

。

（
39
）

「漢
代
に
於
け
る
強
制
労
働
刑
そ
の
他

」
（
束
洋
学
報
二
三
1
二

一
九
三
六
、
後
に
同
氏
著

『
秦
漢
睛
唐
史
の
研
究
・
上
』

（
東
京
大
学
出
版
会

一
九

六
六
）
所
収
）
。

（
40
）

注
（34
）著
書
の
一
三
七
～
八
頁
。

（
4l
）

な
ぉ
、
文
献
史
料
と
し
て
は
、
「漢
書
」
巻
一
五
下
・
王
子
候
表
下
・
-llf
纜
候
談

（
城
陽
荒
王
の
子
）
の
項
に

候
端
嗣
、
永
光
二
年
（
前
四
二
）
、
坐
強
姦
人
要
、
會
赦
、
免
。

と
あ
り
、
右
を
沈
家
本
・
程
樹
徳
は
そ
れ
ぞ
れ

「強
姦
人
要

」
「強
-llf
」
の
項
で
引
く

。

（
42
）

こ
の
ネ
T
ミ
ン
グ
は
、
明
清
律
の
条
名

「更
姦
部
民
要
女

」
に
基
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
。



（
43
）

本
文
後
掲
の
按
語
で
沈
家
本
も
、
「・更
一最
部
民
一要
」
は
f-lf
律
の

「監
守
内
一最
」
に
当
た
る
と
説
く
。
た
だ
し
、

「監
守
内
姦

」
で
は
、
既
婚
だ
け
で
な
く
、

未
婚
女
性
と
の
和
議
も
処
---a
の
対
象
と
す
る

。

（
44
）

程
樹
徳
も
こ
の
記
職
を

「姦
部
民
要

」
の
項
で
引
く

。

（45
）

注
（
35
）
論
文

。

（
46
）

「中
国
上
代
の
刑

一割に
っ
い

て
の
一
考
察

」（
「石
并
良
動
先
生
還
暦
祝
賀
法
制
史
論
集

．
-

（
創
文
社

一
九
七
六
）
、
後
に
同
氏
一者
「中
国
法
制
史
論
集

1

法
:

興
と
刑
一
劃

-
』

（
創
文
社

二
〇
〇
三
）
所
収
）
。

（47
）

束
方
学
報
〈

京
都
〉

七
六

（
二
〇
〇
三
）
。

（
48
）

注
（34
）
富
谷
著
書

（
三
七
九
頁
）
は
、
「尚
書
大
伝
』

中
の

「義
」を
「昏
義

」
と
解
し
た
上
で
、

「不
以
義
交
者

」
と
は
、
正
式
な
婚
姻
一慨
礼
を
ふ
ま
え

な
い
婚
姻
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る

。
「義
」
の
正
し
い
解
釈
は
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

「魏
志
」
巻
二
二
・
陳
--9
伝
に
見
え
る
肉

刑
復
活
論
の
一
節
に
は

若
用
古
刑
、
使
淫
者
下
観
室
、
盜
者
別
其
足
、
則
永
無
淫
放
穿
森
之
一一一前一・一一̂。

と
あ
る

。
こ
れ
を

『
尚
書
大
伝

」
所
説
の

「決
関
梁
、
驗
城
郭
、
而
略
盗
者
、
其
刑
臓

。
男
女
不
以
義
交
者
、
其
刑
宮

」
と
引
き
合
わ
せ
れ
ば
、
前
者
が
後

者
を
ふ
ま
え
て
ぃ
る
こ
と
、
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う

。
「男
女
不
以
義
交

」
を

「、淫
」
「-ll-
放

」
と
見
な
す
方
が
素
直
な
解
釈
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
、
注
（
l1
）
滋
賀
著
書
（
四
六
頁
の
注
四
〇
）
が

「律
は
婚
姻
外
の
男
女
の
情
交
を
す
べ
て
一一一数
罪
と
し
て
こ
れ
に
刑
を
科

」し
た
と
述
べ
る
よ
う
に

、

「不
義

」
な
る
男
女
の
交
わ
り
の
具
体
的
な
M

非

状
名
は

「---f
」
（
和
一一一一M-
）
以
外
考
え
ら
れ
な
い

。

（
49
'

）

注
（
34
）
富
谷
著
書
（
三
七
七
～
三
八
〇
買
）
は
、
宮
刑
に
反
映
刑
的
性
格
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
が
、
本
一概
の
所
論
は
か
か
る
氏
の
見
解
を
全
面
的

に
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い

。
私
も
、
二
年
律
令

（
お
そ
ら
く
秦
律
も
）
の
段
階
で
は
、
腐
刑
に
同
害
刑
的
側
面
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

（
50
）

艾
永
明
・
銭
長
源

「宮
刑
論
二
題

」
（
蘇
州
大
学
学
報

一
九
九
一
-
二
、
後
に
楊
一
凡
主
編
一「中
国
法
制
史
考
証
・
乙
編
第
二
巻
・
刑
制
獄
訟
考
」
（中
国

社
会
科
学
出
版
社

二
〇
〇
三
）
所
収
）
、
お

よ
び
陶
広
峰

「漢
観
普
宮
刑
存
廃
析

」
（
法
学
研
究
一
九
九
七
-
三
、
後
に
同
前
書
所
収
）
参
照

。
な
ぉ
、
「史

記
一
巻
一
〇
・
孝
文
本
紀
・
文
帝
一
三
年
五
月
条
の
索
一購
が
引
く
北
魏
・

一一一一一一一ロの
「漢
律
序

」
に

文
帝
除
肉
刑
、
而
宮
一不
易

。

一
六
五



秦
漢
一一一一一一淫
罪
雑
考

一
六
六

と
見
え
る
が
、
程
浩
は
こ
こ
で
、
肉
刑
廃
止
後
も
宮
刑
の
み
は

「不
易

」で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

。
右
の
記
述
か
ら

、
腐
刑
が
文
帝
の
刑
制

改
革
以
後
も
依
然
と
し
て
正
規
の
刑
罰
体
系
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
と
理
解
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
た
解
釈
と
い
え
よ
う

。ま
た
、
索
一
職
は
統
け
て
西

晋
・
張
斐
の
所
説

「以
淫
乱
人
族
序
、
故
不
易
之
也
」
（お
そ
ら
く

「隋
書

」
巻
三
三
・
経
籍
志
二
に
見
え
る

「漢
普
律
序
注

」
の
一
節
で
あ
ろ
う
）
を
引

用
す
る
が
、

「人
族
序
」を
み
だ
す
と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
専
ら
和
姦
罪
を
指
す
で
あ
ろ
う

。
和
姦
犯
に
は
二
年
律
令
段
階
で
も
腐
罪
は
科
さ
れ
な
か
っ

た
の
だ
か
ら
、
張
斐
の
説
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

。
そ
も
そ
も
、
張
説
は
前
後
の
文
章
が
省
か
れ
て
ぉ
り
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
こ
う

し
た
発
言
が
な
さ
れ
た
の
か
全
く
ゎ
か
ら
な
い

。
班
固
の
肉
刑
復
活
論

（
「漢
書
』

巻
二
三
・
刑
法
志
）
中
に

及
傷
人
與
盜
、
吏
受
陳
枉
法
、
男
女
淫
亂
、
皆
復
古
刑
、
爲
三
千
章
。

と
あ
る
如
く
、
復
活
論
者
は

「男
女
淫
乱

」即
ち
和
姦
罪
に
宮
刑
を
施
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
か
ら
、
張
斐
は
肉
刑
復
活
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
如
上
の
解

説
を
著
し
た
の
か
も
し
れ
な
い

。

（51
）

注
（37
）で
推
測
し
た
よ
う
に
、
「王
女

」と
い
う
身
分
は
、
城
陽
王
女
の
罪
が
減
刑
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
-i--
渫

の
処
分
に
は
全
く
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（52
）

注
（
31
）論
文

。

，

（53
）

注
（31
）訳
注

。

（54
）

「張
家
山
漢
墓
竹
簡
」
の
釈
文
で
は
欠
字
を

「軽
」
と
す
る
が
、
張
建
国
氏
お
よ
び
学
習
院
大
学
漢
簡
研
究
会

（
い
ず
れ
も
注
（31
）
所
掲
論
文
・
訳
注
）
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
「重
」
字
を
補
う
べ
き
で
あ
ろ
う

。

（55
）

「張
家
山
漢
基
竹
簡

」
の
釈
文
で
は
欠
字
を
補
つ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
は

「当
」
字
が
入
る
は
ず
で
あ
る

。

（56
）

注
（
31
）
論
文
。

（57
）

明
清
律
で
は
和
姦
を
不
間
と
す
る
条
件
と
し
て

「非
姦
所
捕
獲

」
の
他
に

「指
姦

」
を
挙
げ
る

。
「指
姦

」
と
は

「和
姦
と
告
発
す
る

」
の
意

（
本
文
所

掲
の

『
明
律
国
字
解
』

を
参
照
）
。
こ
れ
を
禁
止
す
る
の
は
、
『
元
史
」
巻
一
〇
四
・
刑
法
志
三
・'
「姦
非
」
に

諸
指
姦
不
坐
。
諸
無
夫
婦
人
有
孕
、
稱
與
某
人
班
、
即
同
指
姦
、

一非止
本
婦

。

と
あ
る
か
ら
、
元
代
で
も
同
じ
い

。



（
58
）

「訳
註
二
』

三
四
六
頁
の
註
三
参
照
。

（59
）

清
明
集
研
究
会

「名
公
書
判
清
明
集

（
懲
悪
門
）
訳
注
稿

そ
の

こ
（
清
明
集
研
究
会

一
九
九
一
）
参
照

。

（60
）

史
金
波
等
訳
注

『
天
盛
改
旧
新
定
律
令
』

（
法
律
出
版
社

二
〇
〇
〇
）
巻
八
・
侵
凌
門
に
も

與
他
人
行
淫
捕
間
法
、
一
處
住
時
捕
及
有
知
證
等
依
法
尋
間
、
非
一
處
住
・
無
知
證

、
則
不
許
接
状
尋
間

。

と
見
え
、
こ
れ
を
島
田
正
郎

「西
更
法
典
初
探

（
束
洋
法
史
論
集
第
八
）
」
（創
文
社

二
〇
〇
三
）

は

他
人
と
の
行
淫
を
捕
え
糾
間
す
る
に
は
、
（
両
者
が
）
一
処
に
在
る
時
捕
え
る
か
、
知
証
が
有
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
に
よ
り
糾
間
し
、
一
処
に
在
る
に

非
ず
と
か
、
知
証
が
無
い
と
か
で
あ
れ
ば
、
接
状
糾
間
は
許
さ
れ
な
い

。

と
訳
す

。
西

一u～一で
も
和
姦
は
現
行
犯
連
捕
が
原
則
と
な
さ
れ
て
い
た

。
ま
た
、
「指
姦

」
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
61
）

程
樹
徳
も

「九
朝
律
考
』

巻

一
・
澳
律
考
三
・
律
文
考
で
同
文
を
引
用
す
る

。

（
62
）
本
条
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注
（
17
）陳
論
文
参
照

。

（63
）

引
用
は
、
荻
生
組
徠

一一間
刑
条
例
国
字
解
一
に
よ
っ
た

。

（
64
）

『
漢
律
械
過
』

巻
五
・
賊
律
三

。
ま
た
、
辞
允
升
も

『
唐
明
律
合
編
』

巻
一
八
の

「夜
無
故
入
人
家

」
条
で

「周
礼
』

朝
士
の
本
文
と
鄭
司
農
注
を
引
く
。

（65
）

「周
礼
」
朝
士
の
鄭
司
一農
注

（本
文
所
引
の
傍
点
部
）
に
見
え
る

「上
人
車
船
、
牽
引
人
欲
犯
法
者
、
其
時
格
殺
之
、
無
罪

」
に
っ
い
て
、
疏
は

家
人
者
、
先
鄭
舉
漢
賊
律
云

「率
引
人
欲
犯
法

」、
則
言
家
人
者
欲
爲
議
淫
之
事
、
故
攻
之
。

と
、
「欲
犯
法

」
を

「欲
為
姦
淫
之
事

」
と
解
説
す
る

。
直
前
に

「牽
引
人

」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の

「姦
淫

」
と
は
強
-llf
を
指
す
に
違
い
な
い

。

（66
）

注
（
17
）論
文

。

（
67
）

主
の
母
と
の
姦
淫
に
つ
い
て
庸
律
は
規
定
を
設
け
て
い
な
い

。
こ
の
点
に
関
し
て
は

「訳
一註
四
』

一
四
五
頁
等
を
参
照
さ
れ
た
い

。

（
68
）

吉
田
法

一
「中
国
家
父
長
制
論
批
判
序
説

」
（
中
国
史
研
究
会
編
『
中
国
専
制
国
家
と
社
会
統
合

I
中
国
史
像
の
再
構
成
n

1
』
文
理
開

一
九
九

〇
）
は
、
こ
の
法
律
答
間
の
条
文
に
っ
い
て
、

「要
の
・

真
操
は
た
い
し
て
間
題
と
さ
れ
ず
、
女
性
の
主
の
身
体
へ
の
傷
害
事
件
と
し
て
の
み
処
理
さ
れ
て
い

る

」と
説
く

。
上
述
し
た
よ
う
に
、
楽
律
段
階
で
は
、
發
の
貞
操
義
務
を
強
要
す
る
度
合
い
は
極
め
て
低
か
っ
た
と
私
も
考
え
る

。
た
だ
し
、
法
律
答
間
の

本
条
か
ら
氏
の
如
き
所
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

。強
姦
事
件
で
被
害
女
性
の
貞
操
が
間
わ
れ
る
こ
と
な
ど
、そ
も
そ
も
あ
り
え
よ
う
は
ず
が
な
い

秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
六
七



一
六
八

か
ら
で
あ
る

。
こ
こ
で
間
題
と
す
べ
き
は
、
強
姦
が
な
ぜ

「殿
主

」の
罪
に
比
付
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う

。
こ
の
疑
間
に
対
し
て
、
目
下
の

と
こ
ろ
明
確
な
結
論
を
得
る
に
至
つ
て
い
な
い

。
様
々
な
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
一
例
を
示
し
て
ぉ
く
と
、
和
姦
罪
と
同
じ

「棄
市

」と
い

う
処
--l-
を
前
提
と
し
た
上
で
、
外
傷
を
与
え
ず
、
且
つ
一
方
的
な
加
害
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「棄
市

」に
相
当
す
る
股
打
の
罪
に
比
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か

。

（
69
）

程
は
出
典
を

「一換
書

」
巻
一
六
・一 :一同
前

一高
后
文
功
臣
表
・
堂
邑
安
候
陳
要
の
項
と
誤
る

。
「漢
識
-

」
で
は

「一期・
」
を

「融
」
に
作
り
、
ま
た
、
「自
殺

」
の

前
後
に

「禽
獸
行
、
当
死

」
「国
除

」
の
記
述
を
欠
く
。

（70
）

た
だ
し
、
沈
は
最
後
の

「史
記

」
の
記
ill-
を

「漢
書

」
高
感
高
后
文
功
臣
表
・
堂
邑
安
候
陳
要
の
項
よ
り
引
く

。

（71
）

「廃
徙

」と
は
、
所
調
遷
蜀
刑

。
死
刑
の
代
替
刑
で
、
廃
位
の
上
、一切'

郡
か
澳
中
郡
に
選
徒
さ
れ
た

。
久
村
因

「前
漢
の
遷
-fl;
刑
に
就
い
て

-
古
代
自

由
刑
の
一
側
面
の
考
察

1
」
（
東
洋
学
報
三
七
I
二

一
九
五
四
）
参
照
。

（
，n
）

注
（
36
）布
目
論
文
も
、
「棄
市

」に
相
当
す
る
罪
を
犯
し
た
場
合
、
王
は
遷
獨
刑
に
換
刑
さ
れ
た
が
、
諸
候
以
下
は
規
定
ど
お
り
の
刑
が
科
さ
れ
た
と
論

じ
る

。

（
73
）

な
ぉ
、
沈
家
本
は

「末
除
服
・一一一数
」
の
項
で
次
の
『
漢
書
』

巻
三
六
・
楚
元
王
伝
の
記
職
も
引
用
す
る
。

王
戊
一相
淫
梁
、
二
十
年
、
爲
薄
太
后
服
私
一 :一一一一、
削
東
海
・
辞
郡

。

薄
太
后
は
最
帝
の
祖
母
で
、
同
帝
の
二
年
（
前
一
五
五
）
四
月
壬
午
に
死
去
し
た

（「史
記
」
巻
一
一
・
景
帝
紀
）
。
沈
は
、
右
を
掲
げ
た
上
で
、
先
の
按
語
の

統
き
に
お
い
て

楚
王
戊
以
國
喪
罪
至
削
郡
、
禮
法
之
嚴
如
此

。

と
論
じ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
諸
候
王
抑
制
政
策
と
関
連
づ
け
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う

。

（
，一一一 :

）

一最
淫
罪
の
処
一割
規
定
で
は
な
い
が
、
『
唐
律
疏
議
』

巻
一
〇
・
職
制
律
の
第
三
〇
条

「匿
父
母
喪

」
に
は

諸
聞
父
母
若
夫
之
喪
、
解
一不
舉
衷
者
、
流
二
千
里
。

と
あ
り
、
本
条
の
疏
識
に
は

父
母
之
思
、
一美
天
英
報
、
茶
一
薄---
之
極
、
…一一一一若
聞
喪

。一一一一人以
・
天
爲
天
、
衷
類
父
母
。
間
喪
即
須
哭
泣
、
一重--
得
-ll-
目
待
時
。



と
見
え
る

。

（
，

:

-

-

）

注
（
31
）諭
文
。

（
，

:一 :

u

）

た
だ
し
、
『
漢
書
』

巻
三
八
・
高
五
王
伝
に

五
風
中
（
前
五
七
～
四
）
、
背
州
刺
史
奏
［一商
川
王
］
終
古
使
所
愛
奴
與
八
子
及
諸
御
婢

一一一一一、
終
古
或
參
與
被
席
、
或
白
-lf
使
誇
伏
、
犬
馬
交
接
、
終
古

親
臨
観

。
産
子
、
輒
日

「亂
不
可
知
、
使
去
其
子
。」事
下
丞
相
御
史
、
奏

「終
古
位
諸
候
王
、
以
令
一置
．

八
子
、
秩
比
六
百
石
、
所
以
廣
一細
重
祖
也
。
而

終
古
禽
欧
行
、
亂
君
臣
夫
婦
之
別
、一一一一逆
人
倫

。一一一=:

一理
一川。」
有
一一一一一…一削
四
縣

。

'

と
あ
る
か
ら
、
「禽
獸
行

」
と
目
さ
れ
た
事
犯
の
範
囲
は
、
親
属
相
姦
よ
り
も
広
い

。
お
そ
ら
く
、

夫
婦
・
家
族
・
親
属
の
あ
る
べ
き
秩
序
を
乱
す
性
犯
罪

が

「禽
獸
行

」
と
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

。

（
77
）

『
唐
律
疏
議
』

巻
一
四
・
戸
婚
律
の
第
三
三
条

「同
姓
為
婚

」、
お
よ
び
明
律
の
戸
律
・
婚
姻
・
「要
親
属
要
妾
」
条
参
照
。

（
78
）

『
漢
書
」
巻
六
・
武
帝
紀
・
元
狩
元
年
条
に

十
一
月
、
淮
南
王
安
・
衡
山
王
賜
謀
反
、
一
謙

。
黨
與
死
者
數
萬
人

。

・

と
あ
る

。

（
79
）

鎌
田
重
雄

「漢
代
官
様
の
自
殺

」
（
「漢
代
史
研
究
」
川
田
書
房

一
九
四
九
）
、
お
よ
び
注
（36
）布
目
論
文
。

（80
）

な
お

、
沈
家
本
・
程
樹
徳
は
、
こ
の
事
例
を

「禽
獣
行

」
の
項
で
引
用
す
る

。

（81
）

「復
」
に
つ
い
て
は
別
解
も
考
え
ら
れ
る

。
山
田
統

「左
伝
所
見
の
通
婚
関
係
を
中
心
と
し
て
見
た
る
宗
周
姓
制
度

」
（
「山
田
統
著
作
集
』

四

明
治
書

院

一
九
八
二
）
お
よ
び
願
一領
剛

「由
″
烝
〟

、
″
報
〟

等
婚
姻
方
式
一者
社
会
制
度
的
変
邏

（
上
）

」
（
文
史
一
四

一
九
八
二
）
は
、
『
左
伝

」
宣
公
三
年
の

記
破
を
婚
姻
の
事
例
と
見
な
す

。
両
氏
の
理
解
に
従
え
ば
、
「報
」、
そ
し
て

「復
」も
、
と
も
に

「め
と
る

」
の
意
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。
た
だ
し
、
山

田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「報
」の
事
例
は
、
「左
伝
．一中
に
お
い
て
本
文
所
掲
の
一
例
し
か
確
認
で
き
な
い

。
検
討
材
料
が
乏
し
ぃ
た
め
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
明
確
に
す
る
の
は
難
し
ぃ
。
ま
た
、
本
文
で
上
述
し
た
如
く
、
二
年
律
令
で
は
、
親
属
和
一最
と
同
姓
婚
と
に
同
じ
刑
が
科
さ
れ
て
い
た
と
想
定

し
え
る
か
ら
、
ど
ち
ら
の
犯
罪
で
あ
る
か
を
確
定
し
な
く
て
も
、
間
題
は
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る

。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
整
理
小
組
の
注
釈
に
従
つ
て
、
以

下
論
を
進
め
て
い
き
た
い

。

楽
漢
姦
淫
罪
雜
考

一
六
九



楽
漢
姦
淫
罪
雜
考

一
七
〇

（82
）

睡
虎
地
・

聚
簡
で
は
、
「妻
」
字
を
女
奴
隷
の
意
と
し
て
も
使
う
が
、
『
二
年
律
令
』

で
は
専
ら

「婢
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る

。
ち
な
み
、
睡
虎
地
楽
簡
中

に

「婢
」
の
用
例
を
検
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

。

（
83
）

「偏
i

發

」
に
っ
い
て
、
専
修
大
学

「二
年
律
令
」
研
究
会

「張
家
山
澳
簡

「二
年
律
令
」
訳
注

（一
）

I
賊
律

1
」
（
専
修
史
学
三
五

二
〇
〇
三
）

は
、

「は
な
れ

」
に
住
む
第
二
婦
人
と
解
し
（
四
二
～
三
簡
の
注
①
）
、
人
文
研
訳
注
も

「同
居
し
て
い
な
い
要

」
の
意
と
す
る

（同
簡
の
注
①
）
。
両
訳
注

が
引
く
二
年
律
令
・
收
律

（一
七
六
～
七
簡
・
一
五
七
頁
）
に

夫
有
罪
、
要
告
之
、
除
于
收
及
論

。
妻
有
罪
、
夫
告
之
、
亦
除
其
夫
罪

。
●
毋
夫
、
及
爲
人
偏
要
、
爲
戸
若
別
居
不
同
收
者
、
有
罪
完
春
・
白
粲
以
上
、

收
之
、
毋
收
其
子

。
内
孫
毋
爲
夫
收

。」

と
見
え
る
か
ら

、
「偏
要

」
は
、
夫
と
居
を
異
に
し
て
い
た

「要
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

。
ち
な
み
に
、
注
（11
）滋
賀
著
書

（
五
五
六
頁
）
が
引
く

『
中

国
農
村
慣
行
調
査
」
第
三
巻
の
間
答
に
よ
る
と
、
当
時
当
地
で
は

「別
居
し
て
い
る
要

（
囲
い
も
の
）
」
を
言
い
表
す

「や
や
上
等
の
言
葉

」
と
し
て

「一偏

妾
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た

。

滋
賀
氏
は
同
書
の
同
頁
で
、
右
の
他
に
二
項
の
問
答
を
掲
げ
た
後
、
「秘
密
の
囲
い
女
を

「算
人

」
「糊
藤

」な
ど
と
称
し
て
妾
と
は
区
別
し
、
か
っ
こ
れ

を
姦
通
と
し
て
非
難
す
る
意
識
が
現
れ
て
い
る

」と
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
唐
代
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
男
女
の
関
係
を
指
弾
し
且
つ
そ
の
処
m

削
を
定
め
た

認

（
『
唐
大
認
令
集
」
巻
一
〇
九
・
「禁
別
宅
婦
人
認

」）
が
発
布
さ
れ
て
い
た
事
実
を
指
摘
す
る

。
家
庭
外
に
密
か
に
情
--f-
を
囲
う
行
為
は
、
少
な
く
と
も

唐
以
降
、
法
的
に
も
社
会
的
に
も
あ
る
ま
じ
き
行
為
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
年
律
令
で
は
、
上
掲
の
收
律
、
お
よ
び
置
後
律
（
三

六
八
簡
・
一
八
三
頁
）
の

「疾
死
置
後

」
規
定
に

〔

前
略
〕

其
毋
適

（
嫡
）
子
、
以
下
要
子
・
一偏
要
子
。

と
定
め
ら
れ
て
い
る

。
「偏
要

」
が
法
律
上
認
知
さ
れ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

。

（
84
）

一
九
五
簡
中
の

「復
」
字
に
つ
い
て
、
一
考
を
加
え
て
お
き
た
い

。
本
字
の
訓
読
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「ふ
た
た
び
す

」
で
あ
る

。
女
性
当

事
者
が
他
の
同
姓
と
既
に
性
的
関
係
を
持
つ
て
い
た
か
ら
、
同
じ
婦
女
と
の
情
交
を

「復
」
と
表
現
し
た
の
か
も
し
れ
な
い

。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

二
年
律
令
に
お
い
て
は
、
男
性
親
属
の
配
一一9者
と
の
姦
淫
は

「奸
」
で
は
な
く

「復
」
字
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

。
ま
た
、
「も
と
の
状
態

に
も
ど
す

」
の
意
で
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る

。
こ
の
場
合
、
「復
」
は
婚
姻
を
指
す

。
伯
叔
父
・
兄
弟
等
が
死
亡
し
た
た
め
、
一
旦
は
親
属
で
な
く



な
っ
た
が
、
そ
の
女
性
を
自
分
が
要
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
と
の
関
係
を
維
持
し
た

。っ
ま
り
、
リ
ビ
レ
ー
ト
婚
に
類
す
る
婚
姻
で
あ
り
、
一
九
五
簡
は
こ

れ
を
禁
じ
た
条
文
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る

。後
者
の
推
測
が
正
し
い
と
す
る
と
、
本
規
定
の
起
源
は
相
当
に
古
い

。統
一
以
前
の
楽
律
に
ま
で
翻
る
も
の

と
予
想
さ
れ
る
。

（
85
）

『
漢
律
搬
過
」
巻
八
・
雑
律
・
「報
伯
叔
母
」
項
の
按
語
。

（
86
）

滋
資
秀
三

「法
典
編
第
の
歴
史
」
（
『
中
国
法
制
史
論
集

1
法
典
と
刑
一
割

1
』
創
文
社

二
〇
〇
三
）
は
、

「泰
始
律
令
の
編
一一一?
は
、
先
立
つ
魏
の
新

律
と
令
と
を
改
定
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
を
不
完
全
と
見
て
傍
ら
に
差
し
置
き
、
も
う

一
度
漢
代
の
文
献
に
ま
で
一型
つ
て
剛
定
を
や
り
な
ぉ
す
作
業
で

あ
っ
た

」と
論
じ
る

。
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
改
定
の
直
接
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
漢
律
の
「一a一伯
叔
母
之
令

」で
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

（
87
）

注
（38
）著
書
の
二
六
八
頁
。

（
88
）

「漢
代
の
母
と
子

」
（
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
八

二
〇
〇
一
）
。

（
89
）

衛
提

「礼
記
集
説
」
巻
一
八

。

（
90
）

「礼
記
集
解

」
巻
九
。

（
91
）

吉
本
適
雅

「 :

担
弓
考

」
（古
代
文
化
四
四
-
五

一
九
九
二
）
は
、
使
用
言
語
の
分
析
を
通
じ
て
、
「礼
記
」
檀
弓
jllf
の
記
述
を

「職
国
初
中
期
の
史
料

」

と
位
置
づ
け
る

。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
記
-ff-
の
内
、
説
話
部
分
に
関
し
て
は
、
往
時
の
事
実
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
と
私
も
考
え
た
い

。

（
92
）

淳
于
容
の
経
歴
に
っ
い
て
は
未
詳
。
「通
典
』

「大
功
成
人
九
月

」
項
に

「普
淳
于
容

」
と
あ
り
、
ま
た
、
同
書
巻
九
四
・
礼
典
五
四
・
沿
革
五
四
・
凶
礼

一
六
・
「為
父
後
為
嫁
母
及
継
母
嫁
服
議

」
項
に

「石
一包
間
淳
于
容

」
と
見
え
る

。
西
普
代
に
活
一
雖
し
・一7
一一一一一一E
者
で
あ
ろ
う

。

（
93
）

な
ぉ
、
「全
三
国
文
」
巻
三
一
は

「通
典
」
「大
功
成
人
九
月

」
項
の
記
職
を
高
堂
隆
の
所
論
と
し
て
引
く
。

（
94
）

「通
典
．一
「大
功
成
人
九
月

」
項
が
引
く

「孔
子
家
語

」
の
本
条
で
は

「顔
克

」
を

「顔
亥

」
に
作
る

。

（95
）

同
書
の
書
名
は

「階
書

」
巻
三
二
・
経
籍
志
一
・
「礼
」
項
に
見
え
る

。
な
お

、
漢
六
朝
期
に
著
さ
れ
た
喪
服
に
関
す
る
著
述
に
つ
い
て
は
、
注
（
l1
）
藤

川
著
書
の
八
八
～
九
四
頁
を
参
照

。

（96
）

た
だ
し
、
慮
植
の
唱
え
る
小
功
説
が
馬
融
の
提
唱
に
始
ま
る
か
は
定
か
で
な
い

。

楽
漢
姦
淫
罪
雑
考

七



秦
漢
姦
淫
罪
雑
考

一
七
二

（97
）

注
（l1
）著
書
の
第

一
〇
章

。

（
98
）

こ
の
論
争
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注
（l1
）
藤
川
著
書
の
第
三
章
第
二
節
を
参
照
さ
れ
た
い

。

（99
）

諒
開
心
喪
の
制
も
、
泰
始
年
間
に
解
決
を
見
て
い
た

。
ま
た
、
「為
父
後
出
母
更
還
依
己
為
服

」
の
礼
識
も
、一Ml
一一魏
・
嘉
平
元
年
以
後
再
燃
す
る
が
、
そ

れ
は
劉
宋
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る

（
注
（
11
）
藤
川
著
書
の
第
三
章
第
二
節
参
照
）
。

（
100
）

注
（
11
）著
書
の
三
頁

。

．

（l01
）

「略
論
晋
律
之
〟
儒
家
化
〟

」
（
中
国
史
研
究
一
九
八
五
1
二
、
後
に
楊

一
凡
主
編

『
中
国
法
制
史
考
証
・
甲
編
第
三
巻
・
両
漢
魏
晋
南
北
朝
法
制
考
』

（中

国
社
会
科
学
出
版
社

二
〇
〇
三
）
所
収
）

（102
）

堀
敏

一
「普
泰
始
律
令
の
成
立
」
（
東
洋
文
化
六
〇

一
九
八
〇
、
後
に
同
氏
著

「律
令
制
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』

（
汲
古
書
院

一
九
九
四
）
所
収
）
は
、

西
一管
代
に
令
典
が
整
備
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
「解
家
思
想
の
影
響
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

」と
指
摘
さ
れ
る

。
律
と
あ
わ
せ
て
、
令
の
原
理
に
つ
い

て
も
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
la3
）

「従
漢
到
宋
一一一一a婦
再
婚
習
俗
考

」
（
中
山
大
学
文
史
学
研
究
所
月
刊
三
1
一
一
九
三
四
、
後
に
鮑
家
麟
編

「中
国
婦
女
史
論
集
』

（
稲
郷
出
版
社

一
九

七
九
）
所
収
）
。

（104
）

「中
国
古
代
の
『
家

」
と
均
分
相
統

」
（
東
北
ア
ジ
ア
研
究
二

一
九
九
八
）
。
な
ぉ
、
以
下
に
示
す
氏
の
所
論
は
、
全
て
同
論
文
に
基
づ
く
。

（
105
）

注
（88
）
拙
稿
。

（
l06
）

同
氏
編

「訳
注
中
国
歴
代
刑
法
志
」
（
創
文
社

一
九
六
四
）
一
一
四
頁
の
注
二
二

。

（l07
）

「座
虎
地
業
基
竹
簡
の
属
邦
律
を
め
ぐ
っ
て

」（
東
洋
史
研
究
四
三
-
一

一
九
八
四
、
後
に
同
氏
著

「睡
一

虎
地
薬
簡
よ
り
み
た
秦
代
の
国
家
と
社
会
』
（
創

文
社

一
九
九
八
）
の
第
三
章
に
改
題
の
上
収
録
）
。

（
108
）

ち
な
み
に
'

'
北
宋
の
張
破
は
、
前
節
で
引
い
た

「礼
記
集
説
』

巻
一
八
の
記
述
の
中
で

是
知
母
而
不
知
父
、
或
以
爲
大
功
者
、
亦
似
太
過
。
以
小
功
服
之
可
也
。

と
論
じ
て
い
る
。
即
ち
、
「礼
記
』

檀
弓
篇
の
子
游
説
を
も
批
判
し
て
、
小
功
を
是
と
す
る
の
で
あ
る

。
ま
た
、
同
じ
く
来
人
の
游
桂

（同
書
同
条
）
も

夫
禮
者
、
以
情
義
言

。
情
義
者
、
要
有
所
限
止
不
可
一編
給
也
。
母
統
于
父
、
則
不
得
不
一慨
降
于
其
母
、一厚
于
同
姓
、
則
不
得
不
降
殺
于
異
姓

。
夫
是
以



父
尊
而
母
一一r・、夫
尊
而
婦i
・

里
，、
一一一0一
尊
而
臣
卑
、
皆
順
是
而
爲
之
也
。
今
子
游
欲
以
意
爲
之
大
功
、
此
皆
承
世
俗
之
失
。

と

、
「父
尊
母
・

里
'

」
の
観
点
か
ら
大
功
説
を
癌
烈
に
論
難
し
て
い
る

。

（l09
）

例
え
ば
、
宋
人
の
方
懲
は

一禮
、
異
父
亦
調
之
繼
父
。
繼
父
同
居
、
則
服
期
一一一一一、
服
其
父
以
期
、
則
其
子
相
爲
順
以
大
功
、
乃
其
構
也
。

と
論
じ

（
「礼
記
集
説
」
巻
一
八
）
、
ま
た
、
清
人
・
黄
汝
成
も

爲
父
三
年
、
則
爲
一一一 :一一弟
期
、
爲
繼
父
期
、
則
爲
繼
父
之
子
大
功
、
似
合
經
例
。

と
説
明
す
る

。
（
「日
知
録
集
釈

」
巻
六
・

・
「同
母
異
父
之
一一一一一 :
-

:

第

」
条
の
注
）

（1i0
）

山
田
勝
芳
氏
も

、
中
国
に
お
け
る

「家
」
の
形
成
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
、
同
様
の
見
通
し
を
示
す

。

七



秦
漢
姦
淫
菲
雑
考

付図 「唐律親属相姦規定概念図」
(伊藤勇人 「雑律姦罪諸条の復原的考察」 (国史学九一 一九七三)より転職)

七
四


